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1 研究の背景と目的 

一ノ瀬友博 

1. はじめに 

 日本では急激な人口減少、超高齢化を迎え、都市のコンパクト化が進められている。しか

し、ただ単に都市をコンパクトにすれば良いわけではなく、都市の活力を維持し、魅力を向

上させるために「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市再生が2019年に

国土交通省に設置された懇談会で提唱され、2020年度から「まちなかウォーカブル推進プ

ログラム」がスタートすることになった。既に、全国で352（2023年8月末現在）の都市が

ウォーカブル推進都市として名乗りを上げている。この「居心地の良く歩きたくなるまちな

か」について、国土交通省は、ホームページで以下のように説明している。「世界中の多く

の都市で、街路空間を車中心から“人間中心”の空間へと再構築し、沿道と路上を一体的に使

って、 人々が集い憩い多様な活動を繰り広げられる場へとしていく取組が進められていま

す。 これらの取組は都市に活力を生み出し、持続可能かつ高い国際競争力の実現につなが

っています。近年、国内でも、このような街路空間の再構築・利活用の先進的な取組が見ら

れるようになりました。 しかし、多くの自治体では、将来ビジョンの描き方や具体的な進

め方など、どう動き出せば良いのか模索しているのが現状です。このような背景のもと、国

土交通省では街路空間の再構築・利活用に関する様々な取り組みを推進しております。」

（https://www.mlit.go.jp/ toshi/toshi_gairo_tk_000081.html）。以下で詳細にウォーカブル・

シティ（歩ける都市）の背景について述べていくが、歩くことが健康増進につながることは

古くから知られており、それが20世紀の終わり頃から都市のあり方の議論につながってき

た。21世紀に入り、地球規模の気候変動が全世界的な課題となり、2019年末から新型コロ

ナウイルス感染症（以下COVID-19）のパンデミックが世界を襲った。期せずして、国土交

通省の「まちなかウォーカブル推進プログラム」は、コロナ禍の始まりと重なることになっ

た。迫り来る地球環境問題と世界的な感染症の拡大は、私たちに持続可能な都市のあり方を

問いかけている。 

 

2. パンデミックと地球環境問題の衝撃 

 2020年4月初めの緊急事態宣言から本格的に始まった日本のコロナ禍は、3年以上にわた

り私たちの生活に様々な制約をもたらしたが、2023年5月初めの5類感染症移行に伴い、多

くの制限がなくなった。しかし、本報告書執筆時点の2023年9月末時点も感染者数の増加に

伴い医療機関が逼迫している地域があることが報道されており、まだ収束したとは言えな

い状況にある。コロナ禍における対応は、各国で様々であったが、ロックダウンを始めとし

た移動の制限が長期間にわたったり、人と人の物理的な距離を確保することが求められた

りなど、人々の日常生活に大きな影響を与えてきた。リモートワークや遠隔授業といったオ

ンラインによるコミュニケーションが急速に浸透し、日常的に当たり前だった通勤や通学

という移動も急激に減少した。家にいながらでも会社の会議に出席したり、学校の授業を受

けたり、さらにはオンラインで観光をしたりと、私たちは少し違った形でどこでもドアを手

https://www.mlit.go.jp/%20toshi/toshi_gairo_tk_000081.html
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に入れたのかもしれない。一方で、多くの人々が自宅で過ごす時間が一気に増加し、その結

果として自宅周辺の身近な環境が強く意識されるようになった。世界各地で公園緑地に人

が押し寄せ、入場規制や施設の利用制限がかけられることになった。パンデミックが長期化

した結果として、リモートワークを行うためにより広い住宅と良好な住環境を求めて都市

近郊に移転する動きも世界各地で報告された1) 2)。 

 2021年は、COVID-19のみならず気候変動についても話題に事欠かなかった。8月には気

候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次報告書第1作業部会報告書3)が公開され、2011

年から2020年の10年間で、世界の地表温度は1850年から1900年の間に比べて1.09度上昇し

ていること、その気温上昇のほとんどが人的な要因であることが示された。加えて、温室効

果ガスの排出を最も抑えたシナリオでも2030年代初めに1.5度を超える気温上昇が予測さ

れた。このような報告を受け、11月にイギリスのグラスゴーで気候変動枠組条約の第26回

締約国会合（COP26）が開催され、気温上昇を1.5度に抑える努力を追求することが合意さ

れた。各国のリーダーからは2030年に向けて排出量を半減させるなど野心的な目標が示さ

れたが、その具体的なロードマップは明らかにされていない。 

 2021年は、もう一つの地球規模の環境問題である生物多様性喪失についても節目の年で

あった。2010年に愛知県で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で掲げら

れた愛知ターゲットの目標年が2020年であった。その目標とは、生物多様性が失われる速

度を顕著に低減することであった。愛知ターゲットは、さらに20の個別の目標から構成され

るが、2020年までにその目標がほとんど達成できなかったことが明らかになり4)、それはほ

とんどの国々が同様の状況に置かれていることも分かった。世界人口の増加、人やものの移

動の爆発的な増加、そして地球規模の自然破壊により、人間以外の動物の感染症が人へ感染

する機会が増加の一途であるとされる。パンデミックを防ぐためにも、ワンヘルス(one 

health)という人、動物、生態系の健康を一体として守らなければならないという考え方も

示されている5)。 

 これらの地球環境問題、感染症のパンデミックは、都市や地域のあり方に劇的な影響を及

ぼしている。C40都市気候リーダーシップグループ（世界人口の12分の1と世界経済の4分の

1を代表する世界96都市のグループ）は、2020年7月にCOVID-19からのグリーン復興アジ

ェンダを発表した6)。そこでは、世界中の都市で大気汚染を30％削減し、生息地の破壊を防

ぐことで未知の感染症のパンデミックを防ぐこと、2030年までに温室効果ガスの排出量を

半減させ、地球温暖化を1.5度に抑えることなどが述べられている。バルセロナでは、

COVID-19後の都市再編についてのマニフェストという市長への書面が2020年4月にオン

ラインで公開され7)、多くの賛同を集めて話題になった。2021年11月の時点で2100人を超え

る専門家からの署名を集めている。そこでは、モビリティの再編、都市の(再)自然化、住居

の脱コモディティ化、脱成長が掲げられている。モビリティの再編においては、さらに自家

用車・バイクの劇的な減少、都市のモビリティとしての自転車の活用、効率が良くクリーン

な公共交通網の整備、街全体を歩行者優先に転換、輸送に伴う騒音の削減といった具体策が

示されている。COVID-19のパンデミックをきっかけとして、都市の再編に関わる議論や提
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案は世界的になされており、そこでは人が中心となる都市のあり方と地球環境問題への対

応がほぼ共通して見られる。 

 

3. 歩行による健康への効果 

 歩行と健康については、医学や公衆衛生学の分野から実に数多くの研究がなされている。

例えば、運動は糖尿病のリスクを下げることが知られていたが、中程度の負荷のウォーキン

グが激しい運動と比較して、エネルギー消費量が同じであれば糖尿病のリスクを同程度下

げることが明らかにされている8)。また歩行は既に糖尿病に罹患している人の死亡率を有意

に低下させることも分かっている9)。このような歩行がもたらす健康へのポジティブな効果

は、歩きやすい都市が健康にもたらす影響についての研究へと発展していく。2003年には

Saelensらにより近隣の歩行環境を評価する指標 (Neighborhood Environment Walkability 

Scale; NEWS) が提案される10)。これは住宅密度、土地利用混在度、街路の接続性などの項

目をアンケートにより回答してもらうもので、歩きやすい地域の住民は歩きにくい地域の

住民に比べて身体活動量が多く、肥満の程度も低かった。この指標はその後修正を加えられ

11)、世界的に広く活用されるようになり、数多くの研究で活用され、日本でもその有効性が

検証されている12)。 

 Saelensら10)に始まる近隣歩行環境評価手法は、アンケートを用いたものであるので、サ

ンプルサイズには限界がある。一方で、大規模な人口ベースのコホート分析もなされるよう

になる。Sarkarら13)はイギリスにおいて40万人以上を対象に近隣の歩きやすさと高血圧の関

係を分析し、1km圏内の歩きやすさは血圧と関係があることを明らかにした。さらにHowell

ら14)は、カナダのオンタリオ州の大都市圏に居住する約250万人を対象に歩きやすさと交通

に由来する大気汚染が、高血圧と糖尿病のリスクに及ぼす影響を分析した。その結果、歩き

にくさと大気汚染は相互に作用し、高血圧と糖尿病のリスクが高くなることを明らかにし

た。これらの研究は主に成人を対象としているが、歩行は子供の健康にも影響を及ぼす。

Simonsら15)は、カナダのオンタリオ州の子供32万人以上を対象に、自宅周辺の歩きやすさ

と喘息の発症について分析を行ったところ、歩きにくい地域にすむ子供は、喘息の発症およ

び継続的な喘息のリスクが高いことが分かった。歩行が及ぼす健康への影響は、特定の疾患

について数多く検討されてきたが、最近の40歳以上のアメリカ人を対象とした研究では16)、

1日の歩数の多さが死亡率の低さと有意に関連していることが明らかになり、歩行が疾患の

種類にかかわらず健康に大きな影響を及ぼすことが示唆されている。 

 歩行は疾患のリスクを下げるだけではなく疾患の改善にも大きな効果をもたらす。歩行

は、心血管疾患17), 18)や慢性筋骨格系疼痛19)から回復して人にとって安全な運動で回復を促

すことが明らかになっている。歩行は、精神疾患の改善にも効果があることも分かってきて

いる。少し古い研究であるが、Mobilyら20)によれば、65歳以上の高齢者を対象とした研究で、

抗うつ症状と歩行は有意な負の相関を示すことを明らかにした。 

 以上のように歩行が及ぼす健康への効果が明らかになるとともに、病気を予防したり、疾

患からの回復を目的として緑地や街中にウォーキングコースを設定するような試みも世界
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各地で試みられるようになった。そのようなコースを使っての身体への影響を検証する研

究も数々行われてきている21)。しかし、設定されたコースを歩くのはそのために時間を確保

し、そこに行かなければならない。一方で、人々が生活している都市で日常的に歩行を促す

ことは結果的に健康増進につながるという考え方が生まれてくるのは必然的であった。 

 

4. 自動車中心から歩ける都市へ 

 自動車の出現は様々な点に置いて画期的であった一方で、都市計画のあり方を根本的に

変え、自動車による移動を前提とした直線的な都市のグリッドと郊外へのスプロール化を

もたらした22)。そのような新しい都市計画は、持続可能で効率的な都市計画を再構築しよう

としたル・コルビュジェに遡るという23)。都市のスプロール化を促進し、自動車に過度に依

存する街の登場は、ジェイコブズによって痛烈に批判されることになった24)。自動車による

移動を前提とした都市のあり方は、社会、経済、環境といったあらゆる側面から様々な批判

を浴びるようになった。自動車優先の都市から歩行者や自転車のアクセスを確保するよう

な都市への転換という動きは、20世紀の終わりにアメリカから大きな動きとなってきた。

1990年代からアメリカ連邦政府が支援するプロジェクトでは歩行者と自転車への配慮が義

務化されるなど、政策の転換が図られるようになった25)。歩ける都市をデザインすると題し

て、2000年代初頭の歩行可能な都市計画のあり方についてまとめた論文25)では、歩行者ネッ

トワークをデザインするための6つの基準を示している。すなわち接続性、他の交通手段と

の連携、詳細な土地利用パターン、安全性、道路の質、道路の状況である。 

 同じ2005年に発表されたFrankら26)の研究では、のちに数多くの研究で引用されることに

なるウォーカブル指標(Walkable Index)が提案された。この論文では土地利用混在度、住宅

密度、交差点密度からなる変数を指標とし、この指標は住民の1日あたりの中程度身体活動

量と有意な正の相関が得られた。この著者らは、先の歩行と健康で取り上げた近隣歩行環境

評価手法を提案した論文の著者と重複していて、公衆衛生上の視点からの都市や交通シス

テムのあり方に当初から着目していた。なお、ウォーカブルに関わる指標は、Walkable Index

とWalkability Indexの両者が見られるが、近年はWalkability Indexが使われることが一般的

であるので、以降の記載は「ウォーカビリティ指標」で統一する。このウォーカビリティ指

標は、指標として改良をされながら異なる都市に適用され、様々な要因との関係が検証され

るようになった。Frankら27)は、指標に商業地域における商業施設の床面積の比率を加え、

ウォーカビリティ指標が1％上昇すると、身体的活動時間の増加、肥満度の減少、自動車の

走行距離の減少、窒素酸化物の減少、揮発性有機化合物の減少につながることを明らかにし

た。ウォーカビリティ指標を用いた都市の評価は、主に北米とオーストラリアを中心に行わ

れてきたが、ロンドンを対象とした研究でも都市中心部から周辺部に向けウォーカビリテ

ィ指標が減少し、最も歩きやすい地域にすむ人は最も歩きにくい地区に住む人に比べて週

に6時間以上も歩く可能性が高いと評価された28)。日本においてもウォーカビリティ指標は

近年注目を集めていて、大阪府茨木市の都市計画区域を対象に評価した事例29)や滋賀県草津

市の公園を対象とした事例30)などが見られる。伊藤ら31)は、ウォーカビリティ指標のレビュ
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ーを踏まえ、日本においてウォーカビリティ指標を適用するためには街路が形成された歴

史的経緯や街路ネットワークを踏まえた歩行環境の質的な評価が必要であると提案してい

る。 

 ウォーカビリティ指標に対し、一般に公開され実用化されているものとしてWalk Score32)

が存在する。これは近隣に存在する食料品店、レストラン、学校、公園といった13のカテゴ

リーの都市施設までの距離に基づいて、歩きやすさのスコアを算出するもので、ポイントは

合計され、0から100のスコアになるよう正規化される33)。いわば特定の場所の利便性を評価

しようというものであり、市民が住居を選択する際に参考になるもので、北米とオーストラ

リア、ニュージーランドの主要都市について誰でもオンラインで評価をできるように公開

されている。Carrら33)によれば、ウォークスコアはウォーカビリティ指標に用いられる道路

接続性、住宅密度、公共交通機関へのアクセス性などと有意な相関が見られ、主観的な評価

である身体活動環境とも有意な相関があることが明らかになった。一方で、ウォークスコア

は人口10万人あたりの犯罪発生件数とも有意な相関が見られた。同様にウォークスコアが

都市の歩きやすさを評価するために簡単で安価な処方となり得るという検証がなされるよ

うになり34)、ウォークスコアを用いた数多くの研究がなされるようになった。しかし、ウォ

ークスコアを活用した論文42本を評価したHallら35)の研究によれば、ウォークスコアは歩き

やすさを評価するためには十分ではなく、代替的な指標と理解するのが適切であると指摘

している。なお、ウォークスコアは日本において検討した研究も存在し、ウォークスコアと

交差点密度、目的地の数と有意な正の相関が見られたとされている36)。この結果は、Hallら

35)の指摘の範囲を出ていないと考えて良いだろう。 

 

5. 歩いて暮らせる都市 

 ウォーカビリティ指標は都市における歩行可能性を指標化しようという考えであるが、

都市計画おいて伝統的な近隣住区論に近いアプローチで、近接性、歩行可能性を重視した圏

域を実現しようというアイデアが、Morenoにより提唱された15分都市(15-munite city)であ

る23)。Morenoら23)によれば先に挙げた自動車優先の都市計画を批判したジェイコブズの書

籍24)からインスピレーションを得ているという。Morenoら23)は、住民が住居から徒歩や自

転車で15分以内に生活、仕事、商業、医療、教育、娯楽の6つの必須機能にアクセスできる

ことが、15分都市の基本的なコンセプトであるとしている。 

 この15分都市に極めて近い考え方として、20分都市(20-minute city)も提案されている。

20分近隣(20-minute neighbourhoods)という表現であるが、オーストラリアのメルボルン市

の中長期計画で既に位置付けられている37)。メルボルン市の計画では、20分の根拠としてオ

ーストラリアで行われた研究で、一般的な人が歩こうと思う時間として20分が限界である

とされていること38)を挙げている。この20分という時間で歩ける範囲は距離でいうと800m

となり、これを一つの基準としている。20分都市には、徒歩と自転車だけでなく、公共交通

機関もくわえて20分以内というコンセプトも提案されている。アリゾナ州のテンピ市を対

象とし、食料品店、レストラン、運動施設、公園、学校などの12の都市施設を対象にそのア
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クセシビリティを検討した結果、テンピ市は自動車を中心に開発された都市であるが、徒歩、

自転車、公共交通機関によりほぼ20分以内にアクセス可能であった39)。このような結果から

自家用車への依存を下げるためにアクセス性を優先した道路ネットワークに改善していく

必要があるとしている。Morenoら23)は、このCapasso Da Silvaらの20分都市39)に対し、都市

施設へのアクセス性を特に重視したコンセプトで、持続的で社会的な交流や都市住民の参

画が考慮されていないとしており、その点が彼らの15分都市と異なると指摘している。15

分都市は社会的な側面に加え、生態学的な持続可能性まで考慮に入れているとされる23)。 

 COVID-19のパンデミックを踏まえ、これからの15分都市のあり方としてMorenoら23)は、

4つの視点からのフレームワークを提示している。すなわち、密度、近接性、多様性、デジ

タル化である。密度や近接性はこれまでのウォーカビリティ指標で議論されてきたことと

同様である。多様性にはアクセスできる都市施設の多様性と、文化と人の多様性である。前

者はウォーカビリティ指標においても検討されている。後者については多様な文化を許容

する都市環境が社会的な結束を促し、ソーシャルキャピタルを生み出すこと40)、また多文化

的な側面は都市の魅力を高め観光の促進を初めとした経済的な効果41)をもたらすとしてい

る。そしてCOVID-19をきっかけに加わったのが、デジタル化である。都市のデジタル化と

いう意味ではスマートシティ推進がCOVID-19以前から世界中の都市で取り組まれてきた

が、例えばデジタル技術を活用したシェアサイクルの重要性などが明らかになったとして

いる23)。特に今回のパンデミック下においてリモートワークやバーチャルなコミュニケーシ

ョンを取ることが可能になり移動の必要性が減少した。短距離の移動であっても自動車か

ら徒歩や自転車に転換することは温暖化効果ガスの排出量の削減につながるので42)、デジタ

ル化はCOVID-19後においても持続可能な都市のあり方に大きな役割を果たすとしている

23)。 

 この15分都市、20分都市の考え方は、急速に注目を集めている。パリでは、Anne Hidalgo

が15分都市のコンセプトを市長選の公約に取り入れ当選し2020年6月にそれを実現した43)。

先に紹介したC40都市気候リーダーシップグループもCOVID-19からの復興という視点で

15分都市に注目している44)。中国45)やイタリア46)でも15分都市の実証的な研究がなされる

ようになってきている。日本については、パリ市における15分都市の導入をきっかけにメデ

ィアに取り上げられるようになったが、研究レベルでも施策レベルでも事例は見られない。

15分都市を提唱したMorenoは2019年末からのCOVID-19のパンデミックがさらにこのコ

ンセプトの重要さを裏付けたとしている23)。つまり、各地の都市がロックダウンされ、車両

による移動も制限された中で、人々は公共交通機関を避けたため、代替の移動手段として自

転車が最も活用された。そして公園を始めとした公共スペースに対する人気と需要が高ま

った。Pozoukidouら47)は、COVID-19をきっかけに地域レベルのアメニティの不足が顕在化

したと指摘し、ボトムアップで都市の福祉を促進し、都市全体のスケールで資源配分を考え

る手法として15分都市は新しい都市計画となるとしている。Abdelfattahら48)も、COVID-19

によるロックダウンの期間中には徒歩や自転車によって屋外移動がなされたとし、ミラノ

市を対象に15分都市の実現を検証しつつ、徒歩や自転車とマイクロモビリティがどのよう
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に活用しうるか検討している。このように未曾有のパンデミックによって都市のあり方が

世界中で活発に議論されるようになっている。日本では15分都市といった明確なコンセプ

トは示されていないものの国土交通省による「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの

方向性」と題した議論で、関連した検討がなされている49)。 

 

6. 持続可能な都市 

 Baobeidら50)は、ウォーカブルに関わる研究や実践、議論を健康、居住性、持続可能性の

3つの視点から整理し、レビューを行っているが、持続可能性についてはさらに、環境、社

会、経済の3つに分けて議論している。ここではその3つについて取り上げる。 

 まず環境の持続可能性という視点では大気汚染が挙げられる。都市の大気汚染が人に及

ぼす影響を通勤のタイプごとに比較すると、公共交通機関や徒歩、自転車に比べて自動車が

最も暴露レベルが高いという事実は一般的に知られてきた51)。しかし、ウォーカビリティ指

標を用いた研究では、歩きやすさが1％上昇するとその他の指標に加え、窒素酸化物のグラ

ム数と揮発性有機化合物のグラム数が有意に減少するといったように、歩きやすさは大気

汚染の程度に影響を受けていることが明らかにされてきた27)。ただし、実際には歩きやすさ

と大気汚染については、逆の関係も数多く指摘されていて、Marshallら52)は都市の中心部で

はウォーカビリティ指標が高いものの、窒素酸化物の濃度も高いこと、特に低所得者層が多

い地域ではその関係が顕著であることを明らかにしている。Jamesら53)は、アメリカ全土を

対象としたコホート研究で、ウォーカビリティ指標とPM2.5から導き出される大気汚染の

程度を推定したところ、歩きやすさは大気汚染レベルと正の相関があると明らかにした。 

Baobeidら50)が指摘するように、歩きやすい都市中心部は汚染物質濃度が高く、歩くには適

していない郊外では汚染物質の濃度が低いのは容易に想像しうる。しかし、都市における歩

行者や自転車利用者は大気汚染にさらされており、その程度は学歴や所得とも関係してい

るため、社会経済的な公平性の視点から検討を要するとしている50)。また、スペインのバル

セロナ市は、都市の大気汚染を緩和するために特定の街区に車両の進入を規制し、自家用車

のスペースを縮小するなどの取組を行ったスーパーブロックを導入しているが、大気汚染

緩和効果を実証した研究によると、街路レベルでは窒素酸化物の減少が確認されたものの

都市全体の交通需要が減少しない限り、都市全体の大気汚染物質排出量には影響を及ぼさ

ないことが報告されている54)。なお、人間の健康に影響を及ぼす都市の環境という視点では、

大気汚染以外にも様々な要因が存在するが、暑熱環境については日本を含め低緯度に位置

する都市にとっては深刻な課題で、ヒートアイランドや気候変動により対応の重要性は高

まっている。微気象や熱的快適性と歩行可能性の関係についてはある程度の研究蓄積があ

るもののまだ十分とは言えない55)。最近の研究では日射を遮るものとして街路樹の必要性が

指摘されている56)。 

 21世紀に入り、地球規模の気候変動が人間活動により引き起こされていることが、次々に

明らかにされる中で、急速に注目を集めるようになっているのが、温暖化効果ガスあるいは

CO2の排出量削減である。例えば、2019年度の日本の統計では運輸部門が18.6％のCO2を排
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出しており、そのうち自動車は86.1％に相当するので、日本全体の16％を排出している。特

に都市においては自家用車による移動を減らし、徒歩や自転車、公共交通に転換することに

よりCO2排出を減らそうというのは、当然の対策と言える。しかし、都市における交通モー

ドの転換が具体的にどの程度のCO2の削減につながるのか実証的な研究は必ずしも十分で

はなかった。Nevesら42)はウェールズのカーディフにおいて行った実証的な研究により、車

での移動の半分は3マイル以下で、徒歩や自転車は自動車での移動の41％を代替できるとし

た。そのような代替により自動車移動による温暖化効果ガスをCO2換算で約5％削減できる

と推定した。実際に自動車から徒歩や自転車に転換させる政策を検証したものとしては

Keallら57)の研究がある。ニュージーランドの2つの都市において自転車と歩行のためのイン

フラ整備とアクティブな移動を推奨するプログラムを実施しており、その結果3年間で乗用

車1台あたりの平均移動距離が1.6％減少し、そのことによりCO2の排出は1％削減に相当す

ると推定された57)。このような自動車から徒歩や自転車への転換によるCO2の削減効果を具

体的に明らかにした研究は限られているが、COVID-19により人の移動が激減したことが

CO2排出量の削減に大きく寄与したことが明らかになったこと、そしてはじめに述べたよう

に気候変動に対する危機意識の急速な高まりにより、交通モードの転換によるCO2排出量の

削減は都市にとって避けて通れない課題となっている。先にバルセロナ市におけるスーパ

ーブロックの導入は大気汚染の削減に大きな効果を上げていないという指摘を紹介したが、

一方で都市全体にスーパーブロックを導入することによりCO2排出量の40％を削減できる

と試算されている58)。 

 次は社会的な持続可能性である。Leyden59)は、歩きやすさとソーシャルキャピタルの関

係について調査し、歩きやすい地域に住んでいる住民は、隣人を知っている、政治的に参加

している、他人を信頼しているといった程度が有意に高く、ソーシャルキャピタルが高いこ

とを明らかにした。これまで挙げてきた歩きやすさに関わる研究のほとんどは健常者を主

に対象としたものであるが、障害者を対象とした移動しやすさの評価は限定的である60)。そ

もそも自動車中心の都市から歩ける都市にという転換は、自動車を持てるか持てないかに

かかわらず、つまり所得の格差にかかわらず誰でも必要な都市機能にアクセスできなけれ

ばならないという社会的な公平性を担保する考えにも基づいている。社会的な持続可能性

については、様々な議論があり、特に都市における定義は明確に定まっていない61)。Yoo and 

Lee61)は、社会的持続可能性を、社会を維持する能力と定義し、それを支えるソーシャルキ

ャピタルは、歩きやすさを含む近隣環境が影響を与えることを明らかにした。社会的持続可

能性、あるいはソーシャルキャピタルと歩行可能性についての研究は必ずしも多くはない

が、先に述べたように15分都市も社会的な持続可能性を重視したコンセプトであるとされ

ている23)。 

 最後に経済的な持続可能性である。歩きやすいということは、自動車への依存を減らすこ

とにより燃料費が軽減され、自動車の維持費も抑えることができ、高価な駐車スペースも減

らすことができる。さらに土地の資産価値の向上、身体活動が向上することによる医療費の

削減など、様々な経済的な利益をもたらす50)。例えば、アムステルダムの人口密集地を対象
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とした電気自動車の充電器の配置を検討した研究によれば62)、徒歩で2分半（200m）以内に

充電スタンドを配置する場合に比べ、もう2分半歩く、つまり合計5分（400ｍ）歩くことに

すれば、新規に充電器を設置するコストがゼロになるか、少なくとも40％削減できることを

明らかにした。当然のことであるが、歩行者用のインフラは車道に比べて明らかに安価であ

る63)。歩きやすさに関わる指標がアメリカの不動産市場にどのように反映しているか調べた

研究によれば64)、歩行者用のインフラと土地利用の混在の程度は、賃貸集合住宅の資産価値

に大きく貢献していた。歩きやすさがもたらす不動産価値の向上については日本でも注目

されるようになってきている65)。歩きやすさは観光においても重要で、観光客が殺到するこ

とで有名なヴェネツィアを対象とした研究では66)、歩きやすさを向上させることで観光客の

流れを管理し、住民と観光客の間の軋轢を軽減させる効果があることが明らかになった。こ

のように歩きやすさは個人のレベルでも、都市のレベルでも経済的な持続可能性に大きく

貢献する。 

 

7. 日本の都市における展開 

 ここまで歩行がもたらす健康への効果にはじまり、地球環境問題とCOVID-19のパンデミ

ックを踏まえた最近の持続可能な都市構築に向けた取組や議論を紹介してきたが、日本で

は「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり〜ウォーカブルなまちなかの形成〜67)が国

土交通省により展開しつつある。この施策の背景にあるのは、急速な人口減少と超高齢化で

ある。この課題に対応するためにコンパクトシティと都市再生が取り組まれてきた。日本の

歩きやすいまちづくりはその一つの手段である。そして、「居心地が良く歩きたくなる」と

いうフレーズが重要である。そこにこめられているのは、歩けるだけでなく、歩きたいとい

う欲求を生み出すということであり、さらに歩くだけでなく一定時間滞在することを想定

している。この国土交通省の取組には、島原68)が提唱する官能都市という考え方が反映され

ている。島原は著書68)の中で、アメリカでは1990年代からル・コルビュジエ型の効率優先の

都市計画が転換されてきたにもかかわらず、日本では国土交通省をはじめとした行政の補

助メニューに従って、効率優先のまちづくりが全国で展開され、どこでも同じような都市が

整備されていると批判した。その上で、官能都市（センシャス・シティ）という新しい都市

のあり方を提示した。その官能都市の尺度として、歩ける、自然を感じる、街を感じる、食

文化が豊か、機会がある、ロマンスがある、匿名性があるという項目を挙げ、日本全国の自

治体をアンケートにより評価した。この項目を見てもわかるように社会的な持続可能性も

含まれている。また歩きたいという欲求を生み出すということは、Alfonzoら69)が提唱する

歩行欲求モデルの最上位にあたる楽しさに相当するだろう。歩きやすさに留まらない魅力

的な都市を目指す施策である。一方で、ここまで国外の事例を見てきたように15分都市のよ

うな都市施設へのアクセス性や経済、環境の面からの持続可能性、デジタル化との組合せな

どは扱われていない。それは国土交通省の他の施策で対応するという位置づけであると推

察される。 
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8. 調査研究プロジェクトの目的と構成 

 ここまでみてきたようにウォーカブルな都市のあり方は、健康、都市計画、地球環境問題、

感染症のパンデミックといった様々な側面から議論されてきており、日本においては人口

減少、超高齢化という社会問題が重要な側面として加わる。そこで本調査研究プロジェクト

は、このように多岐にわたるウォーカブルをどのように評価すべきかというのがその出発

点である。これまで挙げてきたような国内外の研究をレビューし、欧米の先進事例を参考に

し、日本の都市に適した評価手法を検討する。ウォーカブル・シティ（ウォーカブルな都市）

を横断的に評価する手法を明らかにすることを目的とする。 

 本調査研究プロジェクトが開始された2020年度はまさにコロナ禍による制約を最も大き

く受けた年であった。当初、本プロジェクトでは欧米先進事例を調査し、2022年度に日本の

事例を調査する予定であった。2020年度から始まる「居心地の良く歩きたくなるまちなか」

づくりの事例が見られるだろうという想定であった。しかし、コロナ禍により大きく計画を

変更する必要が生じたため、2020年度、2021年度には、日本におけるウォーカブルなまち

づくりに相当する既存の事例を調査した。ようやく海外への渡航が可能になった2022年度

に国外の先進事例として、ウィーン、パリ、バルセロナ、ボストン、ニューヨークにおける

調査を実施した。まず、次章でこれらの国内外の事例調査結果を報告する。次に3章におい

ては、プロジェクトメンバーによる事例研究、そして国土交通省により進められつつあるま

ちなかの居心地の良さを測る指標について報告する。これらを踏まえ、4章で横断的なウォ

ーカブル・シティ評価手法について議論する。 

 なお、本章は既に論説として発表した文献70)を加筆修正したものである。 
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2 国内外の事例調査 

2-1 アメリカ 

2-1-1 ボストン 

田島夏与 

1. ボストンにおける公園緑地システムの礎 

ボストン湾の入江の中に半島状に突き出た丘陵を中心に英国植民地時代から水面を少し

ずつ埋め立てて発展した年であるボストンには、米国で最も歴史のある公園緑地システム

がある。1634 年に町の中心に放牧地として開かれたボストンコモンの南西側に接するとこ

ろに、独立後の 19 世紀初頭にパブリック・ガーデンが開かれた。さらに、1850 年代に水質

が悪化したマディー川の大部分が埋め立てられ、格子状の街区（バック・ベイ）が形成され

た。この中央部に幅員 40m の緑地帯が設けられてコモンウェルス・アヴェニューと称され、

これらが全市的なパークシステム展開への糸口となった 1)。 

 

2. ボストン市の公園緑地計画 

ボストン市の公園レクリエーション部（Boston Parks and Recreation Department、BPRD）

ではボストン市の部局として最大の私有地を管理しており、2,196 エーカー（889ha）の永

続的な公園緑地のうち 1000 エーカーが歴史的なエメラルド・ネックレスの一部である。こ

れらに加え、BPRD では土地の所有権を持たない都市緑地(urban wilds)、4 つの高校の運動

場その他の土地を管理し、さらに 38000 本の街路樹の管理を担っている。 

これらの管理を良好に行い、市民が必要とする機能やサービスを提供するとともに、土地

Fig. 1 

ボストンコモンの案内図と写真 

Fig. 2 

コモンウェルス・アヴェニュー 
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開発需要や人口の増加などに対処して

すべての地域において良質な生活環境

を支えるオープンスペースへのアクセ

スが確保することを目標としている。

このため、7 年ごとに土地の所有権に関

わらずすべての緑地の調査を実施する

とともに、市民を対象とした利用意向

調査から明らかにされるニーズの分析

と対応させることによって、今後の必

要な改善点を明らかにして総合計画を

策定している。最新の計画 2023-2029 

OPEN SPACE AND RECREATION 

PLAN（略称：OSRP）は 2023 年 7 月

18 日に公表され、インターネット上で

も公開されている（ boston.gov/open-

space-plan ）2)。 

現地調査では、BPRD でこの計画の

プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を 担 う Senior 

Planner の Aldo Ghirin 氏 , Planner and 

Analyst の Margaret Owens 氏からヒア

リングを行い、特にウォーカビリティ

と公園緑地の観点から、2022 年夏の時

点 先 行 し て 公 表 さ れ て い た Park 

Walkshed の分析（Fig. 4）について尋ね

た。 

近年ボストンでは居住その他の開発

需要が非常に大きく、既存の地域にお

いても人口が急増していることからさ

らなるオープンスペースに圧力がかか

っている。近年米国で良く参考にされ

ている Trust for Public Land（TPL）が

提唱する 10-Minute Walk Campaign は、

すべての都市住民が 10分以内で公的な

オープンスペースにアクセスすること

を目指すものであり、この中でボストン市は住民の 100％が 10 分以内で公園や学校庭園に

アクセスできることが評価されている。新たな計画の策定にあたっては、既存の公園緑地か

Fig. 3ボストン市の公園緑地の概要

(OSRP Map1) 

Fig. 4 公園緑地への Walkshed 分析（OSRP Map34） 

http://boston.gov/open-space-plan
http://boston.gov/open-space-plan
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らネットワーク面積規模により異なる距離を誘致圏域として ArcGIS, ネットワーク分析を

用いて小地域ごとにいくつの公園に対するアクセスがあるかを計算し、地域ごとの公園資

源の配分を把握した。この分析からは、複数の公園が連なるエメラルド・ネックレス近傍の

地域は公園への徒歩アクセスが市内で最も高い水準にあることがわかった。その一方、従来

工業用地で近年住宅開発が進んだ地域においてはニーズと比較してアクセス可能な公園緑

地が不足していることもわかり、今後公的に比較的大規模な公園を整備する必要性が指摘

された。この分析結果は OSRP の軸として公表されている。 

OSRP 策定にあたっては、現在と将来の潜在的な緑地について、GIS を多用したデータ分

析、政策レビュー、地理空間モデリングによって分析を行い、完成した計画には既存の緑地、

流域、水域並びに湿地や地域の人口並びに社会経済状況などに関する 49 の地図が含まれて

いる。この中で、公園緑地の計画と関係の深い他の各種計画（Urban Forest Plan, Heat 

Resilience Solutions for Boston, the Climate Ready Boston reports 並びに公園緑地の保全の

ための私有地の保全や取得のための Parcel Priority Plan）との関係も検討されている。 

 

3. オルムステッドによるエメラルド・ネックレスの創設 

19 世紀後半になっても、河川の水質汚濁防止と氾濫の制御はボストン都市圏にとって重

要な課題だった。この頃、公園の必要性についての必要性についても広く議論が行われ、土

地取得と公園建設のための地方債発行のための公園法が成立した。そして公債発行による

手法でボストン市と隣接するブルックライン市が協力して公園の整備に取り組むこととな

った。最初に着手されたのは、コモンウェルス・アヴェニューとマディー川が交差する地区

で遊水地機能の確保、河川改修等の土木工学的改良を兼ねた新たな公園（バックベイ・フェ

ンズ）が整備された。(Fig.5) 

この計画にあたったフレデリック・ロー・オルムステッドがこの後 1878 年から 1895 年

までの間に骨格を作り出したのが、コモンウェルス・アヴェニューからバックベイ・フェン

ズ、そして郊外の大規模な公園緑地を公園道路によりネットワーク化したエメラルド・ネッ

クレスであり、総面積は約 800ha にのぼる。これらの公園はパークウェイによって繋がれ、

全体が緑の連続する空間として快適なアクセスができるように整備された結果、沿道では

良好な郊外住宅の建設が促された 1)。(Fig.6) 

Fig. 5 

バックベイ・フェンズ 
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4. 自動車交通とパークシステム 

オルムステッドの形成したエメラルド・ネックレスは、歩行者、騎乗者並びに馬車のため

のバックベイから市の西部のフランクリン公園までを結ぶ切れ目のないパークウェイとし

て計画され、長くその機能を果たしてきた。しかし 20 世紀の半ば以降に自動車交通が爆発

的に増加すると、パークウェイの機能は著しく阻害された。1990 年代から、BikeBoston 他

の市民団体によってエメラルド・ネックレスの分断された箇所を市民の協力によって特定

し、その解決に向けた取り組みがはじめられた。現地調査ではこの頃の運動に自ら関わった

Sarah Freeman 氏と、現在エメラルド・ネックレス全体の管理を担う Emerald Necklace 

Conservancy の Declan Battles 氏より具体的な箇所における問題とそれらに対する対策に

ついてのヒアリングを行い、また現地調査を行った。（Fig.7） 

1970 年代以降道路がパークウェイを横断し、またパークウェイそのものが通勤ルートと

して自動車の渋滞が見られるようになった。これにより緑道は分断され、公園の間を徒歩や

自転車で行き来することはおろか、向こう側の公園の存在を見通すことすら難しい地点が

いくつも見られるようになった。2001 年には自転車愛好家をはじめとするボストンの市民

によって、このような危険個所の情報を集めて地図にまとめ、州政府や市民社会に働きかけ

る取り組みが始められた。（Fig.8）幹線道路であるボイルストン・ストリート、ブルックラ

イン・アヴェニューやハンティントン・アヴェニューとエメラルド・ネックレスが交差する

Fig. 6 エメラルド・ネックレス・コンサーバンシーの利用者向け案内図 

Fig. 7 

エメラルド・ネックレス・ 

コンサーバンシーでの 

ヒアリング 
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地点では中央分離帯代わりに

置かれた障害物で歩行者・自転

車の通行が阻まれたほか、自動

車の分岐のために信号のない

ロータリーが建設され歩行者

の横断が困難になる例もあり、

死亡事故も生じていた。 

 また、マディー川の大部分を

湿地の公園として整備したバ

ックウェイ・フェンズのチャー

ル ズ 川 に向 け ての 河 口部 分

（Charlesgate Park）は本来水

辺からエメラルド・ネックレスへの入り口たるべきところであるが、マディー川は暗渠とな

って高速道路の下を通り、川沿いの緑地からの歩行者・自転車のアクセスがなくなるなどの

問題も生じた。これらの問題に対して、マサチューセッツ州の環境省や交通省が横断的なプ

ロジェクトを立ち上げ、信号の設置や道路の車線減少などの取組が行われてきたが、いまだ

根本的な解決に至っていない点も多い（Figs. 9,10）。 

一方で、車道から離れた連続した緑地部分においては、広幅員の線状の緑地帯を生かして

自転車と歩行者を分離する等の良好な環境が維持されている（Fig. 11）。 

 

  

Fig. 8 自動車交通によるエメラルドネックレスの分断箇所を示す地図 

Fig. 9 車道のロータリーで分断された公園の接続部 

Fig. 10 チャールズゲート・パーク（マディー川河口部分の堰） 

Fig. 11 オルムステッド・パーク内の標識 
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5. セントラル・アーテリー（I-93）とローズケネディ・グリーンウェイ 

1950 年代初頭、急増する自動車交通を通過させるためにボストン中心部の既存住宅市街

地を撤去して州際高速道路の高架が建設された。これが Interstate 93 (I-93)である。この道

路は歴史ある市の中心部を二分する巨大な構造物として非常に評判が悪く、ケヴィン・リン

チ 3)が 1960 年に出版した『都市のイメージ』の中で市民が持つ都市のイメージを調査し、

この道路より東側の地理的なイメージが正しく認識できないことが指摘された(Figs. 

12,13)。 

その後、1970 年〜80 年代の環境主義・民主化に後押しされる形でこの道路の地下化と跡

地の緑地化が決定されたが、この頃ボストン出身のジョン・F・ケネディが大統領を務めて

いたことも機運の高まりに影響があったと言われている。その後、合衆国の高速道路事業と

して実施されることになった（通称 The Big Dig）。高架道路の地下化工事は 1990 年代に始

まり、供用中の道路の直下に新たなトンネルを掘り進め、地下道路を開通させたのちに高架

部を撤去し、その跡地の地表部が緑地として整備された。のちにケネディ元大統領の母であ

るローズの名を冠し、Rose Kennedy Greenway と命名された。この転換により、エメラル

ド・ネックレスのあるボストンの南西側と大西洋（ボストン湾）に面する東側の間の構造的

な障壁が取り払われた。（Figs.14,15）これが完成したのが 2000 年代（緑地が正式に開園し

たのが 2008 年）であり、ボストンの中心部全体が活性化するきっかけとなった。 

Fig. 12 

建設当時のセントラル・ 

アーテリー（出典：Lynch,1960） 

Fig. 13 

ボストン中心部を思い描くにあた

っての問題点（出典：Lynch,1960） 
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特に、この沿道の地権者にとっては、眺望が一日

中渋滞している道路（またはそれを支える老朽化

したコンクリートの壁, Fig.16）から、優れた景観

へと急変した。中心的な観光地も多く隣接するた

め、この緑地帯を横断する形での観光客の移動も

多く、商業的な価値も高い。Fig.17 で見るように、

歴史的建築物緑道側に大きな窓を作るリノベーシ

ョンや、新たな高層ビルの建築が加速し、沿道部に

住居・ホテル・店舗などの開発が積極的に行われて

きた。一方で緑地と同じ平面上に一般道路や（地下

や橋梁の）高速道路へのランプが配置されている

ために一つ一つの緑地部分が分断されていて、区

画を移動するたびに車道を横断する必要がある点

は課題である（Fig.18）。 
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Fig. 14  
1990 年代のセントラル・アーテリー 

Fig. 15 ローズ・ケネディ・グリーンウェイ
（写真提供： Rose Kennedy Greenway 
Conservancy) 

Fig. 16 
1999 年のセントラル・アーテリー 

Fig. 17 現地調査（2022 年 9 月）時の
ローズ・ケネディ・グリーンウェイ（1） 

Fig. 18 現地調査時のローズ・ケネデ
ィ・グリーンウェイ（2） 

https://www.boston.gov/departments/parks-and-recreation/updating-seven-year-open-space-plan
https://www.boston.gov/departments/parks-and-recreation/updating-seven-year-open-space-plan
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2-1-2 ニューヨーク 

田島夏与 

1. セントラル・パーク 

17 世紀の英国領土時代にマンハッタンの南端（現在のロウワー・マンハッタン）から始

まったニューヨークは、19 世紀に急速な人口増加に対応するためにマンハッタン島全域の

大規模な都市計画と整備が行われた。「すべての人々が楽しむことのできる市の誇りとなる

公園を設置すべきである」というニューヨーク市長キングスランドの 1851 年の提案により

公園用地取得のための最初の公園法が可決され、その後マンハッタン島のほぼ中央、現在の

セントラル・パークの位置に総面積 340ha の公園を整備することが決定された。この建設

にあたっては公開競技設計が行われ、審査委員会は 1858 年 4 月にフレデリック・ロー・オ

ルムステッドとカルヴァート・ヴォーの二人の技師が提案した「緑の芝原(Greensward)」案

を一位と決定した。審査委員会は、当選の理由について第一に公園の基盤整備としての造成、

排水等の土木工学的処理が満足できるものであるとし、特に立体交差による交通計画の導

入を高く評価した 1)。 

この計画の中心をなすのは Sheep Meadow (Fig.1)に代表される牧草地的（pastoral）な景

観、水景を生かした絵画的（picturesque）な景観（Fig.2）、そしてフォーマル（formal）と

いった異なる景観を切れ目なく紡いで一つの織物のようなランドスケープを作るという着

想であった 2)。この時期のマンハッタン島の都市計画において公園以外の街路はほぼ平坦に

なるように整地して格子状の街路が完成された一方で、セントラル・パーク内については岩

Fig. 1 

セントラル・パークの 

Sheep Meadow 

Fig. 2 

セントラル・パークの The Pond 
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や湿地の多い自然の地形を生かしたプランニングが行われ、これ

が園内交通の立体交差や水景・排水計画の基礎となった。また、

周辺街路からの通過交通のために The Transverse Roads と呼ば

れる 3 本の車道が切通（一部トンネル）として園内を通過してお

り、公園の園路とは立体的に交差している（Fig. 3）。 

 

2. 民主主義の思想に基づく歩車分離計画 

 セントラル・パークが計画され、またその大部分が建設され

たのは米国が自由と人権を掲げて国を二分して戦った南北戦争

（1861〜65 年）直前の時期であることは社会的な背景として非

常に重要である。オルムステッドとヴォーによる計画の中で、歩

行者による公園のアクセスは「純粋な民主主義の精神に忠実に、

歩行者が最も多様で多岐にわたる景観を得ることができるよう」

設計された。これはつまり、富裕な市民が公園を訪れても、富の

象徴である馬や馬車から降りて徒歩で公園を訪れる庶民と交わ

ることなしには最も魅力的な景観を楽しむことができないとい

うことを意味している。この試みは経済的な社会分断を都市デザ

インによって解決しようとした米国で最初の実験として今日に

至るまで高く評価されている。 

セントラル・パークの開園当初、ニューヨーク市には馬車路や

騎乗路はほとんどなかったため、オルムステッドとヴォーは市の

中心を占めるセントラル・パークにこれらのための周回状の園路

を整備するとともに、大小さまざまな橋を設けることによって、

公園利用者に対しても歩行者との立体交差による歩車（馬）分離

を実現した。また、公園周辺の市内の街路と接続する東西方向の

通過交通向けの道路(Traverse Road)は 3 本の切通となっており、

公園の園路はその上部を橋として通過するために園地が分断さ

れることはない。 

当初の計画では約 45 ㎞（現在では 66 ㎞）の歩行者用園路は

その長さ、幅員やデザインの点で多くのバリエーションがあり、

中でもモール(Fig.4)は最も象徴的な歩行者空間であり、その北

端には Bethesda Terrace (Fig.5)という噴水を備えた広場がある

が、その手前で歩行者向けの園路の上部を馬と馬車向けの園路

(Olmsted and Vaux Way,Fig.6)が通過し、そのための橋梁下部が

歩行者向けのアーケード(Fig.7)となっている。 

Fig. 3 セントラル・パーク全体図（Central Park Conservancy が無料配布する公式案内図より） 
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現代にいたるまで 160 年余の間にセントラル・パークは様々な困難を経験したが、その

中でも特に深刻であったのが 1970 年代のニューヨーク市の深刻な財政難と、このために市

による管理が限界を迎えたことであった。この時代にあっては草木の管理はもとより、市内

の警察機能も著しく損なわれたことからセントラル・パークは荒廃し、また犯罪の温床とな

る危機を経験した。これに対して市民や近隣企業の寄付による公園管理団体 Central Park 

Conservancy が立ちあげられ、その後の管理が引き継がれて再整備が進められることとな

った。 

自動車の普及以前に計画・整備された公園でありながら当初の計画において既に園内利

用のための歩車分離、並びに通過交通との立体的な交差が計画的に行われ、その後の急速な

自動車社会の到来後も公園内の通行を自転車以外には開放しなかったため、馬車・騎乗者向

けの園路は実質的に自転車路に機能を替え、そのまま生かすことができた。（Fig.8）このた

め、セントラル・パークのウォーカビリティは公園管理や治安の面を除いては脅かされるこ

とがなかった。 

Fig. 4 The Mall Fig. 5 Bethesda Terrace and Fountain 

Fig. 6 Olmsted and Vaux Way 

（アーケード上部） Fig. 7 アーケード 

Fig. 8 セントラル・パークの大園路 
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3. 一般街路の歩行者空間化 

一方でセントラル・パークを除いた街路は全て平面交差のグリッド状のパターンであり、

自動車と歩行者の交錯は長年の課題となってきた。ロウアー・マンハッタンの象徴の一つで

あるタイムズスクエアは格子状の街路と斜めに走るブロードウェイの交わる部分だが、近

隣の企業による BID の取組（Times Square Alliance）によって 2008 年以降、広場空間の再

整備を進めるとともにニューヨーク市当局と協力しブロードウェイを自動車に対して閉鎖

する等の再整備が進められている。（Fig.9） 

 

4. ハイライン 

High Line はマンハッタンの西側（ウェストサイド）、Gansevoort St. から 西 34 丁目ま

での約 2.3 ㎞の高架の鉄軌道跡に整備されたニューヨーク市の都市公園である（Figs. 10, 

11）。20 世紀のニューヨーク市の物流を支えたこの線路は、廃線後約 20 年間放置されて撤

去されようとしていたが、1999 年に二人の近隣住民が保存と公開の緑地として再整備する

ための運動を始め、その後周辺利権者を巻き込むことで緑地としての再整備が行われた。こ

の緑地の計画と整備の歴史からは、川に囲まれた大都市ニューヨークの交通・輸送手段が舟

運から鉄道・自動車交通へと置き換わっていく中での交通の葛藤が理解できる。また、平面

格子状の街路の中で高架によって連続した歩行空間はニューヨーク西側に新たな魅力を作

り出し、周辺の不動産市場や都市開発の趨勢にも大きな影響を与えることとなった。 

 

5. 高架鉄道から歩行者のための公園へ 

1840 年代のニューヨーク市では、都市人口の生活や経済を支えるために必要な物資をハ

ドソン川の水運で運び、これをウェストサイドで陸揚げし、路面電車に載せ、この地域に集

積した食品工場や倉庫へと運んでいた。この頃ニューヨーク市においては製造業が交流し、

人口や物流が急速に増加し、1850 年代には路面貨物列車と歩行者らの衝突事故が多発し一

体が“Death Avenue”と呼ばれるほどになった。 

Fig. 9 ブロードウェイ（タイム

ズスクエア） 
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このような交通過多の問題を解決するため、

またより効率的な物流を実現するため、1929 年

よりニューヨーク州中央鉄道の主導により 105

の路面交差を撤去する大規模なプロジェクトが

行われ、この一環として高架の貨車軌道「ハイ

ライン」が建設された。1934 年に高架の貨物軌

道ハイラインが西 34 丁目からセントジョンズ

パーク駅までが結ばれると、線路沿いの工場や

倉庫は 2 階に停車場を設け、食肉や牛乳その他

の製品を運び、「ニューヨークのライフライン」

と呼ばれるほど活発に利用された。 

1960 年代に衰退すると海外からの輸入等に

よりニューヨークの製造業と経済は急速に衰退

する。さらに自動車の急速な普及と全国を結ぶ

高速道路の整備により、水運と貨物鉄道による

物流は衰退し、ハイラインの運行は休止に至っ

た(Fig. 12)。1960 年代のうちにハイラインの最も南の 9 街区分が取り壊され、さらに 5 街

区の高架構造が 1990 年代に撤去された。 

1999 年にハイラインの所有者であった CSX トランスポーテーション（全国の貨物運行会

社）が残された構造の利用方法についてのアイデアコンペを開催し、これに刺激を受けた

Joshua David, Robert Hammond という二人の近隣住民が Friends of the High Line という

NPO 組織を立ち上げ、またニューヨーク市と連携することによって保存に向けての機運を

高めた。2005 年に CSX がハイラインをニューヨーク市に寄付することを決定し、2009 年

に最初の区間(Gansevoort 通りから 20 丁目)が一般公開された 2011 年には第 2 区間（20 丁

目から 30 丁目）、2014 年に操車場区間（30 丁目から 34 丁目）、2019 年に歴史的な軌道区

Fig. 10 ハ イ ラ イン の 全体 図
（Friends of the High Line が無料配
布する公式案内図より） 

Fig. 11 

ハイライン橋脚部の

案内図と別所氏 

Fig. 12 ハイライン北端（34 丁目）に設置された現地

案内板 



29 

間としては最後となる分岐部(The Spur)が開園した。この間に沿線地区（特に食品産業が集

積していたことから Meat-packing District や Hell’s Kitchen などと呼ばれていた）は住居・

商業の混合地区へと遷移したが、ハイラインの軌道が産業地区としての歴史を伝えている

3)。 

2022 年 9 月の調査時点では Spur から東側の鉄道駅 Penn Station 新規区間（歴史的な鉄

道跡地ではない）が建設中であった（Fig. 13）。これはハイラインをニューヨークの主要な

鉄道駅であるペン駅とその拡張部となるモイニハン・トレインホールへ接続する「モイニハ

ン・コネクター」と呼ばれる区間であり、垂直に交わる二つの橋梁が新たに建設されて 2023

年 6 月に開通した。 

 ニューヨークの格子状の街路は市内のわかりやすい地理座標として体系的な交通シス

テムを支えているものの、歩行者と自動車交通の平面交差が非常に多くウォーカビリティ

の観点からは大きな問題となっている。ハイラインは、高架鉄道跡を利用することでハドソ

ン川沿いに自動車交通から解放された歩行空間を作りだしたとともに、新たにペン駅のあ

るミッドタウンへも接続することでニューヨーク市に歩行者のための「軸」を作りだしてい

る。 

 

6. 緑地のデザイン 

2022 年 9 月 9 日の午前中に現地調査を行い、この事業にかかわった現地の設計事務所

Field Operations のディレクター、別所力氏にご案内をいただいた。 

貨物鉄道が走行していた軌道を利用していることから現在の建物の 2〜3 階部分の高さで

歩行しやすい線形となっている。線路の跡に連続したプレキャストコンクリートの舗装路

を設け、植栽空間の中に連続した線形の緑道が作られている。 

廃線後放置されていた当時自然に生じた雑草や実生の樹木等による植生を生かした植栽

が為されているが、箇所によって植栽と舗装のバランスを変化させ、また様々なところにレ

ールの遺構や鉄道をモチーフとしたデザインが配されるなど単調にならない仕掛けが施さ

れている(Fig. 14)。 

Fig. 13 工事中のモイニハ

ン・コネクター部を示す案

内板 
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7. 周辺の建物との関係 

貨車が運行されていた当時に周辺の倉庫や工場等の上階に停車場が作られて直結してい

たため、現在も隣接する建物の中をハイラインが通り抜けている形状の箇所がいくつもあ

る(Fig. 15)。これらの建物の多くは結節部からハイラインにアクセスできるようになってい

るほか、建物内のエレベータ等を使って一般の利用者がハイラインへアクセスすることや

トイレの利用といった協力の取り決めがなされている。さらに、ハイラインの緑道が整備さ

れた後には隣接する民有地側にハイライン側を向けてテラスや庭園、アートの展示スペー

スなどが設置される例が増えた。設計を担当した Diller, Scofidio+Renfro（事務所）のウェ

ブサイトによれば 4)、ニューヨーク市が 1 億 1500 万ドルを投資してハイラインを整備した

ことにより、周辺に 50 億ドルの都市開発投資が行われ、また 12000 の雇用が生まれたと試

算されている。 当初は近隣住民に向けた一つの取組としてハイラインの整備が行われたが、

2019 年には 800 万人が訪れ、世界中の多くの都市において時代遅れの都市インフラを公園

に転換することが企図されるきっかけとなっている(Fig.16)。 

Fig. 14 ハイライン 20 丁目付近

（北から南方向を望む） 

Fig. 15ハイライン 14丁目付近 Fig. 16ハイライン 26丁目付

近。南から北方面を望む 
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2-2 ヨーロッパ 

2-2-1 ウィーン 

柴山多佳児・村上暁信 

1. スーパーブロック（Supergrätzl） 

 オーストリアのウィーンでは、ウォーカビリティ向上に向けた様々な社会実装が行われ

ている。スーパーブロックは現地では Supergrätzl と呼ばれるが、Grätzl とはウィーン方言

の一般名詞であり、主に居住地区としての性格の強い街区のまとまりを指す単語である。正

式な行政区域ではなく経験則的な単位であるが、市が一部地域で設置するエリアマネジメン

トの単位となるなど行政でも用いられる。 

 Supergrätzl は、ウィーン市、ウィーン工科大学のほか、プロジェクトの中心となる建築・

都市設計事務所 LAUT – Landschaftsarchitektur und urbane Transformation OG と、国の

研究機関などから構成されるコンソーシアムで実施されており、オーストリア政府の技術基

金 FFG から資金供与を受ける研究・技術開発プロジェクト TuneOurBlock - Transforming 

urban quarters to human scale environments: applying superblock concepts for different 

urban structures として行われている。2022 年 6 月から 9 月までの社会実験として実施さ

れ、その後も継続されている。現地調査は、2022 年 8 月に LAUT の Georg Wieser 氏の案

内のもとで行った。 

 スーパーブロックは後述するバルセロナを発祥とする街区の交通静穏化とウォーカビリ

ティ向上、さらに街路の多様な利用を促すことを狙った施策である。その要となる点はいく

つかあるが、要点となるのは以下の点である。 

• 街区内は一方通行のみとし、さらに一方通行の街路を組み合わせることによって、

一度街区に入った自動車は街区の同じ側からのみ退出できる。 

• 交差点には対角線フィルタ（Diagonal Filter）と呼ばれる工作物を設置して、自動

車は特定の右左折の組み合わせのみ可能となるようにする。歩行者と自転車はこの

フィルタを通過することが可能であり、街区内を自在に通行できる。 

• 街区の外周部には主要な交通路となる道路を配置し、通過交通は基本的に外周部の

街路に集約する。 

 Supergrätzl 全体は社会実験であり、ウィーン市中心部からみて南に位置する第 10 区の街

区で実施されている。スーパーブロックは 3x3 ブロックを基本とするが、当該の街区は 5x3

の変則的な形である（Fig. 1）。もともと 30km/h の速度制限がある一方通行からなる街区で

あったが、社会実験にあたって一部街路の通行方向を変更し、さらに学校前の１ブロックは

歩行者ゾーン化した。街区全体には約 3500 名の住民がおり、移民も多い。ウィーン市によ

る配布用の案内資料も、公用語のドイツ語のほかにトルコ語やセルボクロアチア語、英語も

併記されているほか、Wieser 氏によれば市民参加にあたって移民との対話を非常に重視し
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ており、トルコ語を堪能に話すスタッフをプロジェクトチームに加えているとのことであっ

た。 

 街区全体はタクティカルアーバニズム的な手法による仮設工作物と路面標示から構成さ

れている。調査では、初めに Wieser 氏から街区中心の小学校前に設置された臨時の歩行者

エリアに設置された案内板を用いつつ街区の全体像を解説を受けた（Fig. 2）。同所では、市

民参加のイベントの際に路面に使うことができるよう、路面に臨時のペイントを施し街区

の地図を描き（Fig. 2 奥側）、そこに街路を表すマットを敷いたり、街路樹を模した積み木

のようなオブジェクトを並べたりしつつ、住民が実際に手を動かしつつアイディアを出し

合う形式の市民参加が可能となるよう工夫されている（Fig. 3）。こうした市民参加用のツー

ルは Wieser 氏らのプロジェクトチームによる手作りとのことであった。 

 

Fig. 1 Supergrätzl 全体像（ウィーン市資料を筆者翻訳） 

 

Fig. 2 説明する Wieser 氏 
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Fig. 3 市民参加のための木製のおもちゃを説明する Wieser 氏 

 調査では、つづいて実際に街区を見て回った。Fig. 4 のように対角線フィルタが設置され

ており、社会実験として、写真ではやや判りずらいが中央に１本のボラードが設置されたほ

か、路面のピンク色のペイントにより疑似的に歩道をせり出して対角線フィルタを実装して

いる。一方通行の道路同士の交差点の対角線方向に「仕切り」を設けることで、写真左奥か

ら左手前の右折と、写真右手前から右奥の右折のみが可能となる仕掛けである。しかし中央

の 1 本のボラードではこれを迂回して逆走しながら直進してしまう車が見られるなど、課題

も多いようであった。ピンク色三角形の路面標示の中のマルのところにボラードを追加す

ることをすでに見込んでおり、調査後に続けられた社会実験第２弾では実際にボラードを

設置することでこうした課題を抑制している。 

 実際に観察しても直進してしまう車は戸惑いつつも直進するケースが多く、一部に運転者

の慣れなさの影響が大きいと思われる。さらに、Wieser 氏によれば、こうした課題の一因

として考えられるのはカーナビゲーションシステムへの新たな交通ルールの「時間差」であ

るとのことで、Google Map や TomTom など広く用いられるナビゲーションシステムの更

新を待っているとのことであった。 

 

Fig. 4 モーダルフィルタの例 
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 街区内には空き店舗を利用したプロジェクトチームの倉庫を兼ねた市民参加のためのス

ペースが用意されている（Fig. 5）。また街区周縁部からの入り口には路面に大きな円形の表

示を施し、他とは交通ルールが異なるエリアであることを視覚的に示している（Fig. 6）。 

 

 

Fig. 5 空き店舗を利用した倉庫兼市民参加イベントスペース 

 

Fig. 6 街区入り口には路面標示が明示的に実施されている。 

 

2. ウィーン工科大学の訪問 

 ウィーン滞在中には IATSS 海外会員である Günter Emberger ウィーン工科大学交通研究

所教授との面会を行ったほか、Embeger 教授の博士課程学生であり研究所のアシスタント

である Daun Yun さんも同席し、意見交換を行った（Fig. 7）。 
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Fig. 7 ウィーン工科大学訪問時の様子 

 

3. マリアヒルファー通り 

 マリアヒルファー通りはウィーン市中心部から西方に伸びる通りであり、中心部側の起

点である Museumsquartier（ミュージアムクオーター）からウィーン西駅までの 1.2km の

区間は目抜き通りとして多くの商店が並ぶ区間である。観光客が多い旧市街の目抜き通り

とは対照的に、地元住民が買い物に出かける通りとしての性格が強いのが特徴である。約

350 の店舗があり、商店街としてはオーストリアで最も売上額が多い。 

 もともとは路面電車の通る通りであったが、地下鉄開業に伴い 1993 年には廃止されてお

り、片側２車線の道路の両側に駐車帯と歩道が設置された構造を基本とし、地下鉄駅出入口

が歩道上に設置されていた。2010 年にマリアヒルファー通りを歩行者天国化・シェアード

スペース化する方針が決定され、2013-14 年にかけて基本設計が行われた。社会実験が行わ

れたが、賛成・反対論が 4000 を超えるメディアの記事が掲載されるなど活発な議論となり、

その後、道路に面するウィーン市第 6 区、7 区の住民を対象とした住民投票で 53%の賛成

となった。こうした経緯を経て 2014 年 5 月から 2015 年 7 月にかけて街路構造の変更工事

が行われた。市民参加なども含めた総費用は約 2500 万ユーロ（約 30 億円）にも上る。 

 通りの中心部よりと西駅寄りはシェアードスペースとされ、自動車の走行も可能である。

中心部は歩行者専用とされているが、自転車の通行は可能である（Fig. 8）。 
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Fig. 8 マリアヒルファー通り全体像（ウィーン市資料）  

 

Fig. 9 マリアヒルファー通り シェアードスペース 

 

Fig. 10 マリアヒルファー通り全体像 歩行者専用ゾーン 



38 

 

Fig. 11 マリアヒルファー通りの景観 

 

シェアードスペースの交通量は多く、途切れること無く自動車が通行している。しかし障

害物が置かれているため蛇行する必要もあることから、自動車の通過スピードは遅い（Fig. 

8）。歩いていると突然後ろから自動車が来て、すぐ真横を通り過ぎていくので驚くことも多

い。また歩行者専用のゾーンも確保されており、安全に歩き回ることができる(Fig. 10)。し

かし歩行者専用ゾーンも歩行空間としての整備がなされているわけではなく、快適な滞在空

間が整備されているとまでは言えない(Fig. 11)。 
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2-2-2 パリ 

村上暁信 

 

フランス・パリ市は，近年，環境対策とともに都市の魅力向上に関する取り組みを積極的

に展開してきている。例えばセーヌ河岸の高速レーンは廃止され，通年開放される遊歩道に

姿を変えた。環境対策と都市の魅力向上の双方に資する取り組みとして，都心の道路空間の

再編による自転車通行レーンの拡張・拡大整備がある。パリ市では自動車通行レーンの整備

が迅速かつ大規模に行われており，自転車を優先する交通ネットワークへの転換が図られ

ていると言える。さらに，このような自転車通行レーンの充実，ネットワーク化と連携して

進められているのが，ラウンドアバウトの自動車通行帯の削減と歩行者のための整備であ

る。パリ市では｢広場を改革しよう！｣(Réinventons nos places!) というスローガンを掲げて，

主要な 7 つの広場(バスティーユ広場(Place de la Bastille)，ナシオン広場(Place de la 

Nation)，ガンベッタ広場(Place Gambetta)，イタリー広場(Place d‘Italie)，マドレーヌ広場

(Place de la Madeleine)，パンテオン広場(Place du Panthéon))，フェット広場(Place des 

Fêtes) の再整備が進められた。広場整備を進めるに当たって，市民参加を積極的に取り入

れたプロセスづくりが行われた。市民の意見を収集する専用のデジタルプラットフォーム

を活用しつつ，公開ミーティングやワークショップを通じて，住民との対話や，歩行者，サ

イクリスト，障害者団体，ジェンダー団体らの各種団体との対話を進めた。これらを通じて

7 つの広場に対して，数多くの市民の意見が参照され，採り入れられた。このプロセスを通

じて，より多くの緑，より多くの歩行者のための空間，利便性と安全性の向上，騒音の減少

などが目指されることになった。そして実装にあたっては，建築家やランドスケープ・アー

キテクト，社会学の技術者などからなる専門家集団に業務を委託し，市民との協働による広

場整備が進められた。専門家らは，地元の市民や各種団体にインタビューを実施し，デザイ

ンワークショップを数多く開催し，広場の設計だけでなく，ファニチャーデザインなどにつ

いてもワークショップを実施して整備を進めた。プロセスの途中では市役所のホームペー

ジで情報が公開され，整備の方向性について広く情報発信が行われた。 

最終的に 25,000 ㎡の道路が歩行者専用空間，または自転車通行ゾーンに転換された。そ

のうち 15,000 ㎡は緑の空間となり，150 本の樹木が新たに植えられた。 

7 つの広場の一つであるバスティーユ広場は，パリの 4 区，11 区，12 区の 3 つの区に跨

っており，広場の周辺地域は単に「バスティーユ」とも呼ばれている。もともとはバスティ

ーユ牢獄があった場所である。しかしフランス革命の発端ともいえるバスティーユ襲撃事

件（1789 年 7 月 14 日）が発生し，解体されたため，牢獄は残っていない。現在は広場中央

に 1830 年の 7 月革命を記念するオブジェが建てられ，近くには地下鉄のバスティーユ駅，

同広場南側にはアルスナル港がある。広場の北東部ロケット地区界隈はバーやカフェなど

が立ち並ぶ繁華街で，夜遅くまで賑わっている。バスティーユ広場は広場を自動車道路が取

り囲む，ラウンドアバウトになっていた。今般の広場再整備においては，ラウンドアバウト
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の構造のうち，南側の道路が廃止された。そして既存の歩行者空間と連結されて，11,000 ㎡

余りの大きな半島状の公共広場が整備された。整備によって自動車用スペースは 40%が節

減され，階段エリアを含む歩行者専用スペースは 6,620m2 が新たに生み出され，直線距離 

にして 350m の双方向自転車専用道が生み出された。北側の緑道(リチャード・レノア通り) 

と南側のアーセナル港が連結されて，自動車道を横断することなく港から記念碑まで歩け

るようになった。このような歩行環境の改善とともに，緑豊かな広場を整備することが目指

された。広場には多くの緑陰が生まれ，快適な休憩の場が設けられた。リラクゼーションや

読書をする人も多く，遊びやスポーツの場としての利用も促進されている。 

 

Fig. 1 かつてのバスティーユ広場 （ラウンドアバウト型） 

（© Léon et Lévy/Roger-Viollet，image source: パリ市役所 HP，

https://www.paris.fr/pages/reinventons-nos-places-2540/） 

 

Fig. 2 現在のバスティーユ広場 

（©Ville de Paris，image source: パリ市役所 HP，

https://www.paris.fr/pages/reinventons-nos-places-2540/） 
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Fig. 3 現在のバスティーユ広場 

広場周辺には自転車専用レーンが整備されている。 

 

  

Fig. 4 現在のバスティーユ広場 

自転車専用レーンはパリの主要施設や観光スポットとネットワーク化されて整備されて

いる。 
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Fig. 5 現在のバスティーユ広場 

周辺にはシェアサイクルのスポットが設けられている。 

 

 

Fig. 6 現在のバスティーユ広場 

周辺のレストランなどと一体的な整備がなされている。 
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Fig. 7 現在のバスティーユ広場 

人が安心して歩ける空間が整備されている。 

 

 

Fig. 8 自転車専用レーン 

自転車専用レーンは両方向のものとしても整備されている。 

 

   
Fig. 9 自動車通行可能スペースの削減による緑化空間の創出 
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Fig. 10 現在のエトワール広場（凱旋門） 

ラウンドアバウト型であり人は地上を横断して凱旋門に行くことはできない。 

 

 

6-t 社訪問 

 6-t 社を訪問してフランスにおけるウォーカブルなまちづくり，自転車用レーンの整備な

どについてヒアリング，および今後の都市政策について意見交換を行った。6-t 社は現在パ

リとジュネーブに本拠を置く都市計画・交通のコンサルタント会社であり，EPFL（スイス

連邦工科大学ローザンヌ校）からのスピンオフ企業である。コンサルティング業務を実施す

るのと同時に研究活動も積極的に実施しており，社会人博士も多く籍を置いている。同社の

クライアントは，パリ市，ジュネーブ市，UBER, Caisse des Depoits, EDF など多岐にわた

っている。同社の Julie Chrétien 氏に同社の取り組みや，パリ市の歩行者・自転車戦略，15-

minute city の解説を行ってもらった。 

 
Fig 11. 6-t 
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パリ市長が”The 15-minute city”（15 分都市）を掲げて以降，この言葉は世界的に注目を

集めている。15-minute city というコンセプトは，自宅を基準としてそこから徒歩か自転車，

または公共交通機関で行ける範囲に，生活上必要な施設が存在していることを意味する。パ

リだけでなく，世界各国の都市で実践が模索されている。パリ市長のアンヌ・イダルゴは，

先進的な都市政策として，15-minute city の推進を訴えたが，この言葉自体は 2016 年にス

マート・シティを研究するソルボンヌ大学のカルロス・モレノ教授によって提唱されたもの

である。その内容は，モレノ教授が提案した「セグメント（区分）化した都市」のアイデア

に基づいている。セグメント化した都市は，パリの主要道路を自動車の往来なしに発展させ

ることを目指して提案されたものである。そこでは，自動車渋滞がひどい交差点を歩行者専

用の空間に変えることや，学校の隣に通学路を設けることなどが含まれている。イダルゴ市

長は，この提案が実現すれば，さらに，駐車場スペースが花壇や菜園，運動広場などに替わ

るとして，「人に優しい都市」の実現を約束している。 

これまでの都市デザインの展開の中での位置づけを考えると，15-minute city の特徴は

「自宅」が都市デザインの中心的な要素として提示されていることにある。以前から「身近

な住環境の充実」が唱われながらも，ヒトとモノが高密に集まる都市の存在から議論が出発

することが暗黙の了解であった。しかし 15-minute city では明確に，自宅を中心に都市のあ

り方を考えている。この考え方は，提示された当初も多くの関心を集めたが，Covid-19 の

感染拡大による都市生活の大きな変化が 15-minute city の展開を後押ししたと言える。

Covid-19 の感染拡大以前は，テレワークという働き方が一定程度の実践者がいたものの本

格的な普及には至らなかった。しかし Covid-19 により，自宅で仕事をするライフスタイル

が定着し，それによって自宅を中心に都市デザインを考える土台が強化されたのである。 

 

 

Fig. 12 15-minute city のコンセプト (Image source: Paris en Commun) 
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図に示すように，15-minute city は都市の空間的な関係性の中心に「自宅」を据えるもの

である。中心には据えるが，重要なことは，全ての社会施設，文化施設や全ての都市生活上

のニーズを 15 分で手の届く範囲内に配置する訳では無いということである。社会的・経済

的関係を育み維持する地域社会とそれを支える空間は，豊かである必要はないが，安全で歩

きやすく，住宅と商業施設の双方が健全である必要がある，ということを目指しているので

ある。 

これまでは大都市に人と就業場所の集積がみられたが，デジタル化の助けを得て，テレワ

ークや小規模な就業場所が大都市から分散してバランスが取られるようになると言える。

このような就業場所の分散化は，大都市の価値を減らすのではなく，「セグメント（区分）

化した都市」の実現に向かい，結果的には大都市を救うことにもなると期待できる。 
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2-2-3 バルセロナ 

柴山多佳児 

1. はじめに 

 バルセロナは、スペイン北東部に位置するカタルーニャ州の州都であり、地中海に面した

港湾都市である。バルセロナの市街は「バリロ・ゴシック」と呼ばれる細街路が入り組む旧

市街と、その外側に 19 世紀末以降に整備された規格化された街路と街区から成る格子状の

新市街から成る。この格子状の市街は、ウィーンの項で触れた「スーパーブロック」のコン

セプトを確立して社会実装した街区として知られる。実際、スーパーブロックの実装が行わ

れているのみならず、それを拡張した「グリーン・アクシス（軸）」「モビリティー・アクシ

ス（軸）」と呼ばれるスーパーブロックをまたがる軸となる回廊の社会実装へと継続されて

いる。 

 バルセロナにおける現地調査では、まず初日に現地の専門家の案内のもとで、バルセロナ

のスーパーブロックの現在までの実装について市内各所を視察した。２日目には類似のタ

クティカルアーバニズム的手法で歩行者ゾーン化されているサグラダファミリア周辺と、旧

市街であるバリロ・ゴシック内の街区を視察した。スーパーブロックおよびそれに関連する

エリアの視察は、バルセロナに本拠を置く都市計画事務所である Mcrit の専門コンサルタ

ントである Harold Del Castillo 氏の案内によった。 

ブリーフィングによる解説 

 視察初日の冒頭には Del Castillo 氏によるブリーフィングを受け、スーパーブロックから

回廊軸への変遷などについて説明を受けたのち、視察へと出発した。ブリーフィング内容の

概略は以下の通りである。 

 バルセロナ市内はいくつかの地区に分けられるが、スーパーブロックや回廊軸との関連

で重要なのはアイシャンプラ（Eixample）地区、ポブレ・ノウ（Poble Nou）地区、そして

サン・マルティ（Sant Marti）地区である（Fig. 1）。これらはあくまでエリアの名称であり、

Del Castillo 氏によれば「区」に相当する行政単位があるわけではない。 
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Fig. 1  バルセロナ市内の地区（Harold Del Castillo 氏提供資料による） 

 バルセロナの当初の施策は、アイシャンプラ、ポブレ・ノウ、サン・マルティ地区にスー

パーブロックを導入することであったが、近年になってその計画をアップグレードした。そ

の要となるのは、それぞれ「グリーン・アクシス」「モビリティー・アクシス」とよばれる

軸線である。グリーン・アクシスは、駐車場への出入りなど避けて通ることのできない沿道

の施設へのアクセスを除き、原則として自動車による通り抜けを不可とし、中央に幅 5m の

車両走行空間を配置する。これは沿道の施設に出入りする車両を除くと、基本的に自転車が

通行することが想定されている。その両側には 7.3〜7.5m 幅の歩行者通行帯や街路樹、植

栽などが配置される（Fig. 2）。海岸方向とそれに垂直な方向にそれぞれ 3〜5 ブロック置き

に設定され（Fig. 3）、徒歩交通や、市内を横断・縦断する距離の長い自転車交通が主に用い

る軸となる。 

 

Fig. 2 グリーン・アクシスの標準的断面（Harold Del Castillo 氏提供資料による） 
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Fig. 3 グリーン・アクシスのネットワークコンセプト（Harold Del Castillo 氏提供資料によ

る） 

 

 グリーン・アクシスに対して、モビリティ・アクシスは自動車やバスなどの車両通行を念

頭に置いた道路空間である。バルセロナの新市街の街路は規格化されており、基本的に両側

の歩道の間に３〜４車線分のスペースが確保されて、同じ方向への一方通行とされている。

うち１車線分は従来は路上駐車帯として使われていたケースも多い。モビリティ・アクシス

では、従前からの一歩通行を基本としながら、１車線を公共交通専用レーンに、２車線を乗

用車に、1 車線分を自転車専用レーンとして配分する（Fig. 4）。両端の歩道部分は 3m 程度

の幅となる。これによって、公共交通機関、自動車、自転車の主要通行経路となるよう企図

されている。 

 これまで積み上げたスーパーブロックを活かしつつ、海岸方向とそれに垂直な方向に２〜

３ブロックおきに配置される。ちょうど、スーパーブロックの外周の役割と担っていた街路

におおむね対応する（Fig. 5）。 
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Fig. 4 モビリティ・アクシスの標準断面（Harold Del Castillo 氏提供資料による） 

 

Fig. 5 ポブレ・ノウ地区のモビリティー・アクシスの計画（Harold Del Castillo 氏提供資料

による） 

  

また、「グリーン・アクシス」「モビリティ・アクシス」のいずれにも指定されない街路は、

自動車の通行のほか、駐車帯も設けられる。 

 

2. Consell de Cent 通り「グリーン・アクシス」予定地 

 初めに視察したのはアイシャンプラ地区の Consell de Cent 通りと周辺の街路であり、

Consell de Cent 通りは「グリーン・アクシス」として 2022 年末までの街路空間変更が予定
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されている。直交する通りでは、COVID-19 パンデミック下でタクティカルアーバニズム

的に市が設置した仮設工作物によって自動車用の車線を減らし、事前に街路内での歩行空間

を拡げた事例があるため、併せて視察した。このタクティカルアーバニズム的施策は、

COVID-19 のパンデミック下で、市民の外出の制限がかかる中で、ソーシャルディスタン

スを確保しつつ、市民の住居の外での「居場所」を確保するのが主な狙いとのことである。

従前には３車線分あった自動車通行スペースを１車線にまで絞り、自転車レーンと、市民が

滞留可能なエリアが設定されている。実際に市民が仮設ベンチに腰掛けたり、ペットの散歩

に利用している姿が見られた（Fig. 6）。 

 

 

Fig. 6 仮設工作物による車線減少、自転車レーン設定と歩行空間拡張の例 

  

Consell de Cent 通りも調査時点では同様に仮設の工作物や路面標示によって歩行者空間

を拡張したのみであるが、街路構造を根本的に変更することが計画されていた（Fig. 7）。 
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Fig. 7 Consell de Cent 通りの現況と「グリーン・アクシス」化後の完成予想図（Harold del 

Castell 氏提供） 

 

3. サン・アントニ地区のスーパーブロック 

 続いて、仮設工作物で社会実装がなされたスーパーブロックの街区内部を視察した。新市

街の街路が規格化されていることは上述したが、交差点では街区が「面取り」されており、

ほぼ正八角形の広場上の空間になっている。ウィーンの項で触れたようにスーパーブロック

内部の街区は一方通行を前提に右折のみまたは左折のみの組み合わせとするが、バルセロ

ナのスーパーブロックではこの空間構造を使用して、八角形の縁寄りに車道を設けて、中央

部を広場として滞留のための空間としていることが特徴的である。Fig. 8 は交差点ほぼ中央

から広角で撮影したものであるが、写真右奥から右手前方向と、写真左側から左奥方向への

自動車通行経路が設定されており、交差点中央部は広場となっている様子である。 
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Fig. 8 サン・アントニ地区スーパーブロックの内部の交差点 

 

4. ポブレ・ノウ地区のグリーン・アクシスとスーパーブロック 

 引き続いて、ポブレ・ノウ地区に場所を移し、すでに施工済みであったグリーン・アクシ

スやスーパーブロックを調査した。ポブレ・ノウ地区は都市化ののちは町工場などが並ぶ下

町であったが、この点はウィーンのスーパーブロック導入エリアと共通する。また、バルセ

ロナで最初のスーパーブロックが実装されたエリアでもある。 

 初めに最初期のスーパーブロックと、その延長にあたるグリーン・アクシスを視察した。

上述の仮設工作物の場合とは異なり植栽が整備されているほか、右左折専用の通行帯は路

面標示ではなく、舗装材を変えることで示されている（Fig. 9）。またグリーン・アクシス（Fig. 

10）も同様に歩行者専用のエリアと車両通行可能なエリアを舗装材を変えることで示して

いる。炎天下の日中となりあいにく歩行者は少なかった。 
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Fig. 9 初期に施工されたスーパーブロック 

 

 

Fig. 10 ポブレ・ノウ地区のグリーン・アクシス 

 

 また近隣には仮設工作物によるグリーン・アクシス予定地もあり、路面標示を陸上競技用

のトラック風にするなど工夫が見られる（Fig. 11）。 
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Fig. 11 陸上競技用トラックに似せた路面標示の例 

 

5. グロリエ広場、エル・クロット地区とメリディアナ通り 

 ポブレ・ノウ地区の北側に位置するこれらの地区を視察した。グロリエ広場には、1992 年

のバルセロナオリンピックに向けた都市インフラの改造にあたって建設された高架橋の巨

大なラウンドアバウトがあったが、これを撤去して平面にするとともに、南西〜北東軸の幹

線道路であるグランビアを通過する交通に対しては、広場地下を貫通するトンネルに通過交

通を移設して、広場平面の大部分を歩行者空間や自転車インフラとする大掛かりな工事が

行われていた。 

 

Fig. 12 グロリエ広場改良工事 

  

またグロリエ広場から北方に延びるメリディアナ通りは、もともと片側４車線程度の交

通量の多い通りであったが、グロリエ広場寄りは、車線数を減じて、中央に自転車専用レー
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ンを設置し、車道とは街路樹や植栽で仕切る改良がなされている（Fig. 13）。もっとも通り

全体についてこのような改良がおこなわれたわけではなく、郊外よりでは Fig. 14 のような

旧断面のままとなっている。 

 中心部寄りの写真（Fig. 13）が示すように、幹線道路でさえ道路容量を減らすべく車線数

を絞り、歩行者や自転車のための空間に割りあてていることはやや驚きですらあるが、スー

パーブロックやグリーン・アクシスによる徒歩・自転車交通の促進、さらにモビリティ・ア

クシスと公共交通との組み合わせによって、自動車交通の削減と都市空間のクオリティ向上

にバルセロナ市がいかに本気で取り組んでいるかを示す好例と言えよう。 

 なお、こののちにポブレ・ノウ地区のもう一つの施工済みグリーン・アクシスの視察を行

うべく現場へ向かったが、急な激しい雷雨に見舞われたため、視察行程の最後の部分は中止

せざるを得なかった。 

 

 

Fig. 13 メリディアナ通りの断面 

 

Fig. 14 メリディアナ通りの郊外よりの断面 
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6. サグラダファミリア 

 サグラダファミリアはアントニオ・ガウディの教会建築として知られ、言わずと知れたバ

ルセロナのみならずスペインを代表する観光地であり、2019 年には 470 万人の来訪者を数

えた。教会としては新しく、1880 年代の着工であり、アイシャンプラ地区に位置している。

上述のアイシャンプラ地区の他のエリアと同様の街区であるが、サグラダファミリアの敷地

で１つの街区となっており、交差点部は八角形である。 

 敷地に面する４街区のうち、北西側と北東側がタクティカルアーバニズム的に仮設の工

作物で歩行者天国化されている（Fig. 15）。北西側は地下鉄駅のある側で、北東側は観光客

が主にサグラダファミリア出入りする出入口が面する。これら仮設工作物による歩行者天国

化は、スーパーブロックの施策などとは異なり、一日平均 1 万人を超える多数の観光客を抱

えるサグラダファミリア周辺の環境改善を狙ったものとみられる。 

 

 

Fig. 15 サグラダファミリア周辺の仮設工作物による歩行者天国化 

 

7. バリロ・ゴチック（旧市街） 

 バリロ・ゴチック地区はバルセロナの旧市街にあたり、細街路が多いが、北西から南東方

向に延びるラ・ランブラス通りが目抜き通り、その北東側のポルタ・デ・アンゲル通りがそ

れに準じる目抜き通りなっている。特に後者はカタルーニャ広場から大聖堂を経て市庁舎が

面するサン・ジャウマ広場に向かう動線を構築している。 

 もともと石畳などで美観を保つよう整備されている地区であるが、自動車の侵入をさら

に抑制するべく、上述のスーパーブロックやサグラダファミリア周辺と同じ大型の植栽によ

る仮設工作物で自動車流入を大幅に抑制している（Fig. 16）。写真をよく見るとわかるよう
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に、完全に自動車通行を禁止してはおらず、ホテルなどに出入りする車や清掃車などが低速

で通行しているのを見かけた。低速かつ歩行者中心の空間という意味では、実質的にはウィ

ーンのシェアードスペースに非常に近いが、制度ではなく仮設工作物による車道の設計に

よってあくまで自動車の流入を調整しているところに特色がある。 

 

Fig. 16 Avda. del Portal de l'Àngel 入り口付近の仮設工作物 

 

 南東側、市庁舎に面したサン・ジャウ広場では、本来は北東〜南西方向の街路が貫通する

広場であるが、前後の街路も含めて自動車の流入を調整して歩行者空間を拡大している。南

東側の街路から広場までは自動車の侵入が可能となってはいるが、広場を通り抜けることは

できず折り返して同じ道に戻ることが必須である。展開場所はカラーコーンで仕切られて

いるのみであり（Fig. 17）、極めて簡易的なつくりである。これもまたシェアードスペース

的な街路設計の例であり、広場空間のウォーカビリティを通過交通を排除することによっ

て捻出した空間で大幅に高めている一例といえる。 
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Fig. 17 サン・ジャウマ広場の仮設工作物 
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2-3 日本 

2-3-1 出雲市 

田島夏与 

2020 年 9 月 16 日に出雲大社へ向かう参道「神門通り」のシェアド・スペース（歩車共存

道）化についての実地視察を行った。シェアド・スペースとは、縁石、柵、段差などの歩行

者と自動車を分離する構造をやめ、あえて両者を同じ空間に共存させることで、双方の安全

意識を高め、注意を促すという考え方に基づく道路空間である。 

 

1. 神門通りの歴史的経緯 

「神門通り」は、1912年（明治45年）に開業した国鉄大社駅から出雲大社勢溜までを最短

距離で結ぶ「直線道路」として、第19代島根県知事高岡直吉知事の提唱により整備され、宇

迦橋とともに1914年（大正3年）に完成した。1915年（大正4年）には、事業家小林徳一郎

により、宇迦橋北詰の大烏居と松並木が寄進され、現在の神門通りの景観が形成された。計

画された道路の幅は六間（約10.8m) と、国道でさえ四間（約7.2m)に満たない場合が多か

った当時としては相当広いものであった。県会では無駄ではないかと反対の声も上がる中、

当時の島根県知事高岡直吉は「大社は島根県の大社ではなく、日本国の大社である。里道の

ような道で甘んじている訳にはいかない。」と答弁し、参詣道整備に向けた知事としての

並々ならぬ決意を見せたと言われている。 

戦後から1960年代にかけての神門通りは、沿道に旅館やみやげ屋が立ち並び、たくさん

の参拝客で賑わったが、1970年代に入ると急激な自動車交通の増加の影響により、国鉄大

Fig.1 宇迦橋から見た大鳥居 

Fig. 2 シェアド・スペース化

された神門通り 
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社線の乗降客数は減少の一途をたどり、観光客の多くが観光バスや自家用車で訪れるよう

になった。これにより神門通りの活気は急激に失われ、1990年（平成2年）にJR大社線が廃

止されると、神門通りを歩く観光客はほとんどいなくなり閑散とした通りとなった。 

JR大社線の廃止から約20年、2009年（平成21年）に 「神門通り広場」が整備されたこと

で神門通りにいくらかの人通りが戻り、2013年（平成25年）に迎える出雲大社御本殿の大

遷宮に合わせ、神門通りを出雲大社の門前にふさわしい風格と賑わいのある通りへと再生

しようという機運が、地元や行政の間で高まった。 

 

2. 再生計画の課題 

神門通りの全幅は12mで、もともと2車線対面通行(3.5m×2) の外側に片側2.5mずつの歩

行空間があったが、歩行空間の中心には松並木があり、観光客は松並木の外側の狭い空間を、

体を小さくして歩いているような状況だった。また、神門通りは一日5千台以上の自動車交

通量があり、またバス路線として大社市街地を南北に貫く幹線道路としての役割も担って

いた。このような状況から、「生活車両の利便性」と「歩行者の安全性・快適性」を共存さ

せることが、神門通りの計画づくりに求められた。 

 

3. ワークショップ形式による計画づくり 

神門通りには、当初、全幅16mにて東側に拡幅整備する都市計画が決定されていたが、平

成21年に出雲市が実施した沿線住民アンケートの結果では、拡幅する案について過半数が

「反対」と回答した。その理由として松並木の保存が多く挙げられた一方で、「仮に現在の

道路幅で快適な通りとするとしたら」との問いに「車道を狭くして歩道を広げる」と回答し

たのはわずか12％であった。「道路は拡幅しない」、「車道は狭くしない」、「歩道は広く

したい」、この相反する意見を集約し、何とかひとつの計画とするため、行政、民間、沿道

住民が参加するワークショップ方式により計画づくりが進められた。 

 神門通りの整備に向けたテーマを「にぎわいの再生のため、安心して楽しみながら歩ける

道づくり」とし、①安心して歩ける歩行空間をつくること、②通りに賑わいを生み出すこと

が目標に掲げられた。現況12mという限られた幅員で、「生活車両の利便性」と「歩行者の

安全性・快適性」を共存させ、かつ貴重な松の保存を可能にするために、ハード整備とソフ

ト施策両面から様々な「工夫」を連携させることによって車のスピードを落とし、観光客の

まち歩きを誘発しながら「歩車共存道」により整備する計画がつくられた。（平成23年2月

に現道幅12mのまま歩車共存道として整備することで都市計画変更された。） 

さらに、テーマ実現のための整備方針（ハード）として、歩車共存道としての美装化に加

えて、松並木を保存するための対策、電線類の地中化、ボケットパークの設置などを計画し、

それぞれ具体的な整備内容が検討された。 

検討に当たっては、神門通りを利用する全ての人にとって使いやすいものとするために

アイディアを出し合うワークショップ方式が採用された。平成22年7月から平成23年3月の
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間に「道づくりワークショップ」が6回、平成23年6月から同年12月の間に「デザインワーク

ショップ」が3回にわたって開催された。これらのワークショップには、総合コーディネー

ター、交通、景観分野の専門家、デザイナーのアドバイスのもと、地元住民、関係者、行政

の連携・協働による道づくりが進められ、沿道の方や大社中学校の生徒など延べ396名が参

加し熱心な議論が行われた。 

道づくりワークショップでは、周辺に空き家・空き店舗が多いことに対する懸念や建物・

看板の統一感を出したい、歩道と車道の関係（歩道が狭く危険、車のスピード抑制の必要性

や大型バス対応、車道部分も含めた石畳の復活、歩道と車道の間の段差をなくすこと等）、

松並木の保存及びライトアップ、勢溜前交差点の安全対策、宇迦橋の歩道拡幅などの意見が

出された。 

さらに、これらの意見をデザイン案に落とし込んだうえで、3回の「デザインワークショ

ップ」で全体のイメージ図や模型、舗装や照明の実物等の見試しを行い、意見を収集して改

良するプロセスがとられた。 

 

4. 歩車共存道化の社会実験 

ワークショップでは歩車共存道（ シェアド・スペース） について、安全に通行できる歩

行空間が広がることへの期待があった一方で、交通安全の確保、自動車の走行環境、大型車

のすれ違いへの影響を心配する声も多く上がったため、中央線の消去や外側線の位置変更

（車道幅7m→5ｍ）を実地にて行い、通行上の課題を抽出し、利用者の意見を収集するため

の社会実験が、平成22年11月25日〜12月5日の11日間にわたって行われた。 

この結果、自動車は、実験中（休日）に平均走行速度が6km/h低下し、特に時速30km/h

を下回る車両が大幅に増加した。また、平日、休日とも時速45km/hを上回る車両がなくな

り、車道幅員の変更は自動車の速度低減に大きな効果をもたらしたことが確認された。歩行

者は、社会実験前に比べて松より車道側を歩く人の割合が、2人組歩行者については横並び

になって歩く割合が増えており、歩行空間が広くなったことにより、安心して通行している

様子がうかがえた。 
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Fig.3 シェアド・スペース化の社会実験（出典：島根県土木部都市計画課1）、p.13） 

 

 歩道を広くし車道を狭くするような道路空間整備についてのアンケートでは観光客の9割

近く、住民の6割近くが賛成の意向を示したが、2割の住民からは「大型車どうしのすれ違い

の際に歩いていると怖い」という意見が出されたことを踏まえ、観光バスを北進一方通行と

する通行規制が取り入れられた。※平成23年3月24日出雲市長、出雲県土整備事務所長、出雲警察署長の3

者連名による西日本各府県のバス協会あて協力依頼によって観光バスを受け入れる地元企業、旅館、バス会社等

の同意を得た上で、自主規制の形で実施された。 

 

5. シェアド・スペースの具体的な計画 

 上記のプロセスを踏まえ、「生活車両の利便性」と「観光客の安全性・快適性」を両立さ

せるため、シェアド・スペースの考え方が取り入れられた。 

神門通りでは、現道幅員12mの「使い方」を見直し、車道を7mから5mに狭めることで、

片側3.5mの歩行空間が生まれた。さらに、歩行者との共存道路であることをドライバーに

印象づけるため、中央線を消去したうえで、石畳化等の美装化によって他の幹線道路とは違

う「異空間」の演出が行われている。また、シェアド・スペースの実現のため、車のスピー

ドを落とす様々な交通施策が実施されている。 

計画の条件の主なものは下記の通りである。 

・生活道路としての交通処理機能の確保（バス路線の維持） 

・路肩の拡幅による歩行空間の拡充 

・車両走行速度の抑制 

・出雲大社の参詣道としての意匠表現 
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これらの条件を満たすため、具体的に下記の内容で整備計画がまとめられた。 

・車両の対面通行を可能とし、車道の幅員を5mとする。（勢溜交差点部は車道を6mに拡

幅し、その他の交差点部は車道5mを連続させる。） 

・歩行空間はできるだけ広くし、片側3.5mとする。 

・車道と歩行空間の境界は、白線（外側線）を設置し、段差・ボラードは設けない 

・美装化にあわせ、特別な空間をドライバーに認識させるため石畳舗装を施す。 

Fig. 5 シェアド・スペースの整備前後（出典：同上、p.15） 

 

シェアド・スペースの整備による効果は、観光客が歩行空間いっぱいに広がって歩き、自

動車が歩行者を意識して速度を落として通行（自動車の走行速度は整備前よりも平均で

5km/h程度低下）する光景が増えたということである。また、懸念された交通安全の面にお

いても、これまで大きな事故は発生しておらず、利用者、パス会社からも目立った苦情はな

いということであった。 

 

6. デザイン 

神門通りに整備された石畳やストリートファニチャーの具体的なデザインは、「神々のふ

るさと出雲の国の神門通り 祈りの道、そして出会いの道」をデザインコンセプトとして、

景観デザイナーである小野寺康氏、南雲勝志氏の先導により、ワークショップの参加者の意

見を取り入れながら進められた。全体をグレ一色で統一し、個々の素材の細部の意匠までこ

だわったトータルデザインにより、出雲大社の参詣道としての落ちついた風格のある景観

を形成している。 

石畳については、下記のようなきめ細かい配慮を行うことでデザイン性とシェアド・スペ

ースの機能を両立させるデザインとされた。 

《車道部》参道らしさを表現するため、大判の石材の縦遣いとする。車の走行や制動時の

荷重を考慮すると長手方向に目地が通るのは好ましくなく、線形のわずかなズレが目立ち

やすいことから、配列は横方向とする。石材の幅を2種類用いることで、縦方向の目地をば

らけさせる。 
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《歩行空間》石材の大きさや色幅の差により、車道と歩行空間がゆるやかに区別されるよ

う調整することとし、車道よりもやや小ぶりの横長の石材を用いたうえで輝黒石（濃グレー

色）を一定割合混ぜる。 

目地は横方向に通す。石材の長さは乱尺として縦方向に目地を通さないことで、自然な風

情を演出する。 

《その他》白線は白御影とし、歩道の石材の配置パターンを白線から車道側に５０cmに

じみ出させることで、ドライバーに歩行者主体の道路であることを認識させ、自動車の走行

速度の抑制を図る。 

さらに、神門通りが出雲大社の正面とぶつかる勢溜の交差点及びそこに向かう坂道（勾配

8％）においては、神門通りの石畳の舗装を交差点部まで突き出すことにより神門通りのデ

ザインを強調するとともに、参道との間に“間”を取って、それぞれの独立性と連続性を表現

する、信号機が記念写真に写り込まないように形状を工夫する、坂道の歩行空間に階段部を

設けて急な斜面を歩かずに済むようにするなどの配慮がデザインに盛り込まれている。 

 全体を通じて、照明は安全性やバリアフリーヘの対応に配慮しつつ、明るすぎない、情

緒的な夜景を作ることを考え、51xが基本とされ、「火」や「炎」などあかりそのものを表現

光源はLEDを使用し神門通りにふさわしい情緒的な光の演出を目指した。（景観ワークショ

ップで検討した。）ヒューマンスケールを考慮した高さで、歩車道兼用灯となっている。 

 

7. ポケットパーク 

一畑電車出雲大社前駅周辺は鉄道、バス、歩行者の交通結節点とも言える場所であること

から、通りを彩る「おもてなしの空間」としての機能をもつポケットパーク「縁結びスクエ

ア」が整備され、平成24年9月にオープンした。地権者が異なる中、一体感のある整備のた

めに出雲市がトイレのリニューアル、休憩所及び芝生広場を、島根県が道路との接続部（乗

降スペース、身障者用駐車スペース、バス停の乗降空間としての機能）を整備した。また、

一畑電車が駅舎の外壁塗装、ステンドグラス・窓・照明等の入れ替え、屋根の葺き替え、カ

フェ・レストランなどの駅舎改修工事を実施し、駅構内に「デハニ50形車両」の展示スペー

スを設置した。加えて、民間事業者が駅舎内へカフェ・レストランを出店することで神門通

りの中間地点に観光客のまち歩きの拠点、貴重な憩いの場が整備された。 

 

 
Fig.6 ポケットパーク「縁結び

スクエア」（出典：同上、p.28） 
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Fig.7 神門通り中間地点（石畳舗装、照明とポケットパーク接続部） 

 

参考資料 

1) 島根県土木部都市計画課「神門通り DESIGN NOTE」2019年 
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2-3-2 大分市 

鳥海梓 

2020 年 11 月、大分県において、ウォーカブルの推進に関する事例調査を行った。具体的

には、19 日（木）に大分市にて大分いこいの道、20 日（金）に津久見市にて津久見地区の

視察をし、それぞれ行政担当者から事業の説明を頂いた。 

 

1. 大分いこいの道 

大分いこいの道（正式名称：都市計画道路大分駅上野丘線）は、大分市の代表駅である JR

九州大分駅の南口（上野の森口）駅前広場と大分中央幹線道路（都市計画道路庄の原佐野線）

とを結び上野の森に繋がる幅員 100m、延長 444m のシンボルロードである。Fig. 18 に示す

通り、かつて大分駅は鉄道線路で南北が分断されており、駅の南側地区は未利用地が多く存

在していたが、大分駅の高架化（2012 年完了）に合わせて区画整理事業が実施された。大

分いこいの道は、この事業の一環として、「ゆったりとした緑豊かな通りと広場の形成を図

る」、「植栽や修景などにより個性と風格ある美しい通りの景観の創出を図る」を整備方針と

して建設されたシンボルロードである（2013 年完成）。いこいの道から大分駅を望むと、ガ

ラス張りの駅の窓から高架化された鉄道プラットフォームが見える。 

 

 
Fig. 18 大分いこいの道の設計図、事前事後の航空写真、概要図など（大分市視察資料） 

 

大分いこいの道は、法律上は道路であるが、芝生が敷かれた広大な緑の空間は道路という

よりも公園のような印象である。実際、広場条例の策定によって「道路」と「広場」という
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二つの役割を持つ兼用工作物に位置づけられる。担当者の話によれば、この区画整理事業の

都市計画決定に際しては、住民等から約 2,000 通の意見書により反対が出されたという。そ

の内容は、減歩率が高いことに対して、なぜもう少し民地を増やさないのかといったもので

あった。しかしながら、事業実施者は、この広大な空間を広場にすることこそが土地の価値

を高めることに繋がると信じて事業を行ってきたという。結果として、現在あるような豊か

な空間が形成され、国土交通省により 2019 年度都市景観大賞「大賞」を授与 1)されている。

Fig. 19 の通り、事業実施によって対象地域内では、共同住宅、店舗・事務所棟などの延べ

床面積が大幅に上昇、人口も増加し、経済波及効果は約 1,620 億円と言われている。Fig. 20

の例のように、近隣の地価も上昇傾向にあるという。 

 

 

Fig. 19 区画整理地区内の延べ床面積（左）と居住人口（右）の推移（大分市視察資料） 

 

 

Fig. 20 大分いこいの道に隣接する土地の地価の例（大分市視察資料） 

 

芝生等の維持管理は、地元住民や NPO などで構成されるボランティア団体により行われ

ており、地元がこのシンボルロードに愛着を持っていることがうかがい知れる。災害用のト

イレや備蓄倉庫、貯水槽なども配備され、防災機能も併せ持つ。視察時にも、芝生部分では、

犬の散歩をする人やベンチで佇む人の姿が見られた。駅南口に直結する北側部分には歩行

空間が設けられているが、隣接するホルトホールの公開空地と一体となって広い空間が形

成されており、夕方には Fig. 21 のように徒歩や自転車の高校生の集団が並んで会話を楽し

みながら通行する姿が見られた。大分駅南口歩行者交通量の推移（Fig. 22）によれば、大分



69 

いこいの道が完成した 2013 年（平成 25 年）後の数年間で歩行者交通量が大きく増加して

いる。また、大分いこいの道は、前述の通り、「道路」と「広場」二つの役割を持つ兼用工

作物であるため、空間を利用したい団体等は、市役所に貸出や使用の申請をすることで、通

常の道路であれば必要な県警への道路使用許可手続きを行わなくても、イベントの実施な

どが可能である。 

 

  

Fig. 21 道路と公開空地の境界なく広がる歩行空間（左）と通行する高校生たち（右） 

 

 

Fig. 22 大分いこいの道から駅南口への歩行者交通量の推移（大分市視察資料） 

 

担当者の話によれば、このような大規模な歩行空間が形成できた理由として、県、市、JR

九州などの関係機関が協力して鉄道の高架化、区画整理、街路の形成を全て一体として進め

ることが出来たこと、ある担当者（前・都市計画部長）が 20 年間に渡りこの事業に関わり
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リーダーシップを発揮してきたことがあるという。 

大分いこいの道がウォーカブルな空間形成の好事例であることは言うまでもないが、課

題として、周辺地域や郊外から大分いこいの道および大分駅周辺の中心市街地へのアクセ

スには、自動車利用が大半であることが挙げられていた。市としてはバスの利便性向上を図

ってはいるものの、市あるいは県全体が自動車依存社会であり、自動車アクセスを減らすに

は至っていないそうだ。 

 

2. 津久見地区 

津久見市は、かつて石灰産業や柑橘農業が盛んで、1959 年（昭和 34 年）にはピーク人口

約 30,000 人が居住していたものの、産業の衰退と共に、隣接する臼杵市等への転出が続き

人口が減少し、視察当時は 13,000 人ほどで大分県の市の中では最も人口の少ない市になっ

ている。人口が少ない一方、市の面積も大分県の市の中では最も小さく、中心部はコンパク

トで、JR 津久見駅から半径 1km 程度の地域に、市役所や公民館、図書館、公園、金融機関

などすべてが含まれる（Fig. 23）。道路網が発達する以前に駅前商店街が発展したものの、

現在は大分市内へ買い物に行く人が大半のため、空き店舗・空き家が多く、宅地化・駐車場

化が進んでいる（Fig. 24）。沿岸部には、県内外から多くの来園客を集める人気のスポット

「つくみん公園」があるものの、市中心部とは国道 217 号により分断され（Fig. 25）、中心

部への周遊は見られない現状にある。 

 

 

Fig. 23 津久見市で進む社会資本整備事業（津久見市視察資料） 
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Fig. 24 空き店舗・空き家の多い駅前商店街 

 

  

Fig. 25 つくみん公園（左）とつくみん公園と市中心部を分断する国道（右） 

 

津久見市中心部では、2017 年に台風 18 号による浸水被害を受け、津久見川の拡幅や新港

橋の架け替え工事（Fig. 27）を行う河川激甚災害対策特別緊急事業（激特事業）が実施され

ている。これを契機として、「市中心部の周遊促進、活気あふれる定住促進のまちづくり」

を大目標とする社会資本総合整備計画が策定され、Fig. 23 に示すように様々な事業が実施

／計画されている。 

まちなかウォーカブル推進事業の対象となっているのは、社会資本整備地区のうち、つく

みん公園から中心部を経て津久見川周辺を繋ぐエリア（Fig. 26）であり、つくみん公園を訪

れるウォーキング利用者を中心部や津久見川周辺まで引き込むことを狙っている。視察時

の津久見川周辺は橋の架け替えや高質化整備の工事が行われていた（Fig. 27）。当時、沿岸

の道路は狭幅員で歩道もなく（Fig. 28）、自動車を避けながら歩くのは困難でウォーカブル

とは言い難い状況であったが、ウォーカブル推進事業等により Fig. 29 のように川沿いをウ

ォーキングしたり佇んだりできる歩行空間を整備する計画とのことであった。 
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Fig. 26 津久見地区のまちなかウォーカブル推進事業の概要（津久見市視察資料） 

 

  

Fig. 27 新港橋の架替え（左: 激特事業）と整備中の下岩谷橋（右: ウォーカブル事業） 

 

 

Fig. 28 狭幅員で歩道のない津久見川沿岸の道路（ウォーカブル事業前） 
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Fig. 29 津久見川周辺全体の歩行空間の形成計画（津久見市視察資料） 

 

また、中心部では国道 217 号を挟んだつくみん公園の向かい側にある金融ゾーン（旧消

防署を取り壊し、金融機関を集約）において、民間主導により、駐車場を土日や夜間に活用

したり、ゾーン内の角崎公園を活用したりしてイベントの実施等を検討しているとのこと

であった。これらの事業の効果をみるため、今後、津久見川沿岸を通行する歩行者交通量や

イベント実施回数などを計測予定とのことであった。 

大分いこいの道の事例の課題として、周辺地域や郊外からの来訪は自動車アクセスが大

半であることが挙げられていたが、津久見市ではその影響がさらに顕著で、つくみん公園へ

の来客は基本的には自動車でやって来て自動車で帰ることが前提となっており、JR 津久見

駅とバス路線が結節していない、つくみん公園周辺に停まるバスの便はかなり少ないなど

公共交通でのアクセスは極めて限定的であった。 

ウォーカブル推進の事例として、街路空間あるいは比較的小さな地区単位での取組は多

くみられるが、都市レベルでのウォーカビリティの形成は別途の課題と考えられる。また、

郊外において日常的な自動車利用からの脱却が短期的には容易ではない中で、例えば休日

などに、都心までは自動車でアクセスし、着いた先ではウォーカブルな空間を歩き回るとい

った活動を、ウォーカブル実現への第一歩として進めていくには、歩行空間そのものの充実

だけでなく、自動車アクセスのための駐車場を歩行空間と干渉しないようにしつつ適切に

整備し、周囲の道路空間や交通制御を適切に設計することが重要であることもまた示唆さ

れる。 
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2-3-3 松山市 

一ノ瀬友博 

1. はじめに 

 松山市は愛媛県の県庁所在地で、松山城の城下町として栄えた都市である。日本三古泉の

一つとされる道後温泉が市の中心部に位置しており、四国において最も人気のある観光地

の一つである。2021 年 7 月 26 日〜27 日に松山市のウォーカビリティ調査を実施した。参

加したメンバーは、PL の一ノ瀬に加え、馬奈木会員と田島特別研究員であった。現地では、

松山市都市整備部松山駅周辺整備課の福﨑裕章課長、日野恵司主幹、都市・交通計画課の柚

山知範主幹に対応いただいた。 

 松山市では、都市郊外の発展に伴い中心市街地が衰退し、都市構造とそれを支える都市交

通に課題を抱えているため、松山市の中心部を中心拠点再生地区（Fig. 1）としてまちなか

ウォーカブル推進事業が 2022 年度から 2026 年度までの予定で開始されることになった。

この事業が本研究調査プロジェクトにおいて調査を行うきっかけであった。まちなかウォ

ーカブル推進事業は、私たちが訪問した次の年度から開始されるものであったが、松山市で

はウォーカブルに関連する事業が近年行われてきており、JR 松山駅周辺、松山市駅に近い

花園通り、松山市駅前広場、一番町大街道口、松山城へのアクセスとなるロープウェー通り、

そして道後温泉を視察した。 

 

 

 

2. 松山駅周辺整備事業 

 松山市は、市電が残っている街として有名であるが、鉄道駅としては JR 四国の松山駅と

伊予鉄道の松山市駅があり、中心市街地に近いのは松山市駅である。松山駅は中心部から離

Fig. 1 まちなかウォーカブル推進事業の対象となる中心拠点再生地区（松江市資料

より） 
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れ、必ずしもアクセスが良好とは言えない。松山駅周辺整備事業は、アクセスの向上や駅前

広場の拠点としての整備などを目的として、2008 年 2 月に都市計画決定された土地区画整

備事業である。様々な工事は 2012 年度から開始され、2026 年度に完了予定である。 

 私たちが訪れた時には、駅周辺で整備事業が行われている様子を見ることができた。Fig. 

2 にあるように、2021 年時点では鉄道は地上を走行しているが、松山駅を中心に 2.4km に

わたり高架化される予定である。駅の東口はバスターミナルとなっているが、東口駅前広場

として整備される。この駅周辺の土地区画整備事業により集客の拡大と集住の推進を目指

そうというものである。現時点では、この松山駅には路面電車も伊予鉄道も接続していない。

今後は路面電車の延伸も計画されているということであった。私たちは駅東口からバスに

乗車し、松山市駅方面に移動した。 

 

 

3. 花園町通り 

 花園町通りは、松山市駅の正面から北の松山城に向かう松山市中心部の目抜き通りの一

つである。松山市が目指す「歩いて暮らせるまち松山」のシンボルロードとして 2011 年度

から 2017 年度にかけて事業が実施された。この事業の最も大きな特徴は、片側 2 車線であ

った車道を 1 車線に減少させ、自転車道を新設、また副道を減らし歩道を拡幅したことで

ある（Fig. 3）。車道を減らし、自転車道を設置することは、パリ中心部などヨーロッパの都

市で積極的に進められているが、日本で実施された数少ない例の一つといえる。電線類の地

中化も合わせて行われ、歩行空間が増えるだけでなく、ベンチが置かれたり、緑化のスペー

スも生み出されていた（Fig. 4）。 

 この整備の結果、歩行者の通行量は、整備前の 2007 年と整備後の 2017 年を比較すると

約 2 倍に増加した。また、歩道のスペースを活用して毎月第 3 日曜日に地元商店街が主催

するマルシェイベントが開催されており、賑わいが生み出されたという。私たちが現地に伺

Fig. 2 訪問した時点の JR松山駅 
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ったときは、平日に加え、夏の暑い昼過ぎということもあり、それほど歩行者を見かけなか

ったが、地域の方が植物の水やりをしている様子も見られ、地元の方々に親しまれる空間へ

となってきた様子がうかがえた。 

 

Fig. 3 花園町通りの整備前と整備後の断面図（松江市資料より） 

Fig. 4 

拡幅された花園通りの歩

道 
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4. 松山市駅前広場 

 先ほど述べたように鉄道駅という意味では、伊予鉄道の松山市駅が市の中心部への拠点

となっている。一日約 3 万人が利用するという。松山市駅は駅前に市電の駅が隣接してお

り、市電に乗り換えて多くの人々が中心部の各地に移動ができるが、市電の駅の両側には車

道があり、乗降客は道路を横断しないと乗り換えができない（Fig. 5）。そこで松山市は公共

交通の利便性の向上のため、松山市駅前広場の改変を計画しており、2022 年度から工事に

着手する。我々は 7 月に訪問したが、11 月に 14 日間かけて社会実験を行うということであ

った。社会実験の一つは、車道への侵入を制限し、バスのみ通行可とすることにより、周辺

交通絵の影響を検証するもの。もう一つは、車道を歩行空間とし、一切の車の進入を制限し

てしまうものである。残念ながら我々はこの社会実験の様子を見ることはできなかったが、

この結果を踏まえ、2022 年度からの整備計画が決定されるということであった。 

 

 

5. 一番町大街道口景観整備事業 

 一番町大街道口は、松山市中心部のまさに核となる場所で、アーケード街となっている大

街道の入口である。周囲には商業施設やホテル、飲食店が立地し、最も賑わいのある地域で

ある。2015 年に整備がなされたものであるが、築 30 年以上経っていたアーケードのリニュ

ーアルとして、石畳、照明柱、ベンチ、シンボルツリーが整備された。整備前後で比較する

と、歩行者の通行量が整備以前は 10 時間あたり約 14500 人であったものが、約 18600 人

に増加したという。また、元々四国で最も地価の高い地域であるが、路線価の上昇がみられ

た。この整備事業は、2016 年度の都市景観対象「都市空間部門」で国土交通大事賞を受賞

し、四国で初めての受賞となった。 

 

6. ロープウェイ通り整備事業 

 ロープウェイ通りは、先の一番町大街道口から北に延びる通りで、松山城へ上るロープウ

Fig. 5 市電の松山市駅の両側の車道 
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ェイの駅が位置するためロープウェイ通りとされている。紹介いただいた松山市中心部の

事業としては、最も古いもので 2002 年度から 2006 年度にかけて、電線類の地中化、2 車

線あった車道の 1 車線化、歩道の拡幅及びバリアフリー化、舗装の高質化などが行われた

ものである。整備延長は 500m で、道路の幅員は 12m である。写真（Fig. 6）にあるように

車道は北に向かう一方通行となり、緩やかなカーブを描いている。両側の歩行空間が確保さ

れているため、歩きやすい街路となっていた。車道の両側には自転車の走行スペースも確保

されている。我々の訪問がコロナ禍ということもあり、多くの観光客が訪れる様子を見るこ

とはできなかったが、この整備前後で、松山城の入場者数が 1 割以上増加したということ

であった。他にも地価の上昇、課題であった空き店舗率の低下、歩行者数に至っては整備前

が一日あたり約 2 千人だったものが 7 千人にも上昇したそうである。 

 

 

7. 道後温泉エリア 

 道後温泉は松山市中心部の東に位置し、市電の終点でもある。三古泉と言われるような歴

史ある温泉が県庁所在地の中心に位置するという極めて珍しい立地で、松山市にとって大

きな観光資源でもある。道後温泉ではこれまでも様々な整備がなされてきたが、我々が訪れ

たときは、道後温泉本館の保存修理事業がまさに行われている最中で、2019 年から始まり、

2024 年末に完了予定ということであった。 

 道後温泉本館周辺の整備は、2004 年度から 2006 年度にかけて行われ、歩行者空間の整

備がなされた。市電の道後温泉駅前では自動車と歩行者の主動線が錯綜していたため、駅前

の交通規制により歩行空間が創出された。道後温泉本館の周囲においても、自動車と歩行者

の主動線の分離が図られた。 

Fig. 6 歩道空間が拡幅されたロープウェイ通り 
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 他にも道後温泉では、2013 年度から 2017 年度に行われた道後文教地区都市再整備計画

事業が行われ、椿の湯周辺エリアでは、椿の湯（飛鳥乃湯泉）の整備、周辺道路景観整備、

電線類等地中化、沿道建物ファサード整備、本館・冠山周辺エリアでは足湯整備、アクセス

道整備、上人坂周辺エリアでは周辺道路景観整備、電線類等地中化、沿道建物ファサード整

備が計画された。飛鳥乃湯泉周辺整備は 2015 年度から 2018 年度に実施され、第 2 回コン

パクトなまちづくり大賞（個別事業部門）で国土交通大臣賞を受賞した。これらの整備は、

新型コロナ間感染症拡大の影響を受ける前までは、着実な観光客数の増加に貢献し、外国人

観光客数も急増していた。2019 年時点で、観光客の推定消費額は約 794 億円にも上るとい

う。 

 

8. まとめ 

 以上が松山市調査で訪問した地域である。市の担当者の皆さんと JR 松山駅前で落ち合っ

た後、バスと市電を乗り継ぎ松山城へはロープウェイで上り、それ以外は徒歩で現地を回っ

た。特に市電が松山市駅と道後温泉の間をつないでいるため、観光客にとっても、地域住民

にとっても、主要な場所は、市電と徒歩で容易にアクセス可能である。本調査研究プロジェ

クトでは、特にウォーカビリティに着目をして研究を進めてきたが、公共交通との接続がウ

ォーカブルなまちなかの実現には重要であることを実感させられた松山市での調査であっ

た。 

  

Fig. 7 自動車と歩行者の主動線の分離がなされた道後温泉駅前 
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2-3-4 高松市 

紀伊雅敦・中地遥菜 

１．ウォーカブルシティとしての潜在力と現状 

高松市は瀬戸内海に面する人口 42 万人の中核市であり，多くの地方都市と同様，市民生

活の大部分は自動車に依存している．一方，特筆すべき点として，高松駅周辺は，JR と琴

電の鉄道 2 路線の終端駅があり，フェリーターミナル，高速バスターミナルが整備された

陸海を結ぶ複数の公共交通の交通結節点であること，瀬戸内海の景観や史跡高松城跡など

の地域資源が隣接していること，また地方都市では例外的に再整備に成功した中心市街地

が徒歩圏内に位置し，ほぼ平坦な地形であるなど，ウォーカブルな都市としてのポテンシャ

ルが非常に高いことがあげられる（Fig. 1）． 

また，高松駅北側のサンポート地区は，鉄道用地の跡地として，都市機能と港湾機能を調

和させた都市拠点と位置付けられ 1990 年代から整備が進められており，コンベンション機

能や合同庁舎等が立地しており，現在，県立体育館や大学，インバウンド向けホテルなどの

立地が進められている． 

しかし，現在の空間構成を見ると残念ながらそのポテンシャルを十分生かし切れていな

い．JR 高松駅は鉄道で来訪する際のまちの玄関口であり，頭端式駅のため，ホームから駅

前広場まで段差なく移動でき，駅舎のファサードはガラス張りで特徴的である（Fig. 2）．し

かし，駅と海の間は建物で遮られており，瀬戸内海に面していることはわかりにくい（Fig. 

3）．また，JR 高松駅と琴電高松築港駅，およびフェリーターミナルは 300m ほど離れてお

り，やはり建物で遮られているため，来訪者には，わかりにくくなっている．また，高松駅

から商業の中心である商店街までは約 800m であり，徒歩で移動可能ではあるものの，歩行

環境は必ずしもわかりやすく快適とは言えず，徒歩による接続性は十分ではない．例えば，

Fig. 4 は商店街に接続する街路であり，無電柱化され，路面もブロック張りであるものの，

植栽は小さく歩行者の日よけにはならず，また交差点部の車道レーン増加のため歩道が狭

められており，駅から商店街に接続する歩行経路として，あまり認識されていない． 

 

２．ウォーカビリティ向上のための取り組み 

こうした，潜在力を顕在化させるべく，香川県ではサンポート地区の空間再編の協議を進

めている 1)．具体的には，県立体育館整備と合わせた地域活性化，瀬戸内海や高松城跡など

の地域資源の活用，サンポート地区〜中央商店街の回遊性向上，ウォーカブルな街づくりの

推進を目的として，サンポート地区内の道路空間の再配分が検討されている．具体的には高

松駅とサンポート地区，およびサンポート地区内のオープンスペースが道路により分断さ

れており，これが歩行の快適性や回遊性を阻害している．このため，道路配置を見直し，道

路空間をプロムナード化することが検討されている．無論，そのためには地区内，および周

辺の交通に及ぼす影響や，関係者との合意形成が求められるが，同時に，そうした空間整備

がもたらす幅広い効果も評価が求められるであろう．高質な空間整備は，インバウンドの目
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的地選択はもちろんのこと，ワーケーションや滞在型居住といった交流人口の増大など，地

域経済に大きく影響する．また，そうした来訪者の評価は居住者にとっても地域への愛着を

向上するなどの効果も期待される．そうした効果を事前に評価することは困難だが，ウォー

カビリティ向上がもたらす幅広い効果を様々なエビデンスに基づき推測し，関係者の合意

を得て実現することが求められている． 

 

（出所）国土地理院地図を加工して作成 

Fig. 1 高松市中心部の施設配置 
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Fig. 2 JR 高松駅 

 

Fig. 3 JR 高松駅正面からの駅前広場の眺め 
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Fig. 4 商店街に接続する無電柱化された街路 

 

また，我々の研究室でも，サンポート地区から中央商店街までの回遊性を向上するための

調査・研究を進めている 2)．この研究では，まず歩行者が「歩きたい」と思う意識構造を，

VR を用いた印象評価結果を用いて共分散構造分析により推計し，これに基づき高松市中心

部の道路リンクのウォーカビリティを評価している．併せて，Sou ら 3)による深層学習をベ

ースとする歩行空間の評価モデル AIHCE を用いた道路リンクの画像解析による評価と比

較している．その結果，「歩きやすさ」について共分散分析と AIHCE の評価には正の相関

がみられたが，「居心地の良さ」については両者の相関が弱いなどの知見が得られている．

我々の研究における歩行空間の評価は，あくまでも被験者の主観に基づくことから，評価モ

デルを作成する際の各種条件によって，結果が安定しない可能性があることには留意が必

要である．しかし，歩行空間の質を改善するためには，一定の根拠を有するそうした研究か

ら洞察を得て，どのような空間がウォーカブルなのか考察を深めることも必要であろう． 

Fig. 5 は高松市中心部の道路リンクについて前述の手法を当てはめて評価した結果であ

る．これより，道路リンクによって「歩きやすさ」や「居心地の良さ」に差があることがわ

かるが，高松駅から中央商店街にかけて，評価の高いリンクが連続していないことが，回遊

性の低さの原因の一つであるかもしれない．例えば，「歩きやすさ」では中央通りの評価が

高いが，駅から中央通りに接続するリンクは，いずれも評価が低く，また中央通りにおいて

も交差点で評価が低いため，歩きやすい経路が連続していないことがわかる．ウォーカビリ

ティを改善する際は，このように，特定のリンクの改善にとどまらず，発着地間を結ぶ経路

全体での評価も必要であろう． 
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Fig. 5 高松市中心部の道路リンクの歩きやすさ（左）と居心地の良さ（右）の推計結果 

 

３．ウォーカビリティ評価の拡張 

都市再生において，ウォーカブルなまちなかの形成推進事業は，各都市での取り組みを促

進し，歩きやすさや居心地を改善するといった成果をもたらしている．一方，移動は徒歩の

みで閉じているものではなく，様々な交通手段と連携している．その際，公共交通利用は自

動車利用よりも，徒歩によるアクセス・イグレスの影響が大きく，歩きたくなるまちなかを

形成するには，徒歩以外の移動手段との連携を十分考慮することが必要であろう． 

冒頭に記したように，多くの地方都市は，生活を自動車に依存しており，経済，健康，安

全，環境など様々な課題の原因となっている．ウォーカビリティの改善は，このような自動

車依存の緩和にも効果をもたらすであろう．高松市も多くの市民は自動車に依存している

が，幸いなことに都市鉄道が存続しており，バスと鉄道を連携する公共交通ネットワークの

再編・高度化が進められている．来訪者にとってのウォーカビリティとともに，自動車を利

用しない居住者も豊かな生活を実現するには，ウォーカビリティを交通システム全体の中

で位置づけることが必要であろう．高松市には，観光資源としてだけではなく，自動車依存

度を緩和する潜在力も有していると考えられる．その潜在力を顕在化する上でも，ウォーカ

ビリティ改善の役割は小さくない． 
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2-3-5 別府市 

岸上祐子・武田美都里・馬奈木俊介 

1. はじめに 

1.1 別府市の概要 

国内でもっとも多く温泉の源泉が立地している大分県。その中でも、源泉が集積している

のが別府市である。別府市は大分県中部に位置し、人口約 12 万人、面積 125 平方 km に温

泉の源泉が 2,000 本以上集中する日本一の温泉集積地である。市の事業所数の約 1/4 が宿

泊業・飲食サービス業に該当し、市の経済における温泉観光関連業は大きな位置を占める。 

しかし、伝統的な温泉地は「団体旅行対応等のため、温泉施設を大規模化したが宿泊客は

増加せず、循環ろ過方式を導入したが衛生問題等で不評」とされ、大分県の温泉の利用者数

（年度延宿泊利用人員 環境省調査）では、1998 年度は約 680 万人であったのが 2008 年

度は約 610 万人、2018 年度は約 590 万人と減少している。また、2011 年４月には、観光

庁から「訪日外国人旅行者の受け入れ体制整備に係る外客受入地方拠点」に選定され、特に

アジアの観光客に人気の観光地であったが、コロナウイルス感染拡大防止のためにインバ

ウンドの観光客は姿を消した。 

多くの地方都市と同様に別府市も人口減の傾向にある。市の「まち・ひと・しごと創生 

改訂版 別府市人口ビジョン」（2020（令和 2）年 3 月）によると、別府市の人口は「1980

年の 136,485 人をピークに減少し、2015 年には 122,138 人となっている。国立社会保障・

人口問題研究所によると、本市の人口は今後も減少傾向が続き、2040 年には 10 万人を下回

り、99,083 人になると推計されている」とされる。 

 環境省の「温泉の保護と利用に関する課題について（中間報告）」（2004(平成 16)年 6 月）

でも温泉地については「国民の温泉利用の多様化等により、温泉地の明暗拡大」し、「温泉

地の創意工夫を促し、魅力ある温泉利用の場づくりを進めること」が課題と指摘されている。 

 

1.2 メディカルリゾートへの期待 

これまでの観察的温泉研究（温泉医学）では、温泉入浴の習慣が、女性において高血圧（予

防）、膠原病（促進）、男性においては心疾患（予防）、大腸がん生存率（促進）の疾病予防

または促進効果を発揮する可能性 1)があると報告されている。こうした健康における効果を

活かし、温泉地の新たな魅力として考えられるのが健康との保養を掛け合わせた「メディカ

ルリゾート」である。 

 別府市は、温泉療養地としての歴史があり「産業別従業者の割合を全国の割合と比較する

と、医療・福祉、宿泊業・飲食サービス業において、全国水準を大きく上回って」いる。大

学病院等も充実し、健康面への温泉の効用についての知見を得る条件が整っている。また、

温泉の入浴用途に用いられる 10 種類の泉質のうち 7 種類が確認されており、泉質別の効果

を検討することが可能である。また、別府市で確認された温泉の効用は国内の他の温泉地で

も活用可能である。これらのことから、温泉の効能を検証するためのモデル地区として適切

であると判断した。 
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1-3 ウォーカブルシティとしての可能性 

健康によいとされる温泉が有する免疫力を高める効果が科学的に証明することによって、

地域の自然資本の価値を裏付けることが可能となる。また、別府市、別府市旅館ホテル組合

連合会の広報や実証実験協力者の募集により、湯治のための滞在や、企業のテレワークの拠

点として広く認知させることが可能となる。別府市は温泉の他、自宅の近辺で必要なすべて

のアメニティが得られるとする 15-minute city の概念を取り入れることで、移動距離の少

ないまちづくりを行う。また、市では健康増進をはじめとする SDGｓ達成に向けて明確な

数値設定を行い、PDCA サイクルを回すことで、より住みやすく持続可能なまちづくりを

行い、療養型メディカルリゾートとして国内外の認知を広げることを目指している。ウォー

カブルなメディカルリゾートとして、雇用創出、充実した医療・福祉環境や住みやすい生活

環境に惹かれた転入促進、交流人口増加が期待される。 

また、２０２１年４月に別府市は免疫力日本一を宣言し、その実現に向け九州大学都市研

究センターと包括連携協定を結んでいる。これには、別府市、別府市旅館ホテル組合連合会、

九州大学都市研究センターの３者が関わり、別府の温泉が保有する免疫力を高める効果を

科学的に証明することなど 「免疫力日本一宣言の実現」に向けた取組を連携して推進する

ために締結された（Fig. 1）。 

 

2. 方法 

 本研究は、2021 年 6 月〜2022 年 7 月にかけて実施され、136 名（男性 80 名、女性 56

名）が参加した。九州地方在住の、日常生活では温泉に入らない 20 歳から 65 歳までの健

康な日本人を対象とした。被験者には、別府温泉の 5 種の泉質のうち（単純温泉、塩化物

泉、炭酸水素塩泉、硫黄泉、硫酸塩泉）、同じ温泉に続けて 7 日間、1 日に合計 20 分以上入

浴してもらった。被試験者には、入浴試験開始前後に便検体を提出してもらい、それぞれの

検体中の腸内細菌系統組成を算出し、健康に良い効果が報告されている細菌の増減評価に

加え、その組成から様々な疾病リスク値の変化を分析した。 

Fig. 1 別府市と九州大学との連携 
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 分析は、被験者が入浴を行った 5 つの泉質の温泉「単純温泉」・「塩化物泉」・「炭酸水素塩

泉」・「硫黄泉」・「硫酸塩泉」と男女別・年代別で層別化して行い、泉質別・男女年代別の効

果を評価することを試みた。また、腸内細菌叢における各種細菌は人によって腸内における

出現率と占有率が大きく異なるため、各被験者の上位 20 種の占有率を持つ腸内細菌を対象

に分析を行った。 

 

3. 結果 

温泉入浴前後の腸内細菌叢の分析によって、泉質によって異なる疾病リスクを低減でき

る可能性が示唆された。 

Table 1 泉質別男女別で疾病リスクが下がった疾病（※赤字は平均変化量が 10%以上減少

したもの） 

 

入浴前後で疾病リスクが減少した疾病は泉質別・男女別で上表の結果となった（Table 1）。

そのうち、疾病リスクの変化に統計的な有意な結果が出たものとして、男性の単純温泉入浴

による「過敏性腸症候群」の疾病リスクが減少することが示された（Fig. 2 左）。また、50

歳未満の男性において、全ての泉質において「通風」の疾病リスクが減少することがわかっ

た（Fig. 2 右）。 

続いて、腸内細菌叢の占有率の変化について、統計的な解析を行った。結果、男性の炭酸

水素塩泉入浴によって、善玉菌であるビフィズス菌の有意な増加が認められた（Fig. 3 左）。

また、女性の単純温泉入浴によってコプロコッカスの増加（Fig. 3 中央）が、50 歳未満女性

の塩化物泉入浴でフィーカリバクテリウムの増加（Fig. 3 右）が統計的に有意な結果となっ

た。これらの細菌は、増加することで各種疾病を改善する可能性が示唆されている 2-4)。 

以上の結果から、健康懸念にあった泉質の温泉に入浴することで、各種疾病リスクを減少

出来る可能性が考えられる。今後のさらなる研究によって詳細が明らかになることを期待

したい。 
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Fig. 2 統計的有意に疾病リスクが減少した疾病 

Fig. 3 統計的有意に増加した細菌 

Fig. 4 温泉を中心としたまちづくり（大阪大学土井 健司教授より） 

 

 

 

 

• 0に最も近い箱の境界が第⼀四分位数、箱の中の線が中央値、0から最も遠い箱の境界が第三四分位数を⽰す
• 箱の上下のひげは最⼤値と最⼩値を⽰す
• 温泉⼊浴前後の⽐較は対応のあるt検定を⾏った（* p<0.05）
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4. 温泉の効果を実証することで地域貢献へ 

4.1 温泉の効果 

 別府温泉の泉質別に、疾病リスクの軽減の可能性があることを示すことができた。 

 温泉の効能について、腸内細菌叢に焦点をあて、自治体と共に大きな規模で科学的に検

証を行った。プロジェクトには企業も参画し今後の産業創出につながる可能性もある。ま

た、健康の価値について技術シーズである新国富指標を用いて数値化し評価されることで、

自治体の施策などの具体的な取り組みへの反映が期待される。 

 

4.2 地域の SDGｓへの貢献 

別府市の経済にも貢献する自然資源である温泉の価値を示すことで、SDGｓの「3．す

べての人に健康と福祉を」「11．住み続けられるまちづくりを」に資するほか、健康面の

改善により教育や経済へもよい影響も及ぼすためひいては「4．質の高い教育をみんなに」

「9．産業と技術革新の基盤をつくろう」に貢献し、人の幸福度も増加する。そこから「8．

働きがいも経済成長も」へ連鎖し、同時に活気のある「11．住み続けられるまちづくりを」

へつながる。 

 

4.3 各地への波及効果 

プロジェクト期間の検証時から、検証参加者を呼びかけることで別府の知名度が向上し

ていたためメディカルリゾート先進地としての認知が広まり、湯治の効果を得ること、及び

ワーケーションの場としても注目が集まる。それにより、観光地としてのブランド力がたか

まつことが予想される。 

 大分県は別府市以外にも湯布院や湯平温泉など、多数の温泉地を抱える。さらに、国内

において温泉地は人気のある観光地である。本研究の意義は、他の温泉地においても応用

可能であり、自然資本を活用した豊かな地域づくりに資するだろう。 
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2-4 コラム 

岩貞るみこ 

鉄道が好きな人は、乗るのが好きな乗り鉄、写真を撮るのが好きな撮り鉄、切符などを集

める収集鉄など 20 種類以上に分かれるという。クルマも、クルマ本体に興味がある人、運

転操作が好きな人、クルマでどこかに行くのが好きな人など、好きなポイントは異なる。こ

うして考えてみると歩くということも、それぞれ目的も意識も違う。健康のために歩きたい。

歩きながら散策するのが好き。買い物や役所、病院などに歩いて行かざるを得ない。出会い

（人や新たな店、メニュー、ファッションなど）に出会うために向かうなど。 

 意識が違うのだから、ウォーカブルシティも、誰の目的に沿うかで、街の作り方も、作ら

れた街の受け止め方も違ってくる。洒落た風景にしようと路面をレンガ調にして見栄えを

よくしたら、車椅子のホイールがとられたり、キャリーケースを転がすとやたらうるさいと

いうことが起こる。人が集まるように作れば、集まりすぎてそういう場所は避けたいという

人もでてくる。 

 おなじウォーカブルシティであっても、どういう街にしたいのか。その街にきて気持ちよ

く歩いてほしいのは観光客なのか、子育て世代なのか、大学生なのか、ビジネスパーソン＋

αなのか。自治体は覚悟を決めてコンセプトを明確にする必要があるだろう。そして、ウォ

ーカブルシティの評価も、それぞれのコンセプトに沿ったものを用意することが大切にな

る。もちろん、核となる部分は、街までの公共交通機関が発達している、クルマとの動線が

重ならずに安全に歩けるといった、どの街にも当てはまるものになるだろうが、コンセプト

に特化して作りこんだ部分は、別メニューを用意したい。いわゆる、ハーフビュッフェ方式

のようなものだ。 

 すべての街を“ウォーカブルシティ”でひとくくりにした評価軸では、正当な評価はできな

い。評価軸でいい点数がとれる街づくりを目指せば、おなじような街が出来上がり、だれに

とっても中途半端で魅力のない街になりそうだ。それぞれの自治体や関係者が自分たちの

街の秘めた魅力を認識し、歩く人がその魅力を十分に味わえる街づくり。また来たいと思わ

せ、あの街よかったよと周囲に言いたくなるような街づくり。そんな街づくりをそっと後押

しできるような評価基準を作りたいと感じている。 
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3. 事例研究 

3.1 ウォーカブルが求められる社会課題とアウトカムの整理 

一ノ瀬友博 

 本調査研究プロジェクトは、1 章で述べたように横断的にウォーカブル・シティを評価す

る手法を開発することを目的として開始された。評価のための指標は、研究の背景で紹介し

たように Saelens の NEWS1)をはじめとして、様々なものが提案されてきた。調査研究プロ

ジェクトの 1 年目は、それらのウォーカビリティ指標を整理し、横断的かつ統合的な指標

をまとめようと議論を開始した。それらの結果は 4 章でまとめるが、ウォーカブルとはど

ういうことであるのかという問いは、なぜ都市はウォーカブルでなければならないのかと

いう根本的な問いに突き当たることになった。 

 これまで提案されているウォーカビリティに関わる指標は、その指標を設定する背景や

理由が存在する。2 章で欧米の先進事例としてアメリカ、オーストリア、フランス、スペイ

ンの現地調査の結果を示したが、それぞれの国、都市においてウォーカブルな都市を目指す

社会的な背景や動機は、それぞれ異なっていた。そしてそれは COVID-19 のパンデミック

を経て、さらに変化しつつあり、時間ともに求められるウォーカブルな都市も変わっていく

ことが明らかになってきた。研究会においても、物理的に歩いてアクセスができる「歩ける」

というウォーカブルが最低限求められる要件であるという点では意見の一致をみたもの

の、その先にある「歩きたくなるまち」や国土交通省が目指すような「居心地のよいまち」

というまちのあり方は、その評価方法は主観的なものになり、必ずしも一義的に決まらない

かもしれないという議論が度々なされた。そこで、ウォーカブル・シティを捉える上での、

Fig. 1 のようなフレームワークの整理を行った。 

 私たちが働き、暮らす都市には様々な社会課題が存在している。都市をウォーカブルにす

ることは、目的ではなく、手段である。ウォーカブルに関わる取組かどうかにかかわらず、

都市における施策や事業の最終的な目標は、人々のウェルビーイングの向上と言えるだろ

う。つまり、ウォーカブルなまちづくりは、それぞれの都市における社会課題に応じて、ウ

ォーカブルという手段により人々のウェルビーイングを向上させるものである。都市には

様々な社会課題が存在するが、それは都市により大きく異なる。社会課題を解決するためウ

ォーカブルに関わるインプットが選択され、それに対するアウトカムが得られる。例えば、

発展途上国の都市においては、交通インフラや治安が社会課題として大きなウェイトを占

めるかもしれないが、日本の地方都市においては人口減少や高齢化、そして健康といった課

題が重要性を増しているだろう。交通インフラの整備や治安の向上を目指すためにとられ

る手段は、都市の若年層の人口確保を目指した手段とは全く異なるだろう。最終的なゴール

はウェルビーイングの向上ということで共通していても、スタート地点が異なれば、インプ

ットもアウトカムも異なる。これがウォーカブル・シティを評価する手法が一様に定まらな

い、あるいは一様であるべきではない、根本的な理由である。しかし一方で、1 章で述べた

ように地球環境問題は、世界共通の課題であるし、ある都市が抱える社会課題は多かれ少な
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かれ他の都市にも存在する。よって、それぞれの都市のウォーカブルを評価する際の優先順

が変わると捉えるべきであろう。このフレームワークに基づき、各国や各地の事例を整理し

たり、既往研究で提案されているウォーカビリティ指標を見ることにより、ウォーカブル・

シティの評価のあり方が理解できる。また、日本の都市をウォーカブルにするという意味に

おいても、中心市街地の活性化が求められる人口減少、高齢化を迎えている地方都市と、依

然として人口が集中し地価が上昇している大都市中心部は、その評価のあり方が自ずと変

わってくるだろう。 

 

 

参考文献 

1) Saelens, B. E., Sallis, J. F., Black, J. B. and Chen, D.: Neighborhood-based differences in 

physical activity: an environment scale evaluation, Am J Public Health, Vol. 93, No. 9, pp. 

1552-1558, 2003. 

  

Fig. 1 ウォーカブル・シティを捉えるためのフレームワーク 
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3-2 都市構造と街路空間から見たウォーカビリティ 

鳥海梓 

1. はじめに 

本プロジェクトでは、ウォーカブル・シティを分野横断的、統合的に評価する手法を開発

することを目的としている。本章では、そのうち、都市・交通計画、交通工学的立場から、

都市構造と街路ネットワークを対象としたウォーカビリティの評価の観点を整理する。 

ウォーカブルとは、歩くことができる（walk + able）ことを表す言葉であり、そのために、

歩くことができる道や空間が物理的にあるのかどうか、歩くことが身体的に可能な距離で

あるのかどうか、そもそも歩きたいと思う＝歩くことを受容するのかどうかなど様々な意

味が込められる。また、ウォーカブルの評価や議論が適用される規模は、都市全体から個々

の道路構造（例えば、ある一か所の横断歩道）まで様々である。それは、より詳しく考えれ

ば、誰の何のための移動をウォーカブルにしたい／すべきなのかという具体的な対象に繋

がる。例えば、近年、日本で推進されているウォーカブル施策の多くは、個別街路あるいは

複数の街路の連なりくらいの規模を対象にウォーカブルを実現することで、まちなかを訪

れる人に歩いて回遊させ、賑わいを創出することを目的とした「居心地が良く歩きたくなる」

空間 1)の形成である。一方、パリ市の 15min City に代表されるような取り組みは、街区あ

るいは都市といったより広域な規模で、全ての市民の都市生活に必要なサービスへの移動

をウォーカブル（徒歩あるいは自転車）にしようとするものである。 

このようなウォーカブルの規模あるいは実現対象の違いを、ここでは Fig. 1 に示すよう

に、「まちなか自体が歩きやすい／歩いて楽しい空間である」という縦軸と「まちなかへ歩

いて行ける（自家用車を使わずに行ける）」という横軸の二つを用いて整理する。前者（縦

軸）は、日本の「居心地が良く歩きたくなるウォーカブルな空間づくり」に代表されるよう

な、個々の街路空間あるいはそれが繋がって形成される比較的小規模な範囲でのウォーカ

ビリティの実現である。これは、まちなかを訪れる人がその中では歩いて移動するように促

すことで、まちなかの回遊性を向上させ、賑わいを創出することに繋がる。一方、後者（横

軸）は、まちなかの勢力圏に居住する人すべてが歩いて（または自家用車を使わずに）まち

なかに行くことができるという、15min City に代表されるような都市規模のウォーカビリ

ティの実現である。 

Fig. 1 には、前述の二軸によるウォーカビリティ実現に必要な要素として、都市計画に係

るもの（水色）、公共交通計画に係るもの（紫）、街路空間設計や交通運用に係るもの（緑）

を例示している。まず、縦軸の実現、つまり、まちなか自体を歩きやすい空間にするために

は、歩行者と自動車が交錯しない街路空間づくりが必要不可欠であり、これは、通過交通を

排除することのできる適切な道路網の形成や、それと連動した駐車場の適正配置や出入制

限等、バス停等の停車空間の適切な配置により実現する。また、ベンチ等のストリートファ

ニチャーによる歩行者のための滞留空間の形成、植樹・植栽等による日陰や良好な景観の形

成などによって、歩行者が歩く距離や時間を長く感じさせない工夫により、歩ける距離を長
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くする工夫も重要となる。さらに、そもそも目的地となる場所（商業施設、集客施設、公共

施設や交通結節点等）が点在しているのではなく、歩ける距離に集約していなければ、まち

なかがまちなかとして機能しない。一方、横軸の実現、すなわち、まちなかへ歩いて、ある

いは自家用車を使わずに行けるようにするためには、基本的には、市民の居住地をまちなか

や公共交通（バス停や駅）に近い場所に集約する必要がある。これは、「国土のグランドデ

ザイン 2050」に示される「コンパクト＋ネットワーク」3)な国土構造の実現に他ならない。

居住地の集約により自家用車でのまちなかへの来訪を抑制することは、まちなか周辺の駐

車場配置の適正化にとっても重要であるし、公共交通網の整備は、まちなかにおけるバス停

の配置とも大きく関連する。このように、各種要素は互いに関連しながら 2 つの軸からな

るウォーカブルに作用していると考えられる。 

本プロジェクトが掲げる「ウォーカブル・シティ」とは、究極には、横軸、すなわち都市

全体でのウォーカビリティの実現だと考える。縦軸の「まちなか自体を歩きやすい／歩いて

楽しい空間にする」というウォーカビリティだけを実現しても、横軸のウォーカビリティは

実現されない。ただし、まちなかの歩きたくなる空間を広げることで、まちなかへ歩いて行

く人の範囲が広がる、あるいは、まちなかを公共交通にアクセスしやすくすることで、まち

なかまでの交通手段を自家用車から公共交通に転換する 4)といった相乗効果は期待される。

一方で、まちなかが全くウォーカブルでないのに都市全体をウォーカブルにすることは考

えにくい。そのため、Fig. 1 に示す矢印のように、まずは、まちなか自体を歩きやすい／歩

いて楽しい空間にしながら、まちなかへ歩いて、あるいは自家用車を使わずに行ける人を増

やすという道筋を辿るのが、多くの都市にとって現実的と考えられる。 

以降では、まず 2 で都市拠点サービス圏域分析において、「まちなかへ歩いて行けるか」

という軸でのウォーカビリティの日本の現状を議論したうえで、3 でまちなかの街路空間の

現状についての調査結果から、「まちなか自体が歩きやすい空間であるか」という軸でのウ

ォーカビリティについての課題を整理する。 

 

 

 

 

Fig. 30 二軸によるウォーカビリティの整理 
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2. 風配図を用いた生活拠点サービス圏域の地域比較によるウォーカビリティ 

2.1 はじめに 

本節では、Fig. 1 の横軸「まちなかへ歩いて（自家用車を使わずに）行けるか」という視

点でのウォーカビリティについて、「まちなか」へ来訪する人々の居住地の分布に着目して

分析する。ここでは、「まちなか」を生活に必要な機能が集約した領域（生活拠点）として

定義し、そこに来訪する人々の居住地が分布する領域をそのまちなかの「サービス圏域」と

呼ぶこととする。各まちなかのサービス圏域の大きさや形状は、そのまちなかが位置する地

域の地勢や人口分布状況などによって大きく異なる。そこで、公共施設等の位置情報に基づ

いて「まちなか」＝生活拠点を抽出したうえで、風配図を用いて各生活拠点がカバーすべき

集落・住区の方位や距離の分布を可視化して示すことにより、サービス圏域の地域による差

異を把握し、ウォーカビリティの実現可能性や課題を考察する。 

2.2 まちなか＝生活拠点の抽出 

「まちなかへ歩いて（自家用車を使わずに）行けるか」というウォーカビリティを評価す

るためには、まず、「まちなか」とはどこなのかを定義する必要がある。人々がまちなかに

行く目的は、そこで提供される何らかの機能やサービスを利用することと言える。何らかの

機能やサービスを提供する施設が集約した場所は、都市・交通計画においては、しばしば「拠

点」と呼ばれ、まちなかも一種の拠点とみなすことができるであろう。拠点には、大都市圏

の中心となるものから日常生活の中心までいくつかの階層が存在するとされており、その

計画・設定方法については、既往研究 5), 6)などにより様々な議論がなされている。 

現状において、日本の拠点に対する統一的な定義はないため、本研究では、日本における

拠点の定義を提案している「機能階層型道路ネットワーク計画のためのガイドライン(案)」

7)を参考にした。このガイドライン(案)では、Table 1 の通り、拠点を、利用可能な施設によ

 

Table 1 拠点階層と拠点が有する施設 7) 

拠点階層 拠点施設 

大都市拠点 のぞみ停車駅、国際空港、国行政機関(整備局等)、国際展示場、 

本社・支社(上場企業)など 

高次都市拠点 ひかり停車駅、地方空港、県庁/政令指定市役所、第三次医療施

設、 

国公立大学、百貨店、支店(上場企業)など 

生活拠点 快速停車駅、市・区役所、一般病院、高等学校、営業所(上場企

業)、大型ショッピングセンターなど 

小さな拠点 駅、バスターミナル、旧役場庁舎、診療所、小中学校、 

スーパーマーケット、JAなど 

集落・街区 集会所、自治会 
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っていくつかの階層に分けて定義している。今回、「まちなか」に対応する拠点は、現在の

まちなかウォーカブル施策 8)の実施対象となっている地域を想定しながら、「生活拠点」を

目安に抽出することとした。 

生活拠点では、Table 1 に示すような異なる目的を持った施設が、コンパクトな地域の中

に複数存在することが求められる。このため、まず、国土数値情報 9)を用いて、Table 1 に

示されるような各種施設の位置を把握した。使用したデータとその作成年度を Table 2 に示

す。Table 2 の通り、Table 1 に示される施設のうち位置データが利用可能なものは限られ、

快速停車駅は鉄道駅、大型ショッピングセンターは用途地域が商業地域または近隣商業地

域である領域として読み替えている。次に、抽出された各種施設が、コンパクトな空間の中

に集約されていることを確認するため、市区役所を中心として、Table 2 に示したデータか

ら得られるその他の各種施設までの距離を調べた。ここで、大型ショッピングセンターの代

替として用いている商業地域・近隣商業地域は、点ではなく領域のため、市役所がこれらの

領域内に含まれれば距離は 0、そうでなければ領域外縁までの最短距離としている。全国各

地（北海道と沖縄を除く）の市区役所か

ら各種施設までの距離の分布を Fig. 2

に示す。この図から、全ての市において、

駅や一般病院などの施設が集約して配

置している訳ではないことがわかる。将

来的にコンパクトな拠点＝まちなかを

形成するためには、現状においてもある

程度施設が集約されている必要がある

と考えられる。そのため今回は、すべて

の施設が 2.5km 以内に配置している箇

所を、生活拠点＝まちなかとして抽出し

Table 2 生活拠点の抽出に用いたデータ 

拠点施設 国土数値情報データ名と作成年度 留意点 

快速停車駅 鉄道（鉄道駅） H27~30（2015~2018） 快速停車駅かは判別不可能 

市区役所 
市町村役場等及

び公的集会施設 
H22（2010）  

一般病院 公共施設 H18（2006）  

高等学校 公共施設 H18（2006）  

営業所 

（上場企業） 

  
該当データ 

なし 

大型ショッピン

グセンター 
用途地域 H23（2011） 

近隣商業地域・商業地域で

代替 

 

 

 

Fig. 31 市区役所から各種施設までの距離 
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た。 

 

一方、まちなかとして抽出した生活拠点を来訪する人々の居住地（集落・住区）の分布に

ついては、国土数値情報（市町村役場等及び公的集会施設データ：H22）から全ての行政施

設及び集会施設を設定することで代替的に抽出した。今回は、居住地の分布を簡易的に抽出

するために、ある程度の人口が存在する居住地を代表する点として行政施設・集会施設を用

いているが、同じ施設でも、それぞれの点がカバーしている居住地の範囲や人口は異なる点

は今後の課題である。 

2.3 風配図を用いたサービス圏域の把握とウォーカビリティ 

2.2 で抽出された生活拠点（まちなか）、集落・住区の代表点を Fig. 3 に示す。これより、

生活拠点（まちなか）はもちろん、集落・住区についても、地域によって分布が偏っている

ことがわかる。今回は、集落・住区に住む人々はそれぞれ最寄りの生活拠点を利用すると仮

定することにより、生活拠点に来訪する人々の居住地が分布する領域「サービス圏域」を可

視化する。 

風配図（wind rose）は、ある地点のある期間における、各方位の風向および風速の頻度を

表すために、中心点を中心に方位を分け、各方位における風速レベルごとの風の出現頻度を

極座標状に描いたヒストグラムである。本研究では、生活拠点（まちなか）を中心点とし、

そこから見た各集落・住区の方位に対して、各集落・住区までの距離を風速に見立てて風配

図を描くことで、拠点のサービス圏域の指向性や領域の大きさ、密度などを、感覚に近い形

で可視化することを試みた 10)。生活拠点から各集落・住区までの距離は、Arc GIS Geo Suite 

道路網（©Esri Japan, 住友電

工, 2020）11)を用いて測定を行

い、1km 毎に区分した。距離の

最小区分（1km 圏内）は、一般

的に徒歩圏が半径 800m であ

ること 12)や、「歩いて行ける範

囲」は 1000m 以下と答えた人

の割合が 50%以上であったと

いう過去の調査 13)から、概ね徒

歩圏と見なせる範囲の目安と

なる。一方、自転車まで含めて

も、自転車が自動車より有利と

なる移動は 5km 程度以下 14)と

言われており、逆に 5km 超の

移動に自動車を使わせないこ

とは難しいため、これを最大区

 

Fig. 32 高次都市拠点、生活拠点、集落・住区の代表点 

 

・集落・住区の代表点（53432箇所）
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分とした。方位については、データの分布状況を見ながら 45 度毎にデータを区分すること

とした。また、元の風配図では、風の出現頻度を百分率で表す場合が多いが、今回は、集落・

住区の数そのものの違いを表すため、百分率ではなく絶対数を用いた。 

千葉県内を対象に、サービス圏域を表す風配図を描いた結果を Fig. 4 に示す。この図よ

り、生活拠点（まちなか）のサービス圏域には方位による偏りがあることや、圏域の大きさ

や密度に差異があることが確認できる。東京近郊に位置する千葉北西部にある生活拠点、

（野田〜浦安）では、集落・住区までの距離は短く、その数が多い傾向にある。このような

地域の集落・住区（居住地代表点）から生活拠点までの距離の集計を Fig. 5 に示すが、半数

以上の集落・住区が 3km 圏内程度に収まっている個所も見られる。これらの地域では、比

較的、都市全体をウォーカブルにできる可能性が高いといえる。 
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一方、中央部や東部（佐倉〜銚子）では、距離が長く数は少ないことから、生活拠点（ま

ちなか）から離れた箇所に居住地がまばらになっている傾向が強い。また、房総半島である

南部（木更津〜館山）では、生活拠点から集落・住区までの距離は長く、さらに集落・住区

の数が多い。これは、生活拠点（まちなか）どうしが離れて点在していることにより、広い

サービス圏域をカバーしなければならないことを表している。これらの地域では、生活拠点

から 1km 圏内にある集落・住区はかなり限られ、5km 圏外にある場合も多い。このことは、

都市圏全体を「歩いて行ける」ようにすることは難しく、公共交通との連携（本分析では考

慮されていない）や居住地等の集約を中長期的に実現する必要性を示唆している。言い換え

 

Fig. 33 千葉県内の生活拠点のサービス圏域の風配図 
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れば、上記の現状を踏まえると、自動車によるまちなかへのアクセスは、短期的には許容せ

ざるを得ないものと考えられる。 

また、今回は現在のまちなかウォーカブル施策 1)の実施対象となっている地域を想定しな

がら、それに対応する階層として生活拠点を分析対象としたが、実際には、それより小規模

な小さな拠点（Table 1）のような場所をウォーカブルな空間として形成し、そこへの徒歩

で行けることをまずは確保していくことも重要と言えるだろう。 

2.4 分析上の課題 

今回は、生活拠点と集落・住区間の距離を道路上の距離で計測したが、信号等による待ち

時間や横断歩道の数、階段、坂道等の有無なども「歩けるかどうか」には少なからず影響を

与えると考えられ、これらを踏まえた評価の拡張が今後の課題である。徒歩だけでなく「自

動車を使わずに行けるか」を評価するには、道路上の距離を、公共交通ネットワークを考慮

した移動距離や移動時間に置き換える必要がある。また、拠点の抽出にあたっては限定され

たデータにより決め打ちで設定した条件も多いので、より妥当性の高い方法の検討が必要

であり、このような検討に有用な施設配置や道路／交通ネットワークデータのさらなる整

備が望まれる。 

 

3. まちなかにおける街路ネットワークの機能分担に関する現状調査 

3.1 はじめに 

本節では、Fig. 1 の縦軸「まちなか自体を歩きやすい／歩いて楽しい空間にする」という

ウォーカビリティについて、まちなかにおける街路ネットワークの現状を視察・調査した結

果を紹介する。 

 

Fig. 34 生活拠点のサービス圏域が空間的に比較的小さい地域 

 

生活拠点代表点 野田 柏 流山 松戸 市川 船橋 習志野 浦安

居住地代表点までの距離_最大値[km] 10.5 5.8 5.6 5.2 4.6 4.8 5.5 4.0

居住地代表点までの距離_平均値[km] 4.1 2.7 2.9 2.7 2.1 1.9 2.2 2.3

居住地代表点数 49 43 42 43 46 22 29 51

1km圏内の居住地代表点の割合 14% 21% 12% 19% 22% 41% 14% 12%

2km圏内の居住地代表点の割合 31% 35% 33% 30% 43% 59% 66% 41%

3km圏内の居住地代表点の割合 37% 58% 48% 53% 70% 77% 76% 67%

4km圏内の居住地代表点の割合 43% 72% 76% 84% 93% 86% 93% 100%

5km圏内の居住地代表点の割合 67% 91% 93% 93% 100% 100% 93% 100%
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前述の通り、まちなか自体を歩きやすい空間にするためには、歩行者と自動車が交錯しな

い街路空間づくりが必要不可欠である。それを実現するためには、自動車の流入を最小限に

抑える必要があり、通過交通を排除することが大前提 15)である。一方、2 からも示唆された

ように、すべての人が歩いてまちなかに来るわけではなく、バスなどの公共交通を中心にし

つつ、当面、多くのまちなかでは自家用車による来訪も一定程度許容せざるを得ないと考え

られる。まちなかには、まちなかの施設に必要な物資等を運搬する自動車交通の出入りや荷

捌き駐停車も不可欠である。そのために、公共交通や自家用車からやってきた人々や物資が

乗降する駐車場や乗降空間を適切に設置する必要がある。これらを言い換えると、街路ネッ

トワークを構成する一本一本の街路の機能分担、すなわち、通過する自動車、駐車・停車す

る自動車、乗降する歩行者、通行・回遊する歩行者など様々な利用者のうち誰を優先するか、

を明確にすることが重要である。 

道路ネットワークの機能分担については、長年、主として自動車交通を対象に、その必要

性が議論されてきた。すなわち、道路交通に必要な機能には、高速で通過するための移動機

能（トラフィック機能、通行機能などとも呼ばれる）と、沿道出入するための沿道出入機能

（アクセス機能）および路上駐停車するための滞留機能があり、これらがトレードオフの関

係にあることから、道路ネットワークにおいて各機能の優先度合いに基づいて「階層」を区

分し、階層の異なる道路を適切に接続することで、効率的な交通を実現させようという機能

階層型ネットワークの議論 7)である。この議論 7)のもと、日本では、街路（市街地内の道路）

については AU〜FU の 6 階層に区分することが提案されている。AU は都市高速道路であり、

移動機能が最優先され、自動車が最も高速で通行できる道路である。以降、BU, CU, DU, EU

と階層が下がるにつれて移動機能の優先度が下がり、自動車が走行可能な速度は落ちてい

く一方で、沿道出入機能や滞留機能の優先度が上がっていき、路外駐車場への出入や路上駐

停車に対する制限がなくなっていく。FU はモール等の歩行者専用道路あるいは通行可能な

車両を限定した道路と想定されている。 

この提案に対して、鳥海・大口 16)は、歩行者ネットワークとの関係を Fig. 6 のように整

 

 

Fig. 35 街路の自動車に対する機能と歩行者ネットワークとの関係 16) 
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理している。ここでは、自動車に対する機能により定義された街路の階層に対して、自動車

の沿道出入や駐停車により生じる歩行者の乗降との関係を踏まえて、歩行者と自動車の優

先関係や、各階層における歩車分離・共存のあり方について新たに整理を加えている。本節

では、このようなあるべき姿を念頭に、まちなかの街路ネットワークの現状を視察・分析す

ることで課題を考察する。 

今回は、松戸駅、柏駅、船橋駅、津田沼駅、木更津駅周辺を対象に視察や分析を行った。

このうち、船橋市以外は、ウォーカブル推進都市 8)（※津田沼駅:習志野市）にある。「まち

なか」、すなわち、歩行者が多く、回遊や賑わいを生むことが期待される範囲として、概ね

駅から徒歩 10 分圏内（歩行速度 1m/s 想定で 600m 圏内）を視察や分析対象とした。分析

においては、Arc GIS Desktop および Network Analysit を用いて、ArdGIS Geo Suite 道路

網 201911) （旅行速度等は H27 センサス 17)（2015 年）に基づく）を用いている。 

3.2 通過交通を排除する街路ネットワークの形成状況の調査 

本項での「通過交通」とは、まちなか自体には目的地・用事がない自動車交通を意味する。

通過交通をまちなかから排除することは、まちなかにおける歩車交錯を可能な限り減らし、

ウォーカブルな空間を形成するために必要不可欠である。そのためには、まちなかの周囲に、

通過交通が利用すべき幹線道路が整備され、通過交通が求める移動機能、つまり高速での走

行が確保されている必要がある。加えて、通過交通の利用を意図しないまちなか街路では、

逆に高速での通行ができないようになっている必要がある。そうでなければ、幹線道路とま

ちなか街路の機能分担が実現しない。 

そこで、まず、松戸駅、柏駅、船橋駅について、通過交通が使用すべき幹線道路と、幹線

道路の代替として通過交通が流入する可能性のあるまちなか街路（代替路線）の移動性能を

比較した。幹線道路は、都市計画マスタープラン 18)-20)や近隣都市との配置関係を確認のう

え、近隣都市（対象地と同等かそれより大規模）を結ぶ国道とし、代替路線は、幹線道路と

発着方向を同じくするまちなかの路線を、それぞれ Fig. 7(a)のように設定した。幹線道路

と代替路線の旅行時間と旅行速度を比較した結果を Fig. 7(b), (c)に示す。これより、基本的

には、これらの幹線道路では、代替路線より高い移動機能（旅行時間は短く、旅行速度は高

い）が実現しているものの、その差は大きくないことがわかる。特に、幹線道路の旅行速度

は、非混雑時であっても 20~30km/h にとどまっており、高い移動機能が実現しているとは

言い難い現状がみられる。特に、柏や船橋ではそれが顕著である。この原因の一つとして、

幹線道路の信号交差点密度が代替路線と同程度に高いことが考えられる。 

次に、まちなか周辺の街路ネットワーク全体における移動機能の分担状況をみるため、各

駅周辺の各道路を非混雑時の旅行速度で塗り分けたものを Fig. 8 に示す。これを見ると、ま

ちなか（駅から 10 分圏）の内外に関わらず、また、道路幅員（車線数や歩道の有無により

異なる）によらず、非混雑時でも 20km/h 以下の低速区間が多く、移動機能としてはどの路

線も変わらない、メリハリのない状態になっていることが窺える。現地を視察した限りでは、

この低速状態は、信号および無信号交差点間隔が短いこと、無秩序な路上駐停車や歩行者の
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横断歩道外横断が生じていること等によるもので、道路構造や交通制御の工夫によって、計

画的に走行速度を高く、あるいは低くしようとしている区間は少ない。まちなかの内部では、

通過交通を排除するため、意図的に自動車の通行禁止区間や一方通行規制を適用すること

で、走行しにくくすることが有効であるが、Fig. 9 からは、これらの対策が取られている区

間は極めて限定的であることがわかり、実際に、規制が行われているのは駅前広場周辺のみ

に限られる。 

以上より、まちなか周辺の街路ネットワークにおいては、まちなか内外によらず総じて旅

行速度が低い状態にあり、自動車の移動機能上の役割分担は曖昧であることが示唆される。

まちなかから通過交通を排除するために、幹線道路等の移動機能の改善を図ること、特に信

号交差点密度などの見直しによる根本的な走行性能の向上が重要な課題であるといえる。

また、まちなか内部においても、現状では、無秩序な路上駐停車、路外からの出入、と歩車

の錯綜（後述）によって、意図せず旅行速度が低下している状況であると考えられ、街路ネ

ットワークの階層化により、街路の機能にメリハリをつけた計画的な運用が望まれる。 

 

(a) 設定した路線 

 

(b) 旅行時間と距離の比較 (c) 旅行速度と信号交差点密度の比較 

Fig. 36 幹線道路と代替路線の比較 
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3.3 まちなかにおける自動車出入と歩車錯綜に関する調査 

本項では、まちなか内部における歩車の錯綜、特に、歩行者とまちなかに来訪する自動車

の錯綜について議論する。前述の通り、当面は、まちなかへの自動車での来訪を一定程度許

容せざるを得ない。これにより生じるまちなかでの自動車の路外駐車場への出入や路上駐

停車は、歩行者と錯綜することでウォーカビリティに大きく影響を及ぼす。一方で、駐車場

や路上駐停車場所は、自動車に乗降する歩行者の発生・集中地点でもある。これを踏まえて、

 

Fig. 37 まちなか周辺の非混雑時旅行速度の分布状況 

 

 
Fig. 38 まちなか内部における通行規制の延長割合 
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Fig. 6 に示すように、自動車による乗降

空間と歩行者の賑わいのための優先／

専用空間を機能分担させる必要がある。 

このような乗降空間の扱いと歩車の

錯綜状況について現地踏査により課題

を抽出した。Fig. 10, Fig. 13 は、まちな

かにおいて、特に歩行者の賑わいが重視

される通り（沿道商店などが並ぶ区間）

とその周辺区間を対象に、駐車場の出入

口、歩道を細街路が遮る箇所（歩車の交

錯が生じる; 信号制御なし）とバス停の

位置を記録したものである。なお、位置

情報は、現地踏査において GPS 機器を

用いて記録したうえで、後日、GIS によ

り地図上の位置と整合させ、測定誤差が

生じている箇所については手作業で補

正した。 

松戸では、まちなかに駐車場が点在し

ており、歩道に駐車場の出入口が多数設

置されていることがわかる。駐車場の規

模は、集約立体駐車場、数台の小規模コ

インパーキング、商店の駐車場まで様々

であるが、特に各駐車マスから直接道路

に出入りできるハーモニカ型駐車場

（Fig. 10 に■で示すもの, Fig. 11）が多

いため、歩行者が自動車の出入にさらさ

れる可能性のある区間が長いと言える。

特に、駅前から名勝・戸定邸へ向かう経

路は、歩道の舗装などの景観が工夫され

ているものの、駐車場による自動車の出

入口が多く、歩車錯綜が生じやすいと推

察される。柏では、デパートや飲食店が並び歩行者の交通量の多い①の通りに、細街路や駐

車場出入口からの自動車の出入、バス停が集中している。この通りには、路上駐停車も多く、

歩行者の横断も頻繁で、歩車の錯綜が多く生じていた（Fig. 12）。一方で、②の通りには駐

車場出入口もバス停も少なく（Fig. 12）、二つの通りで上手く役割分担をできれば、歩車の

 

Fig. 39 まちなか街路の乗降空間等① 

 

 

Fig. 40 ハーモニカ型の駐車場 
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錯綜状態が改善できる可能性があるか

もしれない。津田沼は、駅周辺の区画が

大きく、駅前には大規模施設が並ぶた

め、駅から 5 分圏には駐車場出入口が少

なく、歩車の交錯が抑制されている。木

更津は、駅前広場付近に駐車場が集中し

ており、駅から東に延びるメイン通りで

ある富士見通沿いには、駅 10 分圏内で

は駐車場出入口が少なく、歩行者が駐車

場を出入する自動車と錯綜することは

少ない印象である。 

これらより、特に松戸や柏において

は、街路ネットワークにおける乗降空間

と歩行者優先空間のメリハリがなく、一

部の区間では、歩車が混在し錯綜するこ

とで、歩行者、自転車双方にとって通行

しにくい状況が生じていると考えられ

る。今後、歩行者を優先すべき空間を明

確にしたうえで、ウォーカブル推進施策

の一つである駐車場出入口等の設置制

限 21)などによって、乗降空間との差別化

を図っていくことが望ましい。また、現

在、まちなかでは、空き店舗や空き家の

跡地が数台分のコインパーキングに転

換されるといったことが無秩序に起こ

り、これにより小規模な駐車場がまちな

かに点在する状況が生まれている。「ま

ちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン」22)に示されるような小規模駐車場に対する規

制や「賑わい空間」への転用、小規模駐車場の集約、適正配置が望まれる。 

歩行者優先空間においては駐車場出入口を最大限抑制するとして、乗降空間においては、

歩車交錯が避けられない。駐車場や細街路からの出入自動車が歩道を横切ると、歩道上を通

行する歩行者は、自動車に対して停止したり、小走りになったり、自動車の前方または後方

を迂回するように通行したりといった反応を強いられている現実が観測されている 23)。そ

のため、まちなかの乗降空間においては、駐車場出入口や細街路との交差部があったとして

も、歩道上の歩行者優先を徹底することで、歩行者の安全を確保し、歩行者が安心しながら

歩けるようにするための工夫が必要である。この例として、駐車場出入口や細街路との交差

  

Fig. 41 柏の通り①（左）と②（右） 

 

 

 

Fig. 42 まちなか街路の乗降空間等② 

 

ー歩道

駅から10分圏（まちなか）駅から5分圏

●バス停×歩道上の細街路アクセス
▲駐車場出⼊口 ■駐車場（ハーモニカ型）

津田沼

①

木更津

ー歩道

駅から10分圏（まちなか）駅から5分圏

●バス停×歩道上の細街路アクセス
▲駐車場出⼊口 ■駐車場（ハーモニカ型）

松戸

柏

①

②

名勝・戸定邸
への経路だが
自動車出⼊口
が多い

(c) Esri Japan, ZENRIN CO.,LTD.



110 

部においても、歩道部の高さを保つスムース歩道（逆に自動車の方は、歩道と交差する際に

凸部があるために、速度が抑制される）や、Fig. 14 のように細街路出入口でも歩道との連

続性を保つ舗装などが挙げられる。米国の Access Management Manual24)でも、駐車場や細

街路出入口において歩道のレベル（舗装高）を落とさないことが重要とされている。この他

に、右折での駐車場出入を禁止したり、歩道と車道の間の路肩部分に駐車場出入車両のため

の待機空間を設けたりすることで、駐車場から出る自動車が車道に出るまでの待ち時間に

歩道を閉塞しないようにすることができ、歩行者との錯綜を減らすことができる 25)。この

ような対策は、駐車場に入る自動車が充分速度を落としてから歩道に進入できるようにす

ることにも繋がる。また、乗降空間においては、自動車から乗降した歩行者の道路横断が頻

繁に生じるため、横断歩行者と自動車が双方を見つけやすいように街路樹や電柱などの配

置に留意する必要があり、また、横断歩行者に対してすぐに停止できるように、全体として

走行速度を落とさせる工夫が必要である。 

3.4 まちなかにおける乗降空間の現状 

Fig. 10, Fig. 13 は、乗降空間としてバス停の位置も示している。多くの箇所に共通して見

られた課題として、駅前広場以外の場所にあるバス停には、バスを待つ人のための滞留空間

が設けられていない（Fig. 15）ことが挙げられる。中には、バスの停車空間を歩道側に切り

込んでいるためにバス停周辺の歩道が他より狭くなっている箇所や、沿道の商店が設置す

る商品棚により歩道が狭くなっている箇所もみられた。バス停に滞留空間がないと、バス待

    

Fig. 43 細街路で歩道が分断される例（左）と舗装で歩道の連続性を示す例（中・右） 

 

    

Fig. 44 歩行者のための滞留空間のないバス停 
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ちをする歩行者と通行する歩行者との交錯が生じるため、特に歩行者通行量の多い歩道に

おいては、歩きやすさ＝ウォーカビリティに影響がある。また、今後の公共交通促進のため

にも、バス停で心地よく待つことが出来るかどうかと言った滞留空間のあり方については

再考の余地があると言えるだろう。 

加えて、自家用車の乗降空間として計画的に設けられている箇所は、駅前広場のみにほぼ

限定されており、現実には、路上駐停車のほとんどは、個々人の判断で行われ、結果として、

前述のような歩車の錯綜の主要因の一つとなっている。自家用車でのまちなか来訪が避け

られないのであれば、3.3 で述べた駐車場の配置の議論と併せて、乗降空間において路上駐

停車箇所を計画的に配備することが重要であると考えられる。 

3.5 今後の課題 

本節では、「まちなか自体を歩きやすい／歩いて楽しい空間にする」というウォーカビリ

ティ実現に向けた課題について、街路ネットワークにおける機能分担に注目しながら、分

析・調査を行った。ウォーカビリティというと歩行者専用／優先空間にばかり目が行きがち

であるが、その実現のためには、自動車交通に対する移動機能（高速性）を確保した幹線道

路や、自動車からの乗降空間の整備を併せて実施することで、メリハリのある街路ネットワ

ークを形成することが必要であると考えられる。さらに、歩行者は歩行者専用／優先空間だ

けを通行する訳ではなく、幹線道路における歩行者の横断のしやすさや、乗降空間における

歩行者優先などが実現するように、場所に応じたウォーカブルのあり方を考え、道路構造、

交通制御などの工夫を講じることが望ましいと言えるだろう。 

今回は、限られた箇所の視察・調査により、課題を抽出したが、より定量的な計測や対策

の効果の定量的な評価を行っていくことが今後の課題である。また、今回は、自動車と歩行

者のみに着目して課題を整理したが、現地踏査においては、歩道上の駐輪や駐輪場の配置に

おける問題点も確認され、自転車も含めた街路ネットワークの計画論も今後の課題である。 
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3-3 HLC·Space Syntax·自動車交通量を用いたウォーカビリティ評価 

伊藤佑亮・森本章倫 

1. 本節の目的 

近年世界の多くの都市で“Walkable”をキーワードに、都市を歩きやすい空間へと再構築す

る取り組みが進められている。またウォーカビリティ指標においても、Frank et al. 1) によっ

て開発されたWalkability Index (WI) をはじめ、歩行者環境の評価に関する試みが盛んに行

われている。 

本節は著者らの既往研究2) 3)の一部を抜粋して、Walkabilityを巡る研究や歩行者環境の評

価指標をまとめたものである。なお対象地におけるケーススタディとして、整理した論点に

基づき歩行者環境の評価・分析に向けた検討を行い、具体的な歩行者環境の整備手法および

評価指標を提示する。 

 

2. Walkabilityを巡る論点の整理 

2.1 Walkabilityを巡る論点の階層化 

まず、これまでの既往研究をもとに、Walkabilityを巡る論点を階層に分けて整理した。そ

の概念的枠組みをFig. 1 に示す。 

Fig. 1 Walkability に関わる概念的枠組 

 

Fig. 1の三角形の最上段にあるビジョンは、単に「歩きやすい」歩行者環境を実現すると

いう政策にとどまらず、Walkabilityを向上させることで得られる個人や社会に対する効果を

目的とした政策を含んでいる。第2層は、証拠に基づく政策立案（EBPM）の観点から政策

を客観的に評価する指標に関するレベルであり、主として研究レベルでそのロジックモデ

ルを構築することが想定される。第3層の実践レベルでは、地域のプロジェクトを実行する

なかで、対象地が抱える課題を洗い出したり、プロジェクト内の整備手法を評価したりする

ための指標について想定する。さらに最下層では、地域の文化・文脈を考慮することが必要

であると考える。これらの階層に基づき、Walkabilityを巡る論点を整理する。 

 

 

 

―政策レベル

―研究レベル

―実践レベル

―地域レベル

ビジョン

評価指標

地域のプロジェクト

地域の文化・文脈

政策レベルから地域レベル
に向けたアプローチ

地域レベルから政策レベル
に向けたアプローチ
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2.2 政策レベルにおけるWalkabilityの論点 

政策レベルでは、Walkabilityを向上させた先にある都市のビジョンについて、Forsyth, 

A.(2015) 4) を引用しながら整理を行う。 

a) 活気があり社交的なまち 

歩きやすい歩行者環境を整備することで、活気があり社交的なまちなかを実現するとい

うビジョンである。このような都市のビジョンは、商業地域や用途地域が複合的な地域で適

用可能であると考えられる。 

b) 自動車に頼らない持続可能な交通体系 

過度なモータリゼーションの進展を省みて、自動車に頼らない歩行者交通を中心とした

交通手段を整備することで、経済的・環境的・社会的に持続可能な交通体系を実現するとい

うビジョンである。環境負荷を低減すると同時に、年齢、所得、障害などの理由で自動車を

利用できない人にも機会を提供することになる。 

c) 健康に暮らせるまち 

自動車に依存した生活を前提としたスプロール地域において肥満率が増加したことを受

けて、歩いて生活できる都市環境・都市構造へと再構築することにより、健康に暮らせるま

ちを実現するというビジョンである。このビジョンは、Walkabilityの概念が都市計画分野と

公衆衛生学分野の複合的な領域で生まれたことからもわかるように、Walkabilityの議論の出

発点である。 

 

2.3 研究レベル・実践レベルにおける論点 

歩行者環境の評価指標は、Walkabilityの議論が盛んになるより以前の1960年代から検討

が行われてきた。Fruin 5) は、歩行速度の変化と側方から流入する歩行者が流れを乱さずに

横断できる確率等から、歩行者密度ごとに歩道のサービスレベル(LOS)を設定している。こ

れは当時、モータリゼーションの進展に伴い渋滞が深刻化していた高速道路におけるLOS

の議論を背景にもっている。そのため、歩行時の速度・経路の選択自由度や錯綜・衝突度合

を歩行者密度ごとに示すことで快適性のレベルを表しているものの、あくまでも歩行需要

の高い通りの歩道において、円滑に歩行者交通をさばくことを目的とした指標であること

に注意が必要である。 

一方Hillier et al. 6) によって構築されたSpace Syntax理論は、空間の形態・繋がり方の特性

を人間の認知に基づく単位で解析し、空間の使われ方のポテンシャルを明らかにする理論・

手法である。Hillier et al. 7) は歩行者行動を論じるにあたり、見通しの良く中心性の高い空

間に人々が集まるという考えをもとに、集客施設よりも、その背後にある空間構成に着目し

ている。歩行者環境の評価指標は主にIntegration Value（近接中心性指標）とChoice Value

（媒介中心性指標）がある。詳細な説明は西村ら 8) に譲るが、これらの指標を用いること

で、ある街路が経路として使われやすいのかどうか、滞留空間としてふさわしい空間なのか

どうか等を議論しやすくする基礎データとなったり 9) 、歩行者ネットワーク全体で見たと

きにボトルネックとなっている街路を特定したりすることができる。 
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Frank et al. 1) によって開発されたWIは、交差点密度、土地利用混合度、住宅密度の3指標

を、被験者に装着した加速度計で測定した身体活動量に対して説明力の高い指標として位

置づけている。これを用いて歩行者環境の整備手法を立案した事例は少ないが、歩行が促進

され健康に生活できる可能性のある地域がどこであるか、人々に情報提供を行うことがで

きる。そのため、不動産価値を示す指標のうちの1つとして、WIを援用した指標が不動産情

報サイト等で提供されている事例が見られる。 

ここまで挙げたものは都市に関係する物理的な指標を用いており、Space Syntax理論が人

の視線に基づいた街路の分析手法であることを除けば、歩行者環境に対して歩行者がどう

認知をするかは考慮されていない。そのため、歩行の質といった主観的な項目まで評価の対

象とするためには十分な指標であると言えない。以下では、歩行者環境に対する歩行者の認

知を定量化することで間接的に歩行者環境の評価を試みている指標を挙げる。 

佐藤ら 10) は、自動車とのすれ違い時の歩行者心理やストレスを、映像から観測された表

情やしぐさを用いて定量化することで、街路歩行空間の評価指標の確立を試みている。従来

のアンケート調査等では膨大な費用や労力が必要であること等を背景に検討されている。 

また中村ら 11) は、Alfonzoの歩行行動の欲求段階モデルに基づくQOS (Quality of Street) 

指標を開発した。Alfonzo 12) は、歩行行動の欲求には階層性があることを指摘したうえで、

マズローの欲求5段階説を模倣した歩行の意思決定プロセスの階層性に関するモデルを提

唱している。具体的には、歩行者の欲求は実現可能性、アクセシビリティ、安全性、快適性、

楽しさの順に階層をなしており、低次の欲求が満たされていない場合は高次の欲求につい

て基本的に考慮されないと位置づけている。この階層化された欲求段階は、近年の

Walkabilityに関する研究において歩行の質を考える際の重要な理論となっている 2) 。これ

をもとにQOSは、アンケート調査によって得た歩行行動の欲求段階モデルの各段階の知覚

的要素項目に関する重要度と満足度をかけ合わせることで算出され、地区への来訪者の価

値観を柔軟に考慮した設計に寄与できると考えられる。 

 

2.4 地域レベルにおけるWalkabilityの論点の導入 

ここまでの政策レベル・研究レベル・実践レベルにおけるWalkabilityの論点整理から、現

状は各階層の論点にズレがあり、一貫した議論が難しくなっている状況が見受けられる。特

に政策レベルと実践レベルの議論には乖離が見られ、プロジェクト内で歩行者環境を整備

した際に、Walkabilityを向上させた先にある都市のビジョンを実現できるのかについては依

然として不明瞭である。また、現時点ではプロジェクトの対象地が抱える課題を分析したり、

政策を評価したりできる汎用的な指標は開発されておらず、設定した指標に応じて検討さ

れうる整備手法は異なる。そのため、指標を選定する前段階である程度対象地の現状を把握

することが重要であると考えられる。階層をまたいだ一体的な議論を目指すためには、以上

の2点に留意する必要がある。 

そこで本研究では、Fig. 1に示すようにWalkabilityを巡る論点の最下層に地域レベルを想

定する。この階層は、地域固有の文化やまちづくりの文脈を生かすレベルである。更新型の
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まちづくりを例にとると、地域の歴史や文化を踏襲しつつ新たな需要に対応した計画が必

要となるが、歩行者環境の整備においても同様である。この地域レベルをWalkabilityの論点

に導入し、上層から下層へ向けたアプローチと下層から上層に向けたアプローチの2つを評

価手法を組み合わせを試みる。これにより、階層をまたいだ一体的な議論が可能になると考

えられる。具体的には、歴史的景観キャラクタライゼーション (HLC) を用いて街路形成年

代の特定を行うことで、地域の文化や文脈に関する基礎的な知見を得る。そのうえで、Space 

Syntax理論のAxial分析を用いて街路のアクセシビリティの評価を行い、見通しの良く中心

性の高い空間に人々が集まるというビジョンに基づき歩行者環境を評価する。さらに、両者

の結果を比較することで、対象地において歩行者環境としてポテンシャルが高い街路を見

出すとともに、対象地が抱える歩行者環境の課題を明らかにする。 

 

3. 街路形成年代の特定と街路のアクセシビリティの評価 

3.1 対象地の課題 

高田馬場駅周辺エリアまちづくり検討委員会・協議会 13) では、高田馬場において幹線道

路以外で幅員6m以上が整備されている道路は、過去に土地区画整理事業を実施した駅東側

に偏っており、多くの街区内の道路は幅員6m未満あるいは4m未満であることが指摘されて

おり、特に南北を結ぶ道路の幅員が狭いことがわかる。一方そのような街路はヒューマンス

ケールな街並みであるとも評価されており、高層建築物が立ち並ぶ幹線道路沿いを1本入る

と、ヒューマンスケールな店舗が集積する親しみやすい空間が形成されていることがわか

る。 

 

3.2 HLCの概要と時代区分 

HLCは土地利用の年代特定を行い、土地利用が古い時代から不変化であるほど景観の時

間的奥行 (time-depth) が深いと評価する英国発の景観アセスメント手法である。HLCを日

本に紹介している宮脇 14) は、HLCが分析対象の選択自由度が高いことを踏まえ、日本独自

のHLCの分析手法を提案している。また土田ら 15) は、HLCからtime-depthの概念を取り入

れた寺社・道路・街区・水路・土地利用の不変化分析を行っている。このうち本研究は街路

に着目し、街路形成年代の特定を通じて、対象地の街路ネットワークの不変化分析を行う。 

街路形成年代の特定にあたっては髙野ら 16) を参考に、対象地域の都市化に関わる時代背

景と、入手可能な地図の制約を考慮し、近代国家行政制度確立後の1909（明治42）年、関東

大震災直後の1925（大正14）年、震災復興と東京周縁部の市街化が進む1938（昭和13）年、

戦災復興の過程である1951（昭和26）年、高度経済成長期を経た1983（昭和58）年、バブ

ル崩壊から現在を反映する2020（令和2）年の6年代を分析対象とした。 

 

3.3 Space Syntax理論の概要 

本研究では、Space Syntax理論の中でもよく用いられるAxial分析を用いる。求められる指

標として各Axial Lineの接続性の良さを示すInt. Vがあり、この値が高いほど接続性が良く
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空間的奥行が浅く、低いほど接続性が悪く奥まっているといえる。Axial分析の解析範囲 

(Radius) は、全てのAxial Lineを総当たり的に解析対象とするGlobalレベルと、任意に設定

したAxial Lineを対象とするLocalレベルがあり、特にRadius = 3のLocalな解析は歩行者行

動と関連性が高いことが明らかになっている 6)、 17) 。本研究では、Radius = 3のLocalレベ

ルの解析を行う。 

 

3.4 街路形成年代特定とAxial分析の結果 

Fig. 2は、高田馬場駅半径500ｍの街路ネットワークの形成年代である。これより、対象範

囲内の現在の街路ネットワークは、自動車交通を想定していない時代を含む100年以上に渡

る街路形成の積み重ねの結果であることが明らかになった。 

Fig. 2 高田馬場駅周辺の街路形成年代図 

 

Fig. 2の点線枠で囲った一部分の詳細を見たものがFig. 3である。Fig. 3において特筆すべ

き箇所は、西側の早稲田通りの屈曲部、北東側に並走する通称「神高橋通り」と「西武線通

り」，南東側に並走する通称「駅前通り」と「点字図書館通り」の3箇所である。1909年時

点において、早稲田通りは現在の高田馬場郵便局付近で屈曲しており、駅前通りは一部しか

存在せず、現在の点字図書館通りが南方面へと続く主要な道路であった。 

また1925年時点において、神高橋通りは神田川右岸が存在せず神高橋は左岸の神高橋通

りと西武線通りを繋ぐように斜めに架けられていた。その後の道路整備により早稲田通り

は直線化され、駅前通り・神高橋通りが拡幅・開通したため、青色の点線で示した街路，す

なわち早稲田通り屈曲部と点字図書館通り、西武線通りは、表通りから1本入った横道へと
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変化した旧道であることが明らかになっ

た。またそれらの旧道は，表通りだった頃

の道路幅から変化していないことも確認

できた。 

 Fig. 4はInt. Vの分布を、街路形成年代ご

とに表示したものである。なお1983～2020

年に形成された街路は非常に少ないため、

図では省略している。以下では類似した特

徴をもつ街路ごとに結果を述べる。 

 

 

高田馬場駅周辺における重要な幹線道

路である早稲田通りや諏訪通りは、1909年

以前に形成された最も年代の古い街路で

あり、現在も街路ネットワーク全体で見て

アクセシビリティが最も高いグループに

属することがわかる。一方、これらの街路

は高度成長期以降に車道・歩道の整備や拡

Fig. 4 街路形成年代特定と Axial 分析の結果 

Fig. 3 旧道の形成過程の詳細 
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幅が行われている。そのため、景観の時間的奥行は浅く、また円滑な道路交通を目的とした

街路であることに注意が必要である。 

一方さかえ通りや点字図書館前通り、線路沿い通り、戸三小通り、旧河道通りは、1925年

以前に形成された比較的年代の古い街路であり、現在もアクセシビリティが比較的高いグ

ループに属することがわかる。これらの通りは形成当時の道路幅から拡幅が行われていな

いヒューマンスケールな街路であり、かつて歩行者ネットワークの中心となっていたと言

える。 

また駅前通りや神高橋通りは高度成長期以降に開通した比較的新しい街路であり、アク

セシビリティが最も高いグループに属することがわかる。これらは高田馬場駅周辺に南北

を結ぶ街路が少ないことを受けて整備された補助幹線道路である。 

 

3.5 歩行者環境の評価・分析に向けた考察 

かつて歩行者ネットワークの中心となっていたヒューマンスケールな街路は、現在も比

較的アクセシビリティが高く、歩行者環境としてポテンシャルが高い街路であると言える。

一方で、それらの街路は各所に断片的に点在しており、歩行者ネットワークとして位置付け

られていない状態である。そのため、これらの街路を再び歩行者ネットワークとして生かす

ために、幹線道路や民地も活用しながら各々をつなぐような整備手法が必要である。またこ

れらの街路の中には、自動車交通等の流入により歩行時の安全性・快適性が阻害されている

ものや、現在は宅地化しており表通りとは言えなくなってしまっているものもある。これら

の諸課題に対しては適切な指標を設定し、さらなる分析が必要である。 

 

4. 本節の知見と今後の展望 

本節では、Walkabilityの論点整理を政策レベル・分析レベル・実践レベル・地域レベルに

分けて行った。また、学術分野で開発された主な歩行者環境の評価指標と、それを用いて検

討されうる整備手法の関係について整理を行った。その結果、歩行者環境の指標を検討する

際の留意点として以下の2点が明らかになった。1点目は、政策レベルと実践レベルの議論に

は乖離が見られ、プロジェクト内で歩行者環境を整備した際に、Walkabilityを向上させた先

にある都市のビジョンを実現できるのかについては依然として不明瞭であることである。2

点目は、現時点ではプロジェクトの対象地が抱える課題を分析したり、政策を評価したりで

きる汎用的な指標は開発されておらず、設定した指標に応じて検討されうる整備手法は異

なるため、指標を選定する前段階である程度対象地の現状を把握することが重要であるこ

とである。 

また階層をまたいだ一体的な議論の実現に向けて、高田馬場を対象地としたケーススタ

ディとして、HLCを用いて街路形成年代の特定を行うとともに、Space Syntax理論のAxial

分析を用いて街路のアクセシビリティの評価を行い、両者の結果を比較を行った。その結果、

かつて歩行者ネットワークの中心となっていたヒューマンスケールな街路は歩行者環境と

してポテンシャルが高い一方、各所に断片的に点在してしまっていることが明らかになっ
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た。そのため、各々を再びつなぐような整備手法が必要であることが考えられる。 

今後の課題として、今回整理を行った政策レベルのビジョンは米国で検討されたもので

ある。そのため、日本におけるビジョンは異なったものとなってくる可能性があり、さらな

る検討が必要であることが挙げられる。また、対象地が抱える課題を洗い出したり、プロジ

ェクト内の整備手法を評価したりするための指標については日本での事例が少ないため、

今後の検討課題であると言える。 
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3-4 ウォーカビリティの外部効果：土地取引価格への影響 

柴山多佳児・田島夏与・三輪哲大 

 

自動車や公共交通といった動力付き交通手段と異なり、徒歩や自転車等の人力による交通

では、ほとんどの場合金銭的な利用者負担は発生しない。したがって歩行環境（ウォーカ

ビリティ）を向上することによって生じる付加価値を費用の縮減や価格の差異で測ること

は難しく、その評価は第一義的には歩きやすさや居心地といった、個人の主観に依存する

定量化が難しい指標に拠ることになる。一方で、ウォーカビリティの向上によって沿道地

域の住宅や商店への需要増などの外部に対する間接的な効果も期待できる。本節で紹介す

る研究では、その間接的な効果が具現化したとして、ウォーカビリティ向上が土地取引価

格に対してどのような影響を及ぼしているのかを分析した。 

 この研究では、ウィーン市がオープンデータとして公開している様々なデータに着目し

て、データドリブンな形で分析を行った。ウィーン市では、1973 年からの市内の土地取引

価格データをオープンデータとして公開している。さらに、道路の舗装材料や樹木の位置

といった行政が保有するきめ細かなデータを、オーストリア連邦政府のオープンデータポ

ータル（www.data.gv.at）で誰もが無料で自由に利用できる形で公開しているため、これ

らのデータベースから交通の分野に関連するものを収集した（Table 1）。さらに、レスト

ランの都市アメニティのデータは、オーストリア商工会の公開データを使用した。また人

口統計など一般的なデータはオーストリア政府統計局のデータを用いた。 

 なおウィーン市はオーストリアの首都であり、人口はおよそ 193 万人（2022 年現在）

の都市である。各種の「住みやすさ」ランキングで常に最上位グループとして評価される

など、住みやすさに対する国際的な評価は高い。この点と上述の非常に充実したオープン

データの存在がウィーンに着目した主たる理由である。 

 

Table 1 収集したウィーン市公開データ 

データ 概略 分析に使

用 

不動産取引価格データ 1973 年から 2021 年までの 57912 件の不動産取

引データ 

✓ 

行政界データ ウィーン市内の区の境界線 ✓ 

樹木の位置 公有地上の樹木の位置データ。樹種データと高

さ別３クラス分類を含む。 

✓ 

緑地、公園 緑地のデータ、公園のデータ ✓ 

一方通行路、自転車逆走可

の一方通行路、歩行者専用

道路 

道路のうち一方通行のもの、一方通行ではある

が自転車は逆走可のもの、歩行者専用のもの 

 

信号機の位置、音声案内付 すべての信号機の位置、視覚障碍者用音声案内  

http://www.data.gv.at/
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き信号機位置 機能のある信号機の位置 

歩道幅 歩道幅が 2m 以上（適格）か以下（既存不適格）

かのバイナリデータ 

✓ 

街路灯位置 街路灯位置データおよび LED への更新状況  

道路舗装表面 市内全道路表面の舗装材のデータ ✓ 

道路の速度制限、ヴォンエ

ルフ 

個別リンクの速度制限データと、Zone30 等の面

的速度制限のエリアのデータ、ヴォンエルフの

位置 

 

パークレット 市民が利用できるパークレットの位置（飲食店

のテラスは除く） 

 

公共交通サービス水準 オーストリア標準方式による駅・停留所のサー

ビスレベル分類と、その距離に応じた面的サー

ビス水準の分類 

✓ 

土地利用規制 土地利用規制の分類（I-VI のゾーニング等） ✓ 

実際の土地利用 実際の土地利用の分類（32 分類） ✓ 

水飲み場の場所、公衆トイ

レの場所 

公共の水飲み場、公衆トイレの場所  

公共空間の屋外広告 広告版および広告塔の位置  

 

被説明変数：不動産取引価格データ 

 分析では、被説明変数に不動産取引価格データを、説明変数に上記の様々な変数を用い

る方針とした。不動産取引価格データには地理座標（緯度経度）は付与されていないもの

の、所在地の住所が付与されているので、ウィーン市が提供するジオエンコーディングサ

ービスを用いて、地理座標に変換した。ジオエンコーディングサービスは住所上の入り口

の位置で座標を与えるが、更地で地番が付与されていない土地の取引の場合は「〇〇通り

□番地向かい側」などと最寄りの住所が基準として記入されており、これをプロキシとし

ている。またこのデータには、取引価格のほかに建物の有無、購入者（公的セクターか民

間かなど）、面積、当該地の建築規制や土地利用規制など様々な属性が付与されている。 

 データは約 50 年の期間に及ぶため、直近約 10 年分にあたる 2010 年以降のデータ、か

つ建築規制の情報が付与されているもの（「ウィーンの森」などを除外するため）、面積の

情報が欠落していないもの（１平方メートル当たりの取引価格を計算するため）、そして更

地の取引のみ（元データには建物と土地の評価の総計のみ記されており、建物に対する付

け値と土地に対する付け値を分離できないため）を分析の対象とした。その結果 3,453 件

の取引データが対象となった。これらのデータから、1 平方メートルあたりの取引価格を

算出し、さらにオーストリア政府統計局の消費者物価指数を用いて物価上昇の影響を除外

した。Fig. 1 に、使用した不動産取引データを当該箇所の建築規制（I～VI）で色分けした

上で位置を示している。 
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Fig. 1 建築規制で分類した取引データの位置 

 

説明変数：NAAW – Neighbourhood Ambient and Amenities affecting Walkability 

 説明変数には上述の通り各種のデータを用いたが、本稿ではこれらを NAAW

（Neighbourhood Ambient and Amenities affecting Walkability）と呼ぶ。具体的な NAAW

の指標を以下に示す。Neighbourhood の定義は、各不動産取引の地点から道路ネットワー

ク沿いに 300m の範囲（Isochron）とし、GIS を用いて作成した。 

• 道路表面の舗装材（22 分類）(22 classifications) ：範囲内の道路面積、そのうち

30km/h ゾーンかつ歩行者用スペース（歩道など）、緑化スペース（芝生など）、美観の良

いもの（石畳など）の面積と割合。 

• 土地利用の多様性の指標 (Herfindahl-Herschman Index; HHI)  

• 都市アメニティ Urban amenities: 

o 公園面積（緑地および子供の遊び場など） 

o 公有地上の樹木の本数 Number of trees in public space 

o レストランの件数（魅力的なアメニティの代理変数） 

o 街灯の数（安全性の代理変数） 

• 取引地点の道路のデータ Road/Street in front of the land plot: 

o 幹線道路沿いか否か 

o 歩道幅が既存適格か(>2m) 

• その他のデータ 

o 人口密度：取引地点が属する人口集計小単位の人口密度 
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o 公共交通サービス水準：取引地点の面的公共交通サービス水準 

 

 
Fig. 2 取引対象不動産から 300m の範囲（Isochron）の例 

 

Table 2 推定に用いたデータの要約統計量 

 

 

 

 

 

 

Variable Abbreviation Mean Min. 25 % 50 % 75 % Max. 

Transaction price 
 (Deflated by consumer price index) [𝑒𝑢𝑟𝑜/
𝑚2] 

PRICE_m2 733.0 0.968 264.9 442.1 763.4 
5248
6 

Sidewalk width in front (1: width > 2m, 0: 
otherwise) 

SIDE_WID 0.516 0 0 1 1 1 

Type of the road in front 
(1: national / regional road, 0: municipal road) 

ROADCLASS 0.222 0 0 0 0 1 

Public Transport Service Quality Level  
(1: lowest, 7: highest) 

PTSQL 5.55 1 5 6 6 7 

Surface area of parks nearby [1000𝑚2] PARK_Area 6.55 0 0 2.02 7.81 117.8 
No. of restaurants nearby REST_NUM 2.13 0 0 0 2 258 
No. of trees nearby [10 𝑡𝑟𝑒𝑒𝑠] TREE_NUM 7.85 0 2 5.6 11 53.9 
Population density nearby [1000 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒/𝑚2] POPDEN2021 6.09 0 1.78 3.68 8.21 42.4 
Number of streetlights nearby [10 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠] LIGHT_NUM 8.11 0 4.1 6.6 9.9 124.8 

Area of pavement nearby [1000𝑚2] PAVEMENT 21.8 
6.49
× 10−5 

12.6 19.6 28.3 91.6 

Area of walkable pavement nearby within 
areas where the car speed is limited to 
30km/h [1000𝑚2] 

PAVEMENT_W 5.25 0 2.03 4.42 7.35 43.1 

Area of beautified pavement nearby 
[1000𝑚2] 

PAVEMENT_BEA 0.384 0 
5.55
× 10−3 

0.073 0.304 29.2 

Area of green pavement nearby [1000𝑚2] PAVEMENT_GR 0.31 0 0 0.096 0.38 9.02 
Ratio of Walkable pavement within areas 
where the car speed is limited to 30km/h 

PAVEMENT_W_tempo30_ra
tio 

0.373 0 0.322 0.389 0.454 1 

Ratio of Beautified pavement 
PAVEMENT_AES_ratio 0.014 0 

3.32
× 10−4 

3.67
× 10−3 

0.0132 0.483 

Ratio of Green pavement 
PAVEMENT_GR_ratio 0.135 0 

4.45
× 10−4 

0.0889 0.017 0.404 

HHI of the land use nearby [1000] Landuse_HHI 4.35 1.08 2.66 3.74 5.59 10 
Dummy for affluent neighborhood LUX_dummy 0.155 0 0 0 0 1 
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推定に用いたモデル 

 広く用いられているヘドニック・アプローチを取ることとし、以下の式でモデル推定を

行った。このうち Y は被説明変数である 1 平方メートル当たりの土地取引価格、X は土地

価格に影響を与える可能性のある説明変数のベクトル、αおよびδは推定する回帰係数、

μは時間固定効果、εは誤差項である。 

 
 以下の 3 通りの推定を行った。それぞれに対して、全説明変数での推定と、ステップワ

イズ法で有意でない説明変数を順次削減して推定する 2 通りの方法で推定した。 

• Model 1: 全データを用いた推定 

• Model 2: 建築規制により層化した推定（I および II の低層建築物のみ建設可能な

エリアと、III～VI の中高層建築物が建設可能なエリアで層化） 

• Model 3: 実際の土地利用により層化した推定（住宅と商工業の土地利用に層化） 

 

モデル推定の結果 

 Table 3 に Model 1 の推定結果を示す。Model 1-1 はすべての説明変数で推定した結果、

1-2 はステップワイズ法で推定した結果である。 

Table 3 Model 1 推定結果 

Model Model 1-1 Model 1-2 

Variable Coeff

. 

S.E.  Coeff

. 

S.E.  

(Intercept) 5.453 9.79

4 

 5.461 0.09

9 

*** 

ROADCLASS -

0.059 

0.03

4 

† -

0.064 

0.03

3 

† 

SIDE_WID -

0.011 

0.01

3 

    

PARK_AREA -

0.019 

0.01

3 

 -

0.013 

0.01

3 

 

REST_NUM 0.050 0.02

5 

* 0.049 0.02

5 

* 

POPDEN 0.052 0.01

9 

** 0.054 0.01

9 

* 

LIGHT_NUM 0.023 0.02

3 

    

TREE_NUM 0.025 0.01

6 

    

PAVEMENT 0.076 0.02

5 

** 0.106 0.01

9 

*** 

PAVEMENT_W_tempo30_ratio 0.010 0.01

5 

    

PAVEMENT_GR_ratio 0.022 0.01

4 

 0.023 0.01

4 

† 

PAVEMENT_BEA_ratio 0.037 0.01

6 

* 0.038 0.01

6 

* 

LANDUSE_HHI 0.022 0.01

4 

 0.020 0.01

3 

 

Fixed effect for land use Yes Yes 

Fixed effect for area Yes Yes 

Fixed effect for Building 

restrictions 

Yes Yes 

Fixed effect for Year Yes Yes 

Fixed effect for PTSQL Yes Yes 

Fixed effect for land type  Yes Yes 

Interaction term of PTSQL and 

area 

Yes Yes 

Adj. R-squared 0.3854 0.3852 

N 3376 3376 
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 特記すべき事項では、Models 1-1 and 1-2 ともに正の有意な結果が、レストランの数 

(REST_NUM)、人口密度 (POPDEN)、舗装道路面積 (PAVEMENT)、美観のよい舗装面

積 (PAVEMENT_BEA)に対して得られ、さらに正の係数が幹線道路に面しているか否か 

(ROADCLASS)に対して 10%の有意水準で推定された。また変数削減を行わなかったモデ

ル 1-1 に対しては、弱い正の係数が、緑化された道路面積比(PAVEMENT_GR_ratio)に対

して推定されたが、土地利用の混合度合い(LANDUSE_HHI)については有意ではない結果

となった。 

 Table 4 に Model 2 の推定結果を示す。Model 2-1 と 2-2 は低層建築のみが可能なエリ

ア、Model 2-3 と 2-4 は中高層建築が可能なエリアで、それぞれ全データとステップワイ

ズ法での推定結果である。 

Table 4 Model 2 推定結果（建築規制による層化） 

Model Model 2-1 Model 2-2 Model 2-3 Model 2-4 

Variable Coeff

. 

S.E.  Coeff

. 

S.E.  Coe

ff. 

S.E

. 

 Coe

ff. 

S.E

. 

 

(Intercept) 5.51

1 

23.

00 

 5.53

0 

13.

33 

 5.67

0 

0.2

04 

**

* 

5.66

2 

0.1

90 

**

* ROADCLASS -

0.05

9 

0.0

40 

 -

0.05

7 

0.0

39 

 -

0.04

0 

0.0

67 

    

SIDE_WID -

0.01

1 

0.0

14 

    -

0.00

3 

0.0

40 

    

PARK_AREA -

0.02

9 

0.0

14 

* -

0.03

2 

0.0

14 

* 0.11

4 

0.0

60 

† 0.11

4 

0.0

59 

† 

REST_NUM 0.06

6 

0.0

57 

 0.07

7 

0.0

57 

 0.05

2 

0.0

32 

 0.05

0 

0.0

29 

† 

POPDEN 0.05

5 

0.0

25 

* 0.05

8 

0.0

24 

* 0.06

0 

0.0

32 

† 0.05

8 

0.0

30 

† 

LIGHT_NUM 0.00

1 

0.0

22 

    0.03

0 

0.0

29 

    

TREE_NUM 0.06

6 

0.0

18 

**

* 

0.07

5 

0.0

17 

*** -

0.09

7 

0.0

43 

* -

0.09

0 

0.0

43 

* 

PAVEMENT 0.03

1 

0.0

30 

    0.14

5 

0.0

44 

** 0.16

4 

0.0

39 

**

* PAVEMENT_W_tem

po30_ratio 

0.03

5 

0.0

16 

* 0.03

8 

0.0

16 

* -

0.05

4 

0.0

27 

 * -

0.05

6 

0.0

27 

* 

PAVEMENT_GR_rati

o 

0.01

8 

0.0

15 

 0.01

8 

0.0

15 

 0.00

1 

0.0

45 

    

PAVEMENT_BEA_ra

tio 

0.04

4 

0.0

18 

* 0.04

4 

0.0

18 

* -

0.01

0 

0.0

37 

    

LANDUSE_HHI 0.03

3 

0.0

15 

* 0.03

3 

0.0

15 

* -

0.03

0 

0.0

44 

    

Fixed effect for land 

use 

Yes Yes Yes Yes 

Fixed effect for area Yes Yes Yes Yes 

Fixed effect for 

Building restrictions 

Yes Yes Yes Yes 

Fixed effect for Year Yes Yes Yes Yes 

Fixed effect for 

PTSQL 

Yes Yes Yes Yes 

Fixed effect for land 

type  

Yes Yes Yes No 

Interaction term of 

PTSQL and area 

Yes Yes Yes Yes 

Adj. R-squared 0.3026 0.3028 0.3892 0.3933 

N 2594 2594 782 782 

 

Model 2 の推定結果で特筆されるのは 3 点あり、1 点目は歩行に適した道路空間の比率

(PAVEMENT_W_tempo30_ratio)が低層エリアでは正の係数が推定されているものの、中

高層エリアでは負の係数の推定となっている点である。加えて、レストランの数

(REST_NUM)は正の係数が Model 2-4 （中高層エリア）に対してのみ 10%の有意水準で
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推定されている点、最後に土地利用の混合度合い(LANDUSE_HHI)は Models 2-1 と 2-2

の低層建築のみのエリアで正の係数が推定されている点である。 

 Table 5 に Model 3 の推定結果を示す。Model 3-1 と 3-2 は住宅地域のデータ、Model 3-

3 と 3-4 は商工業地域のデータで推定した結果である。Model1、2 の場合と同様に全デー

タでの推計結果とステップワイズ法による結果を示している。なお商工業地域のデータは

数がやや少なく（n=257）、この点は注意を要する 。 

 

Table 5 Model 3 の推定結果（土地利用による層化） 

Model Model 3-1 Model 3-2 Model 3-3 Model 3-4 

 Variable Coeff. S.E.  Coeff. S.E.  Coeff. S.E.  Coeff. S.E.  

(Intercept) 5.621 0.086 *** 5.639 0.086 *** 5.327 3.449  5.509 0.160 *** 

ROADCLASS -

0.075 

0.044 † -

0.072 

0.043 † 0.064 0.110     

SIDE_WID -

0.027 

0.016 † 0.024 0.016  -

0.016 

0.051     

PARK_AREA -

0.029 

0.018     0.212 0.144  0.118 0.102  

REST_NUM 0.088 0.046 † 0.131 0.046 ** -

0.092 

0.304     

POPDEN 0.025 0.022 *    0.036 0.106  0.111 0.073  

LIGHT_NUM 0.051 0.039     0.148 0.203     

TREE_NUM 0.049 0.019 ** 0.070 0.017 *** -

0.160 

0.120  -

0.080 

0.087  

PAVEMENT 0.037 0.032     -

0.031 

0.118     

PAVEMENT_W_tempo30_ratio 0.025 0.021     0.001 0.035     

PAVEMENT_GR_ratio 0.045 0.015 ** 0.048 0.014 *** -

0.010 

0.050     

PAVEMENT_BEA_ratio 0.019 0.022  0.035 0.021 † -

0.096 

0.160     

LANDUSE_HHI 0.037 0.016 * 0.049 0.015 ** -

0.140 

0.055 * -

0.208 

0.054 *** 

Fixed effect for land use Yes Yes Yes No 

Fixed effect for area Yes Yes Yes No 

Fixed effect for Building 

restrictions 

Yes Yes Yes Yes 

Fixed effect for Year Yes Yes Yes Yes 

Fixed effect for PTSQL Yes Yes Yes No 

Fixed effect for land type  Yes Yes Yes No 

Interaction term of PTSQL and 

area 

Yes Yes Yes No 

R-squared 0.4296 0.4264 0.4855 0.4788 

N 2157 2157 257 257 

 

 Model 3 の結果で特記すべきことは、土地利用の混合度合い（LANDUSE_HHI）は、住

宅地区では正の係数が推定されているが、商工業地域では負の係数が推定されている点で

ある。HHI は単一土地利用が独占する程度を表すため、指数が大きいほど土地利用が単調

だということを示しており、したがって住宅地では土地利用が多様なほど土地取引価格は

減少し、商工業地域では土地利用が多様なほど土地取引価格は増加することを示唆してい

る。また、近隣のレストランの数(REST_NUM)は住宅地でのみ正の係数の推定となってい

る。 
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考察と結論 

 本研究からは様々な示唆を得ることができるが、特に重要なものは、NAAW の多さや多

様さは基本的に土地取引価格にプラスに反映されているものの、その土地取引価格での評

価は都市の中において異なる可能性があるという示唆である。 

 Model 2 や 3 の推定結果は、２～３階建て程度の低層建築物のみから構成されるエリア

と、それ以上の中高層建築物の建設が可能なエリアでは、評価のされ方が異なっているこ

とを示唆している。同様に、住宅地と商工業地域でも評価のされ方が異なる。 

 特に、道路空間の「歩きやすさ」を表す、道路面積、歩行者用の道路面積の比率、緑化

や美観化された舗装面積比率を例にとると、低層建築物のみ許可されるエリアや住宅地区

でより評価される傾向がみられる。また樹木やレストランなど周辺アメニティについても

同様である。このような既往の文献で示されるウォーカビリティの要素は、主に低層の住

宅地で不動産取引価格により高く反映される傾向があることを本研究の結果は示唆してい

る。その一方で、人口密度は中高層建築や商工業での土地利用が可能なエリアで特に評価

されている。 

 土地利用の多様さでも同様であり、Model 3-1, 3-3 の結果からは住宅地では単一の土地

利用がより評価され、商工業地では混合的土地利用がより評価されていることが示唆され

る。この結果は、一見すると土地利用が多様で混合的な街区のほうが住民のウォーカビリ

ティが増すという既往の文献と整合しないように思われるが、本研究における被説明変数

は取引価格であり、住宅地における混合的土地利用の別の側面、例えば騒音や振動といっ

た影響（の可能性）がより不動産取引価格に反映されている可能性がある。 

 また、都市アメニティの多さ（本研究の場合はレストランの数）といった、ウォーカビ

リティの文脈で様々な文献で指摘される事項は、低層・住宅地でより土地取引価格に強く

反映される傾向が示唆される。ウィーンでは低層建築物のみのエリアは主に住宅地域であ

り、中高層建築物の建設が可能なエリアは、集合住宅として住宅地域となるケースもある

が、低層階は店舗やオフィスなど、中高層のフロアを住宅とするといった混合的な建築も

多い。 

 本研究は更地の土地取引のデータを用いており、建物付き取引や賃貸の価格は含まれて

いない。したがって購入者の評価は建物を建てる前の時点での評価である点には留意する

必要がある。建物付き取引や賃貸の価格は今後の課題であり、ウィーンでのデータの整備

を待つ必要があろう。また同様のデータを用いたウィーン以外での分析も今後の課題であ

る。 
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3-5 赤外線センサーを使った通行量計測 

長田哲平 

栃木県宇都宮市では、宇都宮大学と宇都宮市が連携し 2016 年から計測器を設置し中心市

街地で常時通行量観測を行っている。2023 年現在、計測器 12 台（大学所有の 4 台，市所

有の 8 台）を、中心市街地に位置するオリオン通りを中心に設置している。2016 年以降、

継続的に計測を続けていることから、コロナウイルスによる影響や、新たな都市開発による

効果などを分析することができている。 

 

1. 赤外線センサーの概要 

栃木県宇都宮市の通行量計測に使用している機材は、Eco-Counter 社（仏）が製造・販売

している受動赤外線型自動計測器（以下、計測器）の PYRO-Box である。PYRO-Box は，

Fig. 1 に示す外観と内部構造である。環境耐性を備えたボックス内に、赤外線センサー照射

部やデータ格納メモリ、バッテリーが格納された一体型となっており移動及び設置が容易

である。 

計測器は、観測する交通流に直交するように、かつ地上 1.0ｍ程度の位置（大人の腰高位

置を想定）に設置する。街灯柱等の構造物に金属バンドにより簡易的に設置することが可能

である。赤外線センサー照射部は、2 つの赤外線受光部が角度を付けて設置されており、2

つのセンサーの反応時間差により方向別の通行量を計測することができ 15 分間の集計値と

して記録されている。 

計測器は、赤外線を計測していることから、歩行者のみならず自転車に乗って計測地点を

通行する人や車両などの熱源をカウントする。また、交通の進行方向に対して直交方向から

計測することから、人が並んで通行している場合などには、赤外線センサーからみて近い位

置の人だけ観測され、実際は 2 人が並び歩いているが１人としてカウントされることがあ

る。特に大都市の通勤時間帯のように、多くの往来がある場合には人波が切れ間無くくる場

所での計測は不向きである。 

本体内に記録されたデータは，計測器と Bluetooth 接続することで、パソコン、スマホな

どでデータを回収することができる。回収したデータをインターネット回線を通じて、メー

カーのクラウドサーバーにアップロードすることにより Web ブラウザ上で日変動などを閲

覧可能となる。 

計測器は、計測可能範囲が、4ｍのものと 15ｍの 2 種類ある。宇都宮市で用いている計測

器は道路幅員を考慮して、全て 15ｍのものである。 

推奨計測環境として，メーカーである Eco-Counter 社は次のような条件を挙げている． 

推奨計測環境 

 センサーを通路に対して横断するように照射し，壁面に対して照射すること． 

 照射する壁面は，反射するような素材を使用しないこと． 

 照射範囲に草等の動くものが入らないこと． 

 自動車等の計測の対象としていない交通手段が通過しないこと， 
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 人が滞留するような地点に照射範囲を含めないこと． 

 
Fig. 1 PYRO-Box の外観及び内面構造 

(左上図：旧型 宇都宮大学所有、 

右上図：新型 宇都宮市役所所有 

下図：内部構造) 

2. 街中への設置状況 

 宇都宮市では、12 台（大学所有の 4 台，市役所所有の 8 台）の計測器を、中心市街地に

設置している。設置地点を Fig. 2 に示す。 

地点④，⑤，⑧，⑨は，宇都宮大学が所有する 4 台を 2016 年から常設している。その他

の地点には市が所有している 8 台を設置している． 

 2016 年 7 月 22 日（金）から 2017 年 6 月 4 日（日）までは、宇都宮大学が所有する 4

台のみであったが、2017 年 6 月 5 日（月）からは宇都宮市役所が新たに 6 台を追加した。 

4 台体制であった 2016 年 7 月 22 日（金）から 2017 年 6 月 4 日（日）までの期間は，地

点④と地点⑨の 2 地点は定点観測し，地点①，地点⑤，地点⑧，地点⑭，地点⑮の 5 地点に

ついては，残りの 2 台をローテーションさせながら計測した． 

10 台体制となった，2017 年 6 月 5 日（月）からの期間は，地点①，地点④，地点⑤，地

点⑧，地点⑩，地点⑪，地点⑨，地点⑯の 8 地点を定点観測している。また，地点②と地点

③，地点⑥と地点⑦，地点⑫と地点⑬と路線ごとに対に設置し，3 路線を 10 日ごとにロー

テーションさせながら計測してきた。ローテーションは，各月の 1～11 日は地点②と地点

③，11～21 日は地点⑥と地点⑦、21～31 日は地点⑫と地点⑬に設置している．． 

12 台体制となった 2019 年 7 月 26 日（金）より、地点⑭、地点⑮に加えて、地点⑰とし

て JR 宇都宮駅東西自由通路も計測地点に加え合計 17 地点を計測対象とすることとした。

2019 年以降、地点①、地点④、地点⑤、地点⑧、地点⑨、地点⑩、地点⑭、地点⑮、地点

⑯、地点⑰の 10 地点については計測器を常設し常時観測し、地点②、地点③、地点⑥、地
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点⑦、地点⑪、地点⑫、地点⑬を残り 2 台を 1 カ月サイクルで移動させながら計測してい

る。 

 
Fig. 2 設置地点 

 

3. 新型コロナウイルス感染症による影響 

3.1. 同一時間帯の比較  

2016 年以降継続的に計測していることか、2020 年からの新型コロナウイルスの感染拡

大防止施策などによる変化も分析することができる。 

「新型コロナウイルス流行前」（2016 年 7 月 23 日～2020 年 3 月 1 日）、「新型コロナウ

イルス感染拡大防止策実施期間」（2020 年 3 月 2 日～2021 年 9 月 30 日）、「各種制限解除

後」（2021 年 10 月 1 日～同年 11 月 30 日）の 3 期間に分類する。「新型コロナウイルス感

染拡大防止策実施期間」は、政府によって「新型コロナウイルス感染症対策のための小学

校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業」が実施された日を始ま

りとし、栃木県の 3 回目の緊急事態宣言が解除された日を終わりとしている。この期間に

分けて同一時間帯の中心市街地の流動をみてみると、8 時には流行前は通学する高校生の

流動が多くみられるが、新型コロナウイルス感染拡大防止策実施期間」は、３回の緊急事

態宣言が発出された期間は大きく減少減少していることが Fig. 3 からわかる。また 20 時

時点の通行量や休日の同一時間帯の通行量をみても、流行前に比べてすくなくなってい

る。 
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Fig. 3 中心市街地の通行量の変化 

 

3.2. 平日通行量の変化 

新型コロナウイルス流行前の期間に対して、すべての期間において通行量が有意に

（p<0.05）減少していることが明らかとなった。また Fig. 4 に示す各種制限解除後の通行

量において、感染拡大防止策実施期間の通行量に対して有意に（p<0.05）増加していること

から、流行前ほどではないが徐々に通行量が回復してきていることがわかる。Fig. 5 に示す

3 回の緊急事態宣言を比較した結果、最初の緊急事態が有意に（p<0.05）通行量が減少して

いた。 

また、最初の緊急事態宣言は、全国一斉休業があったことから、平常時と 1 回目の緊急事

態宣言から推定した通学者の通行量を補間した 2 回目、3 回目を比較した結果どちらとも有

意な差は見られなかったことから、緊急事態宣言は三度とも人流抑 制に効果があったと

言える。 

Fig. 4 流行前と各種制限解除後の平日通行量 

Fig. 5 流行前と各制限下の平日の通行量 

緊急事態宣言2回目 緊急事態宣言3回目

緊急事態宣言1回目流行前

減少
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3.3. 休日通行量の変化  

新型コロナウイルス流行前の期間に対して、すべての期間で通行量が有意に（p<0.05）

減少していることが明らかとなった。時間帯別に比較しても、流行前の通行量よりもすべ

ての時間帯で減少していることが分かる。また各種制限解除後と感染拡大防止策実施期

間の通行量において、各種制限解除後の通行量が有意に（p<0.05）増加していることか

ら、Fig. 6 に示すように流行前の通行量に近づいていることが明らかとなった。   

また、Fig. 7 に示す三度の緊急事態宣言を比較した結果、平日同様に最初の緊急事態宣

言が有意に（p<0.05）通行量が減少していた。休日は、平日とは異なり 1 回目で大きく

通行量が減少したのに対して、2 回目と 3 回目では 1 回目ほどの通行量減少にはつながら

なかった。しかしながら、平日同様三度とも夜の時間帯の通行量が大きく減少しているこ

とから、夜の人流を抑えることには三度とも効果があったと言える。 

  
Fig. 6 流行前と制限解除後の休日通行量 

  
Fig. 7 流行前と緊急事態宣言下の休日通行量 

 

4. イベントによる影響 

 通行量を継続的に収集していることから、通行量を比較することで平常とは異なる通行

量が計測される時がある。その通行量と中心市街地のイベント情報を突き合わせると、中

心市街地で通行量が異常的に増える 4 つのイベントがある。テレビ会社主催するアニメイ

ベント、そして夏祭り、加えて、宇都宮の特徴でもある自転車、ジャズに関連するイベン

トである。 

テレビ会社主催のアニメイベントでは、Fig. 8 に示すとおりオリオン通りや釜川南側で非

常に多くの通行量が観測されることが明らかとなった。夏祭りでは、Fig. 9 に示すとおり、

オリオン通りでだけでなく周辺の通りでも通行量が非常に大きくなっていく。自転車イベ

ントは、夕方セレモニーがあるため、Fig. 10 に示すとおり、オリオン通りを中心に通行量

が増加する。ジャズ関連イベントでは、Fig. 11 に示すとおり、オリオン通りを中心に通行

量が非常に多くなっているが、隣り合うユニオン通りの通行量が増加することが明らかと

なった。 
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Fig. 8 アニメイベント時の 14 時台通行量（2018 年） 

 
Fig. 9 夏祭り時の 16 時台通行量（2019 年） 

 
Fig. 10 自転車イベント時の 17 時台通行量（2019 年） 

 
Fig. 11 ジャズイベント時の 12 時台通行量（2018 年） 

5. おわりに 

宇都宮市では通行量データを 2016 年から常時観測していることから、中心市街地におけ

る時間帯別の人流の特徴がわかり、17 地点の通行量データを組み合わせることで、通行量

が多い通りや時間帯別の進行方向の違い等、中心市街地の人流の特性を明らかにすること

ができる。 
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3-6 コロナ禍におけるウォーカビリティ評価 

一ノ瀬友博・佐々木惠子 

1. はじめに 

 世界保健機関は 2020 年 3 月 11 日、急速に感染が拡大していた新型コロナウイルス（新

型コロナ）についてパンデミック宣言を行った。日本政府は翌月の 4 月 7 日に国内で初め

て緊急事態宣言を発出し、東京都では、その後の一年と六か月の間に四度もの緊急事態宣

言を経験した。要請ベースのロックダウンにより、移動の自粛や人と人の物理的距離の確

保が求められるなど、私たちの日常生活は大きく一変した。多くの人が自宅で過ごす時間

が増え、外出するときは自宅周辺の身近な環境を利用することが多くなった。コロナ禍が

始まる直前に国土交通省が「まちなかウォーカブル推進プログラム」をスタートさせたば

かりだが、感染症の流行が長引く中で、身近な環境がウォーカブル（歩きやすい）である

ことの重要性が追随される形となった。自宅周辺の環境が歩行と関連することはこれまで

数多く示されている。しかし、コロナ禍における歩行との関連については、さらなる報告

の集積が待たれる 1) 2) 3)。そこで本稿では、コロナ禍において、自宅周辺の歩行環境が都市

部に住む人たちの歩行に与える影響を調査し、報告することとする。 

 

2. 分析方法 

本研究では、コロナ禍における都市のウォーカビリティを評価するために、Web 上での

アンケート調査を実施した。対象地は JR 中央線沿線の東京都新宿区・中野区・杉並区・武

蔵野市・国分寺市・立川市の六つの市区とした（Fig. 1）。アンケートの実施は株式会社マク

ロミルに依頼し、調査会社とその提携会社が保有する Web モニターに回答してもらった。

性別や年齢の比率が均等になるようにサンプリングを行い、各市区からおおよそ 400 人分

の回答を得た。調査の実施期間はコロナ禍が始まってからおおよそ 2 年経過した 2022 年 3

月 14～22 日である。前年の 9 月を最後に緊急事態宣言は出されていないものの、この時期

の大部分はまん延防止等重点処置の期間にあり、コロナ禍の緊張感が続いていた時期であ

る。 

 

Fig. 1 対象地の説明 

 

直近一週間にどのくらい歩いたのかを、通勤・通学、日常生活、散歩やウォーキング等の

余暇時間に分けて調査した。一週間のうち 5 分以上続けて歩いた日数、及び 5 分以上続け
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て歩いた日における平均的な歩行時間（一日合計）について、項目ごとに質問した。余暇時

間の歩行を行う場所について、①街中／自然の多いところと②自宅近隣／乗り物で乗り継

いだところの 4 つの組み合わせで尋ねた。また、コロナ前と比べて、それぞれのシチュエー

ションで歩行時間が変化したかどうかを、減った～増えたの 5 段階評価で回答してもらっ

た。次に、国際的に活用されている環境評価尺度 ANEWS（簡易版近隣歩行環境質問紙 4)）

を用いて、自宅から歩いて 10-15 分程度で行ける範囲の環境が歩行に適しているかを評価

してもらった。全体で 50 以上の質問項目が、①世帯数密度、②土地利用の多様性、③サー

ビスへのアクセス、④道路の連結性、⑤歩道・自転車道、⑥景観、⑦交通安全、⑧治安の 8

つの下位尺度を構成する。本研究では、緑地が都市のウォーカビリティに与える影響を明ら

かにするため、景観指標を街並みに係るものと自然環境に係わるものに区別した。他に、最

終学歴や市区内の居住地区名等の属性に関する質問を行っている。 

地理情報システムを用いて、緑被率を居住地区ごとに計算し、回答者を取り巻く客観的な

緑地量として紐づけた。居住地区の空間データは国勢調査の小地域シェープファイル 5)と郵

便番号データ 6)を結合して作成し、緑地データには土地利用詳細メッシュデータ 7)を採用し

た。緑地を都市緑地（森林、公園・緑地、河川地及び湖沼）と農地に分類し、居住地区面積

に占める割合をそれぞれ独立した緑被率として算出した。 

都市の歩きやすさを表す指標として余暇時間における歩行を採用した。これに影響を与

える要素を特定するため、ANEWS の歩行環境指標、緑被率、回答者の基本属性を説明変数

とした重回帰分析を行った。本研究では、3 つの側面から都市のウォーカビリティを評価し

た。まず一つ目は歩く意志の有無で、余暇時間に歩行を行ったか否かを被説明変数とした二

項分布ロジスティック回帰分析を行った。二つ目は長く歩きたいと思うかで、一週間あたり

の歩行時間を対象とした。一週間の歩行日数と一日の平均歩行時間を乗じた値を順位で 8 等

分し、それを順序ロジスティックモデルにて分析した。三つ目はコロナ禍による歩行への影

響を見たもので、コロナ前より歩行時間が増えたか否かを二項分布ロジスティックモデル

を用いて分析した。次に、コロナ禍による歩行の変化が実際の歩行時間と関係しているのか

（例えば、コロナ禍に歩行時間が増えたと回答した人のほうが長い時間歩いているのか等）

分析を行った。通勤・通学、日常生活、余暇時間のそれぞれのシチュエーションについて、

コロナ禍による変化を減った・変わらない・増えたの 3 つのカテゴリーに再分類し、一週間

あたりの歩行時間を比較した。3 群の比較にはクラスカル・ウォリス検定を用い、そこで有

意差が見られたものについては 2 群間のマン・ホイットニーの U 検定を行った。 

 

3. 結果 

 回収サンプル数は合計 2,446 であった。武蔵野市と国分寺市、男性、20 代で回答者が若

干少ない傾向があるものの、おおむね市区及び性別、年齢の比率が均等になるようサンプリ

ングすることができた。 
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アンケート調査に答えた直近一週間のうち、余暇

時間に 5 分以上続けて歩いた日があった回答者は

1,397 人（全体の 57%）、歩いた日がなかった回答

者は 1,069 人であった。歩行した者の半数は週を通

して約 2 時間以内の歩行を行っていた（Fig. 2）。中

には、2 時間以上の歩行を毎日行うような回答者も

見られた。歩行をしなかった者も含め、半数以上の

回答者は自宅近隣の街中で、三分の一の回答者は自

宅近隣の自然や緑が多いところで普段歩いており、

遠出して歩く人の割合は 11%程度であった。コロナ

前と比べて、余暇時間における歩行時間が増えたと

答えた回答者は 557 人であった。なお、減ったと答えた回答者は 558 人で、半数以上の回

答者は特に変わっていないと答えた。 

 直近一週間の歩行に寄与した要因を、ANEWS の環境評価尺度と回答者の基本属性を用

いて分析した結果を Table 1 に示す。まず、歩行の有無については、女性よりも男性の方が、

また、より高度な教育を受けた者の方が、余暇時間に歩く傾向が見られた（Table 1 上段）。

世帯数密度の高い地域に住む回答者の方が歩行を行う傾向があり、魅力的な街並みといっ

た景観が歩行の有無にプラスに働いていた。有意水準 5%に満たないものの、緑豊かな景観

がプラスに、サービスへのアクセスと農地の広がりがマイナスに作用していた。歩行時間の

長さには、歩行の有無とは別の要因が寄与していた（Table 1 中段）。例えば、年齢層の高い

回答者の方が、また、道路の連結性が担保されている地域に住む回答者の方が、より長い時

間歩行する傾向が見られた。ここでは、景観に係る指標は選ばれなかった。回答者の主観的

認識ではない客観的な指標「都市緑地（被覆率）」は、有意水準 5%に満たないものの、マイ

ナスに作用していた。最後に、COVID-19 の感染拡大により歩行時間が増加したか否かに 

 

Table 1 直近一週間の歩行に関する重回帰分析の結果 

 

歩行の有無¹ −−性別：女性 +++最終学歴：大学以上

(−)農地 +世帯数密度 (−)サービスへのアクセス +++景観[街] (+)景観[自然]

歩行時間の長さ² (+)年齢層：30代 +年齢層：40代 +++年齢層：50代 +++年齢層：60代

+最終学歴：大学以上(−)都市緑地 +世帯数密度 (+)サービスへのアクセス

++道路の連結性

コロナにより歩行時間

が増加したか否か¹

−年齢層：50代 −年齢層：60代 +++最終学歴：大学以上

++土地利用の多様性 ++景観[街] +景観[自然]

¹ 二項ロジスティック回帰分析、² 順序ロジスティック回帰分析によるもの。

年齢層、性別、最終学歴はそれぞれ、20代、男性、大学未満を基準とする。

正の関係：（＋） p≧0.05だがモデル選択で選ばれた変数, ＋ p<0.05, ＋＋ p<0.01, ＋＋＋ p<0.001

負の関係：（−） p≧0.05だがモデル選択で選ばれた変数, − p<0.05, −− p<0.01, −−− p<0.001

Fig. 2 直近一週間のうち、余暇時

間に 5 分以上歩いた人の歩行時間

（N=1,397） 
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ついては、若い世代の回答者の方が増加している傾向があった（Table 1 下段）。また、大学

レベル以上の教育を受けた者の方が歩行時間が増加していた。土地利用の多様性及び街並

みや自然環境による景観が、コロナ禍におけるウォーカビリティを増加させる要因として

寄与していた。 

 コロナ禍に歩行時間が増えたと回答した人の方が、実際に長い時間歩いているのかを分

析した結果を Fig. 3 に示す。ここでは、余暇時間における歩行の変化に係る結果のみ掲載す

る。まず、余暇時間における歩行時間がコロナ前と比べて「増えた」と回答した者の方が、

「変わらない」と回答した者より、より長い時間をかけて歩行を行っていた（p<0.001；Fig. 

3 右図）。「増えた」と回答した者と「変わらない」と回答した者の間で、通勤・通学時間に

おける歩行の長さに有意な差は見られなかったものの（p>0.05；Fig.3 左図）、日常生活にお

ける歩行時間においては有意な差が見られた（p<0.001；Fig. 3 中央図）。同様の分析を日常

生活における歩行の変化について実施したところ、日常生活における歩行時間が「増えた」

と答えた者は、「変わらない」と答えた者より、余暇時間における歩行時間が有意に長かっ

た（p<0.001；図省略）。これらの関係から、コロナ禍における余暇時間の歩行と日常生活に

行った歩行は連動していることが推測される。なお、通勤・通学、日常生活、余暇時間のど

のシチュエーションにおいても、歩行時間が「減った」と答えた回答者は、歩行時間が他の

回答者と比べて短いケースが多く見られた。 

 

Fig. 3 コロナ禍による歩行の変化が実際の歩行時間と関係しているのかを分析した結果。

ここでは余暇時間における歩行の変化について示す。* p<0.05, *** p<0.001。 
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4. 考察と結論 

 本研究では、東京都の中央線沿線に住む人たちを対象に、自宅の周辺環境の歩きやすさが

コロナ禍の歩行に与える影響を調査した。まず、余暇時間における歩行の有無は世帯数密度、

サービスへのアクセス、街の景観、自然環境の景観と相関があり、歩行時間の長さは世帯数

密度、サービスへのアクセス、道路の連結性と相関があった。一部を除き、環境評価尺度

ANEWS によるウォーカビリティ指標はプラスに作用しており、Jardim ら 2)が指摘するよ

うに、これらの要素はコロナ禍における歩行を促す上で有用であることが示唆された。土地

利用の多様性は重要な要因として作用する報告が多くなされているものの 3) 8) 9)、本研究で

は歩行の有無や歩行時間との相関関係は見られなかった。興味深いこととしては、土地利用

の多様性、つまりお店や施設等の目的地が自宅周辺に数多く存在することが、COVID-19 の

感染拡大により歩行時間が増加したか否かにプラスに作用していたことである。不要不急

の外出が強く求められたコロナ禍では（特に前半）、在宅勤務の増加や余暇活動が制限され

る中で、食料品や日用品等の買い物が貴重な外出機会となっていた。いわば、新型コロナの

流行が長引く中で、土地利用の多様性が個々人の歩行を促進するきっかけとなっていたこ

とが考えられる。余暇時間の歩行と日常生活のための歩行が連動していたことは、Fig. 3 か

らも見て取れる。コロナ前と比べて余暇時間の歩行時間が「増えた」と回答した者は、余暇

時間のみならず、日常生活においても、他の回答者と比べて長い時間歩行を行っていた。そ

うであれば、対象地全体で見たときに、土地利用の多様性が歩行の有無や歩行時間と関係し

ていてもよいように考えられるが、それと弱い正の関係にある世帯数密度やサービスへの

アクセスの方が比較的重要で（両者とも p<0.001）、モデル選択で選ばれなかったのかもし

れない。また、ここで強調しておきたいウォーカビリティ指標として、街や自然環境による

景観が挙げられる。両者とも、コロナ禍に歩行を行う動機になっていたり（歩行の有無）、

個々人がより長く歩くようになったきっかけとなっていた（歩行時間の増加）。本研究では、

客観的な緑地量として都市緑地や農地の緑被率を変数として加えたが、モデル選択で選ば

れなかったり、有意ではないもののマイナスに作用していたりした。従って、歩きやすい都

市空間を創出するには、単純に緑を増やせばいいのではなく、人々が緑が豊かであることを

主観的に認識することの方が重要であることがわかる。 

 本研究において、新型コロナの感染拡大により歩行が「増えた」と答えた人の方が、実際

に長く歩いていることを示すことができた。コロナ前と比べて特に変わらなかった人と比

較することで、コロナ禍による歩行の増進を示唆することができた一方、本研究はコロナ前

におけるデータを有していない。Spoelder ら 1)は、コロナ禍によりあまり歩行を行っていな

かった人たちの方が歩行するようになったことを報告しているが、本研究では元々活動的

だった人がさらに歩くようになった可能性もある。コロナ禍により歩行が「減った」と答え

た人はどのシチュエーションでも歩行時間が短かったことから、活動的な人はさらに活動

的に、消極的な人はさらに消極的になる二極化が起きた可能性も有り得る。コロナ前後の歩

行量に着目したウォーカビリティ研究が望まれる。 
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3-7 客観的、主観的なウォーカビリティ評価の比較

柴山多佳児・新井拓朗 

1.　はじめに

 本研究での文献レビューなどから、これまでの議論における「ウォーカビリティ」は一様

には定義されず、研究や実務上の評価において様々な要素から構成されていることが示され

る。交通政策の観点から考えると、実社会の中での交通政策の実施に当たってコントロール

可能なパラメータは「歩道幅」や「車の進路との交差回数」、あるいは「障害物となるもの

の数」のような、何らか客観的な計測が可能なものである。これらは街路の設計や維持管理

において考慮されるべき、あるいは直接的に用いられることになる KPI といえる。しかし、

街路を歩くのは「人」であり、実際に街路が歩きやすいと感じられるかどうかは、直接計測

することが困難な、個人の主観に依存するものである。 

 こうした「客観的」なウォーカビリティ指標と「主観的」なウォーカビリティ評価の間の

関係はほとんど研究されておらず、ウォーカビリティ研究においては大きな空白域となって

いる。 

そこで、本プロジェクトのケーススタディーとして、ウィーン市内の街路を題材として、

「客観的」ウォーカビリティ指標と、「主観的」ウォーカビリティ評価の間の関係の理解を

深めるべく、双方の間の関係を調査した。ウィーンを題材とするのは、3-4 章でふれた通り

様々なオープンデータが政府機関より公開されており、「主観的」ウォーカビリティ指標を

比較的容易に計算可能であることが主たる理由である。 

 調査では、初めに既往の文献等から、「客観的」ウォーカビリティ指標と、「主観的」ウォ 
ーカビリティ評価項目の関係を検討した。そのうえで、被験者に指定された経路沿いに歩い

てもらうことで「主観的」評価を回答してもらい、その関係を分析した。 

2. 客観的ウォーカビリティ指標と主観的ウォーカビリティ評価項目の対応

はじめに、どのような客観的指標と主観的評価項目が対応するのかを検討した。客観的

指標には、構造物など外的要因に起因するものと、目についた障害物など、被験者自身の経

験を回数として表現可能なものがある。主観的評価項目は認知的な項目と、他の道路利用者

との交錯など、程度についての主観評価が可能な項目がある。 

 本節後半で説明するアンケート調査を念頭に、質問可能な主観的評価項目をはじめに洗

い出した。つづいて、各種の文献等を参照しつつ、どのような主観的評価項目があるかを洗

い出した。さらに、被験者自身の経験について質問可能な項目を洗い出した。これらの対応

関係を項目ごとに整理したのが Table 6 である。 
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Table 6 項目ごとの客観的ウォーカビリティ指標と主観的評価項目の対応 

要素 客観的指標 主観的評価 

施策・設計上変

更可能な要素 

実験途上で被験

者に質問可能な

項目 

個人の認知に関

連する項目で質

問可能な項目 

他の道路利用者

との関係に関す

る項目で質問可

能な項目 

舗装表面 舗装材  「道路表面が滑

りやすすぎると

感じる」 

「道路表面が柔

らかすぎる、ま

たは硬すぎると

感じる」 

「でこぼこの表

面や穴が歩行の

妨げになる」 

 

勾配・傾斜    

歩道の幅 有効幅員  「この歩道の幅

は歩いて通りに

けるに十分だ」 

 

 他の歩行者を回

避するために停

止した回数（交

錯） 

 「同じ方向に歩

く歩行者との交

錯がある」 

「逆方向に歩く

歩行者との交錯

がある」 

横断可能性・交

錯 

車道による障害 （なし） 「道路の反対側

に容易にわたる

ことができる」 

（なし） 

歩道による障害 

交通流による障

害 

騒音 騒音（レベル、

変化の程度、変

化の頻度） 

（なし） 「騒音がうるさ

い」 

（なし） 

障害物 車道や歩道の構

造物による障害 

（なし） （なし） 「車両以外の障

害物が歩く経路

に影響した」 

「車両以外の障
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要素 客観的指標 主観的評価 

施策・設計上変

更可能な要素 

実験途上で被験

者に質問可能な

項目 

個人の認知に関

連する項目で質

問可能な項目 

他の道路利用者

との関係に関す

る項目で質問可

能な項目 

害物で視界が阻

害された」 

    

駐車車両など合

法的であるが一

時的な理由によ

る障害 

自動車により歩

行を阻害された

回数 

（なし）  

自転車や電動キ

ックボードに歩

行を阻害された

回数 

「駐車中の自動

車に歩く経路を

阻害された」 

「駐車中の自動

車に視界を阻害

された」 

路面電車やバス

に歩行を阻害さ

れた回数 

 

電動キックボー

ドの違法駐輪な

ど法律違反を含

む一時的な理由

による障害 

   

飲食店・店舗 店舗やレストラ

ンの数・間隔 

（なし） 「好みや興味に

会う店舗やレス

トランが見つか

る」 

（なし） 

案内表示 案内表示の数 （なし） 「案内表示から

必要な情報がす

ぐに見つかる」 

（なし） 

休憩場所 ベンチや休憩場

所の数 

（なし） 「手入れされた

休憩場所が見つ

かる」 

（なし） 

安全・安心感・

清潔感 

店舗やレストラ

ンの数・間隔 

 「好みや興味に

会う店舗やレス

（なし） 
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要素 客観的指標 主観的評価 

施策・設計上変

更可能な要素 

実験途上で被験

者に質問可能な

項目 

個人の認知に関

連する項目で質

問可能な項目 

他の道路利用者

との関係に関す

る項目で質問可

能な項目 

トランが見つか

る」 

   「安全上の懸念

なく歩くことが

できる」 

（なし） 

 歩道上のごみ 歩道上のごみを

目にした回数 

 

ごみ以外の不快

なものを目にし

た回数 

（なし） （なし） 

 落書きや手入れ

されていない建

物 

（なし） 「落書きや建物

の汚損が歩く気

を落とす」 

（なし） 

 歩道上の私有物    

 歩行者の数    

 緑化区画    

 

3. 被験者による歩行調査の設計 

 被験者の歩行経路は事前に指定して標準化を図ることとし、Fig. 3 に示すウィーン市中心

部の経路を指定した。このエリアはウィーン市第２区に位置し、多種多様な街路が比較的狭

い範囲に位置していること、また公共交通機関により、拠点となるウィーン工科大学から容

易にアクセスできることから選定した。経路沿いの歩行距離は約 3.6km で、一般的な歩行

速度（時速 4.8km）での所要時間は 45 分程度であるが、信号待ち等を勘案すると実際の所

要時間は 60 分程度と推定される。経路を、街路ごとの特性に応じて合計 10 のセグメント

に分割し、各セグメントの終点をチェックポイント C1～C10 として設定し、チェックポイ

ントで質問票に回答してもらう形式とした。各セグメントの特徴は Table 72 にまとめた。 
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Table 7 セグメントごとの街路の特徴 

セグメント 特徴 

1 広幅員の幹線道路。広い歩道を有する。 

2 広幅員だが交通量の少ない街路。歩道幅は 2m 程度（Fig. 4）。 

3 住宅地内部の街路 

4 住宅地内部の街路（若干の街路樹がある）（Fig. 5） 

5 途中で広場・常設市場を通る住宅地内部の街路 

6 住宅地内部の街路、空き店舗などが多い 

7 交通量が少ない側道のある広い街路 

8 公園を囲む外壁沿いの街路 

9 エリア中心の商店が並ぶ街路（Fig. 6） 

10 旧市街の細街路（Fig. 7） 

 

また、事前にウィーン工科大学内で「チェックイン」を行い被験者には詳細な経路と質問票

回答場所を説明するとともに、終了後にはウィーン工科大学内で同様に「チェックアウト」

を行い回答が行われているかを確認した。なお被験者にはインセンティブとして 20 ユーロ

のスーパーマーケットのクーポンをチェックアウト完了時に配布した。 

  

 
Fig. 3 被験者の歩行経路 
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Fig. 4 セグメント２の街路（広幅員街路） 

 
Fig. 5 セグメント 4 の街路（幅員の狭い街路） 
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Fig. 6 セグメント 9 の街路（商店が多く路面電車も通るエリアの目抜き通り） 

 
Fig. 7 セグメント 10 の街路（旧市街の裏路地） 

  

被験者の募集にあたっては、年齢による影響を除外するためにするために 20～29 歳の被

験者のみを募集した。募集時に年齢（Fig. 8）、性別（Fig. 9）、出身地（Fig. 10）、日常の運

動（Fig. 11）、自動車利用（Fig. 12）といった基本的事項の入力を求めている。 
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Fig. 8 被験者の年齢分布 

 

 
Fig. 9 被験者の性別 
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Fig. 10 被験者の出身地 

 

 
Fig. 11 被験者の運動の頻度 
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Fig. 12 被験者の自動車の運転回数 

  

各チェックポイントの質問票はすべて共通とし、エリア全体の総合的な「歩きやすさ」を

10 段階で問う質問と、23 の個別項目について 5 段階のリッカート尺度で問う質問から構成

した。回答は被験者のスマートフォンを用いてその場でオンラインフォームで回答してもら

う方式とした。 

 

4. 調査結果とその分析 

 調査は 2023 年 1 月 13 日の午前 9 時から午後 4 時の間に実施した。同日の天気は曇り、

調査期間中の最高気温は 10 度、最低気温は 6 度であった。108 名が被験者として登録した

が、ノーショーが多数発生し、当日参加したのは 78 名であった。なお、同年 3 月に補完的

に 15 名の被験者に同様の調査を行ってもらっているが、下記の分析には含めていない。 

 はじめに「主観的」ウォーカビリティ指標評価全体の傾向を理解するために、総合評価値

と、23 の個別質問の回答について、どの程度相関しているかを分析した（Table 83）。さら

に、その平均、最大、最小について比較した（Table 94）。 
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Table 8 総合評価値と個別設問の相関係数 

 
Table 9 総合評価値と個別設問の相関係数比較（平均・最大・最小） 

 
 

これらの結果からは、総合評価値とある程度相関ある設問として 

• I can walk around this area without worrying about security（公共空間の安心感） 

• The sidewalk is enough for me to walk through（歩道幅） 

• Noise is too loud for me（騒音）  

が挙げられる一方で、総合評価値とあまり相関しない設問として、 

• I was interfered with pedestrian traffic in the same direction（他者との交錯） 

• How many times did you have to stop to pass by or overtake other pedestrians?（別

の歩行者に追い抜かれる回数） 
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が指摘される。 

 さらに、各チェックポイントの結果に対して、総合評価を被説明変数、23 の個別設問の

結果を説明変数とする重回帰分析を行い、変数削減法 (Backward Elimination)によって、有

意な個別設問（説明変数）の検討を行った。この結果有意な説明変数として残った上位５つ

は下記の 5 つであった。 

• Noise is too loud for me（騒音）：6 ヶ所（C1, 2, 4, 6, 8, 10） 

• I can walk around this area without worrying about security（公共空間の安心感）：6

ヶ所（C1, 4, 5, 6, 8, 10） 

• I can cross the street to the other side easily（道路横断しやすさ）：5 ヶ所（C1, 3, 5, 

7, 10） 

• I can find necessary information from signs easily（案内サイン）：5 ヶ所（C2, 3, 4, 7, 

8） 

• The sidewalk is wide enough for me to walk through（歩道幅）4 ヶ所（C5, 6, 9, 10） 

 

 さらに、各チェックポイントにおいて、総合評価値と 23 それぞれの個別の質問の回答の

相関を調べた。この中で相関係数が高い個別設問として挙げられる上位 5 つは下記の通り

である。 

• I can walk around this area without worrying about security（公共空間の安心感）：各

チェックポイントでの相関係数の平均 0.35 

• The sidewalk is wide enough for me to walk through（歩道幅）：同 0.33 

• Noise is too loud for me（騒音）：同 0.31 

• I can cross the street to the other side easily（道路横断しやすさ）：同 0.27 

• I had difficulties to see my surroundings due to obstacles (e.g., poles, signs) other than 

vehicles on my route（障害物）：同 0.25 

 これらの分析から、騒音・公共空間の安心感・道路横断しやすさ・歩道幅の要素が重要な

要素であることが示唆される。 

 

5. 客観的ウォーカビリティ指標と主観的ウォーカビリティ評価の比較 

 前節での分析を参考にしつつ、客観的ウォーカビリティ指標のデータの整理を行うこと

ができた３項目について、各セグメント（客観的指標）ないし各チェックポイント（主観的

評価）ごとの平均値を計算してプロットした。 

 歩道幅についてを Fig. 13 に示す。歩道幅の客観的指標（横軸）は各セグメントの指定し

た歩行経路に対して、GIS 上で障害物に注意しつつチェックポイントの手前 100m で 10m

おきに歩道の有効幅員を計測し、その最小値を用いる形で計算した。主観的評価（縦軸）は

各チェックポイントの回答者の回答の平均値である。 
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Fig. 13 歩道幅についての客観的指標と主観評価の分布 

 同様に案内サインに対しての分析結果を Fig. 14 に示す。案内サインの数はルート設定の

際などに現地で目測して数えたものである。なおここでいう案内サインとは、通りの名前を

示すサイン、マーケットなど特定の場所への導線を示すサイン、トイレなど公共施設の存在

を示すサインを指し、一方通行や制限速度標識など、車両向けの交通標識はカウントしてい

ない。 

 
Fig. 14 案内標識についての客観的指標と主観評価の分布 
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 さらに休憩場所についての同様の比較を Fig. 15 に示す。ベンチの数は案内サインと同様

に現地で実測して数えている。なおカウントしたベンチは、歩行経路に直接面しているもの

とし、複数名座ることができるベンチは１か所と、また複数のベンチが並んでいる場合も１

か所と数えた。なお、セグメント 2 と 10 はどちらも主要な駅（Praterstern 及び Schwedenplatz）

近傍のためベンチが多めに点在しており、他よりも数が多い点に留意する必要がある。 

 
Fig. 15 休憩場所についての客観的指標と主観評価の分布 

  

本節における分析は３つの項目に対してのみであり、残る 20 の項目についても引き続き

分析を行う予定である。案内標識やベンチの数といったウォーカビリティにおける副次的

要素が主観的評価とさほど相関しないことと比べて、歩道の幅という歩くにあたって最も基

本的な物理的環境についてはよく相関していることから、ウォーカビリティ向上において

歩行空間の十分なスペースを取るという「最も基本に立ち返る」ことの重要性が示唆される。 

 

（６）まとめ 

 本研究では、ウィーンにおいて 78 人を対象に主観ウォーカビリティ計測のアンケート調

査を実施し、主観ウォーカビリティの総合評価値と個別要素についての評価を取得した。初

めに総合評価値と個別要素の相関分析を行い、その結果、公共空間の安心感・歩道幅・騒音

などが高い相関を示すことから、主観的ウォーカビリティを評価するにあたって、重要な要

因である可能性が示唆される。総合評価値と個別要素の重回帰分析の結果からも、公共空間

の安心感・歩道幅・騒音などで統計的に有意であることがしめされ、これらが、主観的ウォ

ーカビリティ評価の際に主に決定要因になる可能性が高いことが示唆された。 
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 全体に、歩道幅、騒音、安心感が重要な要因と考えられる。客観的ウォーカビリティ指標

との比較は歩道幅のみでしか行うことができなかったが、主観的評価と正の対応関係があ

ることがしめされる。これはウォーカビリティ向上にあたって、十分な歩道幅を整備する政

策的介入が重要であることを示唆するものであるといえる。また、手元にデータのある案内

サインや休憩場所についても客観的指標と比較したが、これらには有意な結果は見られな

かった。騒音や安心感については客観的指標との比較はこれからであり、今後引き続き調査

する所存である。 

  



159 

3-8 丸ノ内ストリートパークにおける環境と利用 

村上暁信 

１．Marunouchi Street Park 

東京・丸の内地区の仲通りを対象とした Marunouchi Street Park は 2019 年からスタート

した社会実験の場である。期間中は自動車を通行止めにして通りを公園のように整備して

公開している。毎年テーマを設定しており，例えば 2021 年は「”人”中心の道路」をキーワ

ードとして春・夏・冬の 3 回の実施を予定し，夏の Marunouchi Street Park では安心・安全

を重視しながら SDGs・アートを取り入れた空間での様々な実証実験などにも取り組んでい

る。Marunouchi Street Park の運営には，エリアマネジメント組織である大丸有まちづくり

協議会を中心にして様々な組織や活動グループが関わり，協働して行っている。 

Marunouchi Street Park の特徴の一つは，実施期間中に多様な観測の実施，データの収集

を行っていることである。データ収集については調査内容，観測手法が毎回改良されている

が，2021 年春・夏には➀人々の滞留状況・属性・行動等の変化について観測する「来街者

の人流」計測，②丸の内の就業者に Marunouchi Street Park で働いてもらい，都心部の緑豊

かな屋外空間で働くことの快適性・生産性・健康効果等を計測する「就業者の快適性」計測，

③酷暑環境の改善効果を検証する「温熱環境」計測，が行われた。この他の取り組みとして，

降雨の有無や強さを30 分先まで250ｍグリッドで予測し，毎分更新した情報が提供された。 

 

Fig. 1 Marunouchi Street Park の様子 
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２．実験的な取り組みと科学的調査 

実験的な空間づくり，デジタル技術の積極的活用に取り組み，進化しながら仲通りの活用

を模索し，丸の内エリアの活性化，就業者や来街者の満足度向上を目指しているのである。

このような実験的な取り組みが継続されている背景について，ここで触れることにする。例

として 2021 年の夏の Marunouchi Street Park の運営とそこでの調査を取り上げると，人流

については Park 内の複数箇所に撮影機材を設置し，エッジ AI の技術を用いて人の移動と

滞留が把握された。データは Wi-Fi を介して集約され，リアルタイムで人の位置，移動や滞

留，さらにそこから混雑状況を把握できるようにして，その結果を一般に公開した。さらに

来訪者の滞在状況を把握するための補足調査として参与観察を行い，時間ごとの来訪者の

滞在場所・行動（飲食，休憩，読書，単独での仕事，グループでの仕事等）が目視で判断さ

れ，記録された。 

これらに加えて，Marunouchi Street Park 内での熱環境の特徴を把握するため，複数地点

での固定点観測（気温・湿度・表面温度）が行われた。また歩行空間の微気候を詳細に把握

するため，気温，湿度，平均放射温度（MRT）の移動計測が実施された。移動計測には，

自作の小型温湿度計，長短波放射計，風速計を使用され，これらの気象観測は通常の気象観

測用の機材を用いて観測システムが作成された。観測データは毎日の観測後にデータが抽

出され，分析が行われた。これらに加えて，リアルタイムで情報を得る多点観測システムも

作成された。多数のスポットで温度計測を行い，緑がある所とそうでない所，日当たりが良

い所とそうでない所，ミストに近い所と遠い所など，場所の特性に応じた多点の温熱環境比

較が行われた。観測には自作された小型センサが用いられて，観測データは Wi-Fi を介し

てリアルタイムでウェブ上にアップロードされた。さらにアップロードされたデータは一

般に公開された。このような先進的な常時監視のシステムが構築され，温熱環境がモニタリ

ングされ，さらにそれらのデータは積極的に公開されたことに特徴がある。 

上記の空間の特徴把握に関わるもの以外に，空間利用による健康効果について調査がな

された。そこでは生理的な健康効果の検証にウェアラブル心電・呼吸・加速度センサ

HEXOSKIN を用いて，被験者に朝（執務前）に HEXOSKIN を着用してもらい，9 時から

18 時まで屋内外を問わず好きな場所で執務してもらう形で実施された。被験者は丸の内エ

リアで執務するビジネスパーソンに募集され，多くの参加者が得られている。HEXOSKIN

は心電・呼吸・加速度のデータを取得することが可能であり，そこからストレス度が評価さ

れた。分析においては，Park 利用の効果を評価するためには被験者が Park 内のどこにどれ

だけ滞在していたかを正確に把握する必要がある。そこで被験者に 500 円玉大のビーコン

（Bluetooth beacon 発信機）を携帯してもらい，予め Park 内に受信機となるデバイスを複

数箇所に配置し，被験者が Park 内に入るとビーコン発信機が発信する ID に受信機が反応

し，受信値の強度から ID 別にビーコン発信機と受信機との距離を特定することができるよ

うにしている。その値から，位置を正確に算出し，生理データとの比較解析が可能になって

いる。また心理的な健康効果の検証を目的に Web アンケートを実施された。Web アンケー
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トは，(1)Park 内で働く直前，(2)働いた直後，(3)1 日の業務終了時，(4)3 日間の全実測終

了時に，過ごし方とともに，仕事への意欲，集中度，ストレス度等について回答してもらい，

分析が行われた。このような詳細の調査が可能になっているのは，デジタル技術を積極的に

取り組む姿勢とともに，そのような実験的な試みに関心を強く持ち，後押しする地域のビジ

ネスパーソンの存在，ビジネスパーソンが参画する様々な活動グループの存在がある。 

 

 

Fig. 2 デジタル技術を活用した調査内容 

 

 
Fig. 3 評価結果（ストレス評価）の例 

 

丸の内地区においては Marunouchi Street Park を展開する前から，生きものモニタリン

グ調査などの環境調査活動が行われており，そこで得られた情報は樹木や建築物の 3 次元

情報を持つ環境情報プラットフォーム「大丸有環境アトラス」に統合されていた。2019 年



162 

には Green Tokyo 研究会が設立され，大丸有環境アトラスをベースにして人工衛星データ

の付加や各種データから算出される日影のデータベースの作成，夏季でも涼しい場所の調

査と位置情報の集約などが行われた。そして作成されたデータベースを利用して，目的地を

設定したときに日影を主に選択して移動するルートを検索する仕組みが構築された。これ

を三菱地所（株）協力のもと TOKYO OASIS として配信している。TOKYO OASIS は時間

帯ごとの建物や街路樹の日影情報をもとに，現在地から OASIS SPOT（＝快適に過ごせる

場所）までの涼しい快適なルートを検索できる WEB サービスも提供している。日/英/西/

中/韓の 5 カ国語に対応し，多様な来訪者に利用してもらえるサービスにしている。2021 年

夏の Marunouchi Street Park 開催期間中には，TOKYO OASIS を通じて，30 分先までの気

象予測情報を提供した。降雨の有無や強さを 250ｍグリッドで予測した情報であり，毎分更

新して最新の予想を提供した。市民だけでなく，店舗やレストラン経営者に利用を呼びかけ

たところ，2021 年夏は短時間の豪雨が何度も発生したこともあり，好評を得ている。 

 

３．空間改善の継続を可能にするプロセス 

Marunouchi Street Park にデジタル技術を取り込んで実験的な空間デザイン，そこでの検

証の取り組みが始まったのは，夏季の熱環境評価がきっかけであった。当初，最暑期に実施

される東京オリンピックのマラソンコースが近隣に計画されていたことから，観戦者の安

全面への配慮から仲通りの熱環境を改善する必要性が指摘されていた。そこで熱環境のシ

ミュレーション技術などが活用され，仲通りの熱環境評価と，熱中症対策としての改善の方

針が検討された。その時点では既に大丸有環境アトラスが作られており，建物や緑の 3 次

元データは利用できる状態だったため，これらのデータを用いて熱環境シミュレーション

を実施することも可能になっていた。 

大丸有環境アトラスが作成されたのは，環境に関する情報を紙ベースではなくデジタル

化することで利用を促進し，さらに更新を容易にすることができるからである。環境に関す

る情報をデジタル化することは ICT 利用の第一歩であるが，それ自体が極めて重要なステ

ップであったといえる。 

次のステップは，得られた情報を使って空間への関与をしていくことである。Marunouchi 

Street Park ではシミュレーションでの検討の後に，現地での測定が行われた。実際にどの

ような環境が形成されているかを深く理解するためには，現場での測定が必要だと考えら

れたのである。そして実測後にデータを抽出し，分析することで空間の特徴が評価され，そ

の結果を踏まえて環境を改善する方法，整備方法が検討された。その過程で，分析作業によ

り実際の熱環境を測定し評価することはできたが，評価結果を前にして関係組織，ステーク

ホルダーが集まると，「熱環境がどれだけ良ければいいのか？その改善にどういう価値があ

るのか？」という疑問が生まれた。そこで，熱環境だけでなく同時に人の行動を把握する必

要があるということがステークホルダーから提案され，2020 年の調査では人流把握が調査

項目に加えられた。 
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そして 2020 年に熱環境の特徴と人流についての調査が行われ，前年のデータと比較分析

した結果，夏季には熱環境が良好（冷涼）なところほど，人が長時間滞在していることが示

された。それにより熱環境を改善させることの意義，目標となる基準が確認された。しかし

次に生じたのは，長く滞在すればそれでいいのか？という疑問であった。丸の内というビジ

ネス地区に Marunouchi Street Park を作る意義として，人が長く滞在する場所になれば十

分なのか，そうでなければ意義は何なのか，ということが議論された。そこで出てきた一つ

が，就労者にとって働くことにプラスになる機会を提供すること，安らぎの場であったりリ

フレッシュの場になることであった。そこで 2021 年の調査では参加者を募り，アンケート

調査や生理データの取得を通じて Park で過ごすことの影響を評価することになったのであ

る。 

 

 

Fig. 4 多様な組織の関与 

 

また気温分布については 2020 年の調査で，狭い範囲の中であっても最大で 5℃近い気温

差があることがわかった。仲通りでは高木樹木に覆われていることやミストを使用してい

ることから元々周辺地区よりも気温は低くなっているが，交差点付近では日射の影響や人

工排熱の影響で気温が高くなりやすい。またコロナ感染防止で店舗や建物出入り口を開放

することが多く，室内側の冷気も仲通りに漏れ出している。このような場所による細かい気
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温の違いがあることと，温熱環境が滞留などの利用行動に影響を与えることから， Park 内

に多数の気温センサを設置してリアルタイムで，場所による気温の違いを見える化するこ

とになった。そこで前記のような表示システムを作られたのである。これにより，１日を通

じて気温が低くなる場所を把握できたり，代表気象で捉えられる風速の変化が地表面付近

に与える影響などを把握できたりするようになった。 

重要なことは，Marunouchi Street Park での ICT の活用は当初から計画が明確に描かれ

たものではなく，一つの取り組みをしたら次の疑問，欲求が出てきてそれに対して次の手法

が導入される，という連鎖が続いているということである。Marunouchi Street Park では現

在もまだ連鎖の途中にあり，次から次へと知りたいこと，得たい情報が膨らみつつある。そ

の展開を支えているのは，公園や空間がどういう役割を担うべきか，都市においてどういう

場所になるべきかという根本的な議論である。Marunouchi Street Park で先進的な実験が，

毎年更新されているのは，このような議論を支えるエリアマネジメントの組織の存在とビ

ジネスパーソンの参画があるからであると言える。 
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3-9 ゼロ次予防の発想を取り入れた高速道路 PA のデザイン  

 岩崎寛 

１．「ゼロ次予防」とは  

2013 年に厚生労働省から「健康日本 21(第二次)」、2015 年には「保健医療 2035」といっ

た施策が発表され、予防医学の発想が広がった。また 2015 年は、勤務者のストレス対策と

して企業におけるストレスチェックも義務化された。さらに、現在の COVID-19 感染拡大

により、多くの人の健康意識が高まっている。 

健康意識の高まりにより、例えば公園利用による健康効果を提示することで、多くの人が

公園を利用しようと行動を起こす可能性が高くなると考えられる。しかし、必ずしも全ての

人の健康意識が高いわけではなく、公園利用による健康効果を提示しても、行動に繋がらな

い人が存在する。従来は、これら健康意識の低い人に対し、行動変容を促すアプローチを

様々実施してきた。しかし、人の意識や行動を変えることはかなり困難である。このように

健康意識が低い人は、緑地利用だけでなく健康的な食生活を実施しない人も多く、その結果、

疾病に繋がる割合が高くなると考えられる。そこで、厚労省は健康日本 21(第二次)の中で、

ヘルスプロモーションの一環として「ゼロ次予防」という発想を提案している。ゼロ次予防

とは、「個人の意識的な努力や我慢に頼らず、暮らしているだけで健康になってしまう社会

と環境を整える予防医療の取り組み」のことである。つまり、健康意識の低い人には普段の

通りに生活をしてもらい、彼らの生活環境側を変えることで健康に導く戦略である。 

2023 年には健康日本 21（第三次）が厚労省から発表され 1）、「健康寿命の延伸・健康格

差の縮小」の土台となる部分に「自然に健康になる環境づくり」が位置づけられており（Fig.

１）、今後ますますゼロ次予防の概念を取り入れた空間の整備が求められる。  

ゼロ次予防の発想について理解を深めるために、本項では、ゼロ次予防の概念を取り入れ

た高速道路パーキングエリアの緑化について紹介する。 

Fig.１ 健康日本 21（第 3 次）概念図 

出典：厚労省（2023）健康日本 21（第三次）推進のための説明資料 1） 
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２．高速道路 PA におけるゼロ次予防緑化 2） 

Fig. 2 に千葉東金道路の野呂 PA(下り)の平面図を示した。一般的な高速道路の SA や PA

は、図のように、駐車スペースとトイレ、フードコートや売店があり、施設の外側に緑地が

配置されているケースが多い。元々、SA や PA は、休憩施設として、トイレや食事だけで

はなく、高速運転における疲労の回復を目的とし、安全な運転を継続してもらうために設置

されている。その休憩場所としての重要な要素として、緑地が設置されている。しかし、PA

利用者の行動調査を実施したところ、図中の①②③または③②①といった経路の移動がほ

とんどで、緑地を利用する人はほとんどいない状況であった。そこで、PA 利用者に緑地を

もっと利用してもらうために、わかりやすいサインを掲示したり、緑地で様々なプログラム

を展開したり、様々な方法で誘導を試みたが、大きな成果は得られなかった。そこで導入し

たのが、ゼロ次予防の発想である。これまでは、利用者の行動変容を期待して、様々な取り

組みをしてきたが、利用者の行動を変えることでは無く、緑地の配置を変えることにしたの

である。図の下の様に、駐車スペースとトイレ、フードコートの間に、ライン上に緑地を配

置し、利用者がこれまで通りの行動経路であっても、必ず緑地との接点が出来るように環境

側を変えたのである。具体的には街路樹のように、樹木を駐車スペースと施設側の間に植栽

した（Fig. 3）。また、屋外に設置されているベンチやテーブルにもハーブを植栽し、自由に

触れたり摘んだり出来るようにした。こうすることにより、普段通りの利用でも、植物との

接点が出来、植物の保有するストレス緩和効果を享受することが出来、事故防止に繋がると

考えられる。 
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Fig. 2 ゼロ次予防の発想を取り入れた野呂 PA 

 
Fig. 3 野呂 PA におけるゼロ次予防緑化 

 

３．ゼロ次予防整備前後の感情状態の変化 

ゼロ次予防による PA 整備の効果を検証するために、PA 改修前の 2018 年と PA 改修後

の 2022 年に、PA を利用した際の感情状態を測定し、その値を比較した 2）。被験者は 2018

年、2022 年とも同じ被験者の 10 名を対象とし、POMS２（Profile of Mood Status）を用い

て測定をおこなった。Fig. 4 にその結果を示す。 

 
Fig. 4 ゼロ次予防整備の改修前後における POMS 

T 得点の変化 

 

改修前の 2018 年では、PA での休憩によりネガティブな感情である「疲労」「緊張-不安」

の 2 項目が改善していた。よって、高速道路 SA や PA での休憩は、ゼロ次予防緑化に関わ

らず、運転者の疲労や緊張を緩和する点で有用であると考えられた。 

ゼロ次予防のデザインに改修した後の結果をみると、改修前の「疲労」「緊張-不安」に加

え、「怒り-敵意」「混乱」の 2 項目も休憩後に改善していた。被験者の行動は、2018 年も

2022 年も変わらず、先の①②③といった動線であったことから、この違いは、ゼロ次予防
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を目的とした緑化デザインが影響していると考えられた。 

現在、高速道路に限らず、車の運転における社会的な課題として、「あおり運転」が挙げ

られる。あおり運転の根本的要因として、運転者の感情状態の高ぶりが考えられる。今回の

結果から、ゼロ次予防による緑化により、「怒り-敵意」「混乱」といった項目が改善された、

つまり運転者の怒りの感情を抑え、混乱せずに運転が出来ると考えられることから、「あお

り運転」の抑制にも繋がるのではないかと考えられた。 

 

４．おわりに 

ゼロ次予防は、厚労省が提示したプロモーションではあるが、「環境側を変える・整える」

内容の取り組みである。つまり、環境や緑地空間を扱う専門家が十分に活躍できる取り組み

である。誰一人取り残さず、地域住民全ての健康に寄与する空間を創出するためには、この

ゼロ次予防の発想を取り入れた計画が有効である。 
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3-10 歩行者の表情·仕草を利用した空間評価の可能性 

小嶋文 

はじめに 

近年、歩行者の安全や歩行空間の改善、および歩行者優先・専門空間整備の必要性が認識

されてきている。しかし、一方で歩行者や歩行空間を対象とした評価手法は確立されていな

い。現在は、ほとんどがアンケート調査に頼っているが、アンケート調査にはランダムサン

プリングが困難で、また、その場で回答することへの被験者の心理的負担や、帰宅後の回答

では反芻したイメージの回答となってしまう、といった問題点がある。そこで、新たな評価

手法として、対象空間を歩行する全歩行者から協力意思の有無に関係せず得ることができ

る、歩行者の笑顔に着目した評価手法について紹介する。 

人の表情に関する研究は，19世紀後半頃から行われている。人の情動について、心理学を

はじめ様々な観点からの研究が集積されており、情動とその身体的表出との関係もダーウ

ィン以来、長い間にわたって研究されてきており1)、ダーウィンは、人の表情は生来のもの

であり、人種や文化を問わず普遍的なものであると主張した2)。エクマンら3)は、驚き・恐

怖・嫌悪・怒り・喜び（幸福感）・悲しみの感情によって引き起こされる6つの表情を基本6

表情とし、これらは眉・額・目・鼻・

頬・口などの顔器官の特徴的動作の

組み合わせによって創出されるとし

た。 

このように歩行者の感情が表情に

表出することを利用し、評価対象と

する歩行空間の防犯カメラ等の映像

をパソコンに取り込み、自動的に笑

顔度を測定する歩行空間システムの

構築を行い、そのシステムを用いる

ことで、多様な街路における歩行者

の観測を行い、歩行者の笑顔に影響

を与える項目について検証を行った

結果について、筆者の研究 4),5),6)から

紹介する。 

 

 歩行空間評価システムの概要 

本研究開発で作成した歩行空間評

価システムは、笑顔度検出システム

と、データ管理システムの 2 つの部

分から成っている。システムの概念

 

Fig. 16 歩行空間システムのイメージ図 

 

 

Fig. 17 笑顔度検出システムで笑顔度が測定さ

れている時の様子 
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図を Fig. 16 に示す。まず、評価を行う街路空間において歩行者を撮影し、動画を保存する。

その動画をコンピューターに取り込み、笑顔度検出システムで解析することで、歩行者の笑

顔度をデータ化する。データ化された笑顔度は、CSV ファイルとして保存される。次に、

データ管理システムにより笑顔度がデータ化された CSV ファイルを読み込み、観測日時、

観測場所、道路構造等の属性を付加してデータの一元管理を行うとともに、時間平均等の統

計値をグラフ、数値で出力する。 

歩行空間評価システムで用いる笑顔度検出システムには、昨年度の研究で利用された、オ

ムロン株式会社の「スマイルスキャン」と同様に、オムロン株式会社の技術である顔認識セ

ンサ―「OKAO Vision」が搭載されている。この OKAO Vision により、目じりの下がり方

や口の形、顔のしわなどの情報を読み取ることで、歩行者の笑顔度を 0～100%の数値にし

て出力している（Fig. 17）。 

 

 多様な街路における観測調査及び歩行者表情への要因分析 

歩行空間の多くは、歩道幅員や植栽等の歩道の形状や構造によって様々なケースが存在

する。そこで、歩行者の笑顔度を増減させる歩道の構造条件やその他の要因を明らかにし、

笑顔度を用いて歩行空間を評価することを目的とし様々な実道における歩行者の表情の評

価を行い、車道や歩道の構造といった道路形状の違いによって笑顔度がどのように変化す

るのかを明らかにするため、実道における歩行者観測調査を行い、笑顔度検出システムを用

いた検証を行った。京浜東北根岸線、高崎線沿線および東武東上線の駅前通り 22 地点を調

査地点とした（Fig. 18, Fig. 19）。 

 

 歩道の有無による平均笑顔度の比較 

歩道がない 4 地点と歩道がある 18 地点の平均笑顔度を算出し、両者の平均笑顔度の比較

を行った。 

まず、歩道のない地点において、1 時間当たりの車両通行台数と、歩行者の平均笑顔度の

関係をみた（Fig. 20）。この結果からは、1 時間当たりの車両通行台数と歩行者の平均笑顔

度に負の相関が見られ、決定係数は 0.90 となっている。すなわち、走行する車両台数が増

加すると笑顔度が減少する可能性が示された。 
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次に、歩道がある地点に着目した分析を行う。歩道がある 18 地点を、歩行可能な幅員が

3m 未満の 7 地点と 3m 以上の 11 地点に分け、それぞれの平均笑顔度の集計結果を Fig. 21

に示す。なお、草加駅東口では自転車専用レーン整備前と整備後の 2 回調査したため、歩行

可能な幅員が 3m 以上の地点のサンプル数が 12 となっている。結果として、歩行可能な幅

員が 3m 以上の地点における平均笑顔度の方が、高くなった。また、平均値の差の検定を行

った結果、p 値が 0.049 となり、歩行可能な幅員が 3m 以上確保できる地点の方が平均笑顔

度が高くなることが示された。したがって、歩行可能な幅員が 3m 未満の地点においては、

歩行可能な幅員を 3m 以上確保することで笑顔度を増加させることができるといえる。 

 

 

 自転車通行空間整備の効果検証 

歩行者空間改善･創出の取り組みが行われている道路として、車道での自転車通行空間が

 

Fig. 18 調査地点位置図 

 

 

Fig. 19 調査の様子 

 

Fig. 20 単断面道路における平均笑顔度と自動

車交通量の相関関係 

 

 

Fig. 21 歩行可能な幅員 3m 未満の地点と 3m

以上の地点における平均笑顔度の比較 
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整備された街路を対象とし、事前事後の歩行者の笑顔度を比較することで、歩行空間改善に

関する検証を行った。 

歩行者の通行空間の改善事例として、車道での自転車通行空間整備に着目した。自転車通

行空間整備が行われ、それまで歩道を通行していた自転車が車道を走るようになれば、歩行

者はより安心して通行できるようになり、歩行空間の質は改善されると考えられる。観測地

点とした草加駅東口では、平成 25 年度に車道に自転車指導レーンが整備された。ここでは、

整備前後における歩行者の笑顔度に関する検証結果について述べる。草加駅東口における

自転車通行空間の整備前と整備後の平均笑顔度の集計結果を Fig. 22 に示す。なお、相手と

の会話等による影響の方が自転車指導レーンの整備効果よりも強く出てしまい笑顔度が高

くなると考えられるため、2 人組以上で歩行する歩行者の笑顔度は除いた。 

結果として、自転車通行空間整備後では、笑顔度はわずか 0.23%の違いであり、変化は見

られなかった。この結果について、自転車指導レーンの整備効果とともに、さらに検証する。 

草加駅東口における自転車指導レーン整備前と整備後の歩行者数や自転車台数を Table 1

に示す。この結果から、整備後の方が歩行者数は増加し、整備後の方が歩道内を通行する自

転車の台数は減少しているものの、自転車指導レーンを走行した台数は 30 台しかおらず、

依然として歩道内を走行する自転車

が多かったことが分かった。したが

って、自転車指導レーンの整備効果

が確認できなかったことが、笑顔度

がわずかしか増加しなかった原因で

あると考えられる。継続的に調査を

実施することで、自転車通行空間の

利用促進等を踏まえ、歩道から車道

へ自転車の走行位置が移った段階で

の調査を検討する必要があると考え

られる。 

歩行空間を走行する自転車の存在

が歩行者の快適性にどのような影響

を与えるかを明らかにするために、

さらに別の分析を実施した。ここで

 

Fig. 22 草加駅東口における自転車専用レーン

整備前と整備後の平均笑顔度の集計結果 
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は、歩道で自転車とすれ違うときの

歩行者の表情に注目した。 対象道路

は、上尾駅東側に位置し、歩道の自転

車交通量が多い道路である。歩行者

の表情について 2 つに分類すること

とし、1 つ目の分類は、システムによ

って顔が検出される前後 5 秒以内に

自転車とすれ違った歩行者、もう 2 つ

目の分類は、システムによって顔が

検出される前後 5 秒以内に自転車と

すれ違った歩行者である。Fig. 23 は、これら 2 つのグループの歩行者の笑顔度の平均値を

示している。この結果から、自転車とすれ違う歩行者は相対的に笑顔が低いことが分かった。

このことは、歩道上の自転車の存在が歩行者の笑顔を減少させていることを示唆している。

自転車レーンが適切に活用されれば、歩行者の歩行体験の質の向上に貢献する可能性があ

る。 

 

 終わりに 

本項では、表情センサを用いた歩行者笑顔度の計測システムを紹介した。本システムを使

用して、駅前のさまざまな道路で記録された動画を分析し、歩行者の笑顔の度合いに影響を

与える道路の構造やその他の要因を分析した。その結果、歩道のない道路では車両の台数が

増えるにつれて笑顔度が低下すること、歩道のある道路については、歩道の有効幅員が 3m

以上の道路で歩行者の笑顔度が高まることがわかった。また、歩行者と自転車が歩道で接近

すると歩行者の笑顔度が低下することが分かった。歩行空間の質を計測する上で、歩行者の

表情は歩行空間の質を評価する新たな指標となる可能性があることが示唆されたと考えら

れ、表情センサーの高度化など、今後の技術革新により、ウォーカブルな空間の質を高める

うえで有用な指標になる可能性がある。 
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3-11 画像認識 AI モデルを用い、通行および滞留機能を考慮した歩行空間の性能評価の試

み 

曽翰洋・鹿島翔・葉健人・土井健司 

１．はじめに 

1.1 背景と目的 

近年、まちの賑わいの創出や、住民の健康の促進、地域コミュニティの活性化、環境意識

の高まりといった文脈より、まちづくりは自家用車の利用を前提とした利便性向上志向か

ら、公共交通、自転車の利用を促進し、歩きやすい街路空間整備を進め、人の生活質の向上

志向へと再帰している。例えばメルボルン市 1)では、自宅から日常生活に必要な施設へ、徒

歩、自転車、公共交通機関を利用して 20 分以内にアクセス可能な 20 minute neighborhood 

の実現を図っている。他方、パリ市 2)では自家用車がなくとも街のあらゆる機能にアクセス

可能な 15 minute city を目指し、人の活動を中心に据えたまちづくりを推進している。わが

国においても、国土交通省による都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会を

受け、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」というまちづくりの方向性が打ち出された 3)。 

また、Chou et al.4)は SDGs などのグローバルな目標と地域で直面するローカルな課題を

対応させ、それらの同時的解決を図る新たなまちづくり手法、ニューローカルデザインの考

え方を提示した。ニューローカルデザインでは、徒歩およびそれを支える多様な交通モード

から成る自律型の都市クラスターと分散したクラスター間をつなぐ公共交通ネットワーク

により、人の多様な活動が支えられる、インフラとしてのまちのあり方を提示した。この実

現に向けては、ひと中心の交通まちづくりの観点から歩行空間の質的向上が必要である。 

そこで本研究では、Fig. 1 に示すように歩行空間の質を空間性能とし、3 つの階層的なレ

ベルで分類する。空間性能の中で最も基本的な性能は、利用可能かつ容易に空間把握ができ

るという性能、すなわち Legibility である。2 つ目は、安全・円滑・快適に通行できる性能

を表す Walkability である。そして 3 つ目の最上位概念として、Lingerability5)が位置付けら

れる。Lingerability は、同じ空間に佇み、とどまることができる居心地の良さに加え、快体

験の余韻を楽しむためのゆったりとした移動を可能にする時間と空間にまたがる性能 6)で

ある*1。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 歩行空間の段階的な空間性能 

*1   道路の基本的機能に照らせば、Lingerabilityは交通機に加えて、空間機能および土地利用誘導機能に 

関連した性能として位置づけられる。 

Lingerability

Walkability

Legibility
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特にニューローカルデザインの実現に向けては、歩行空間の空間性能、すなわち通行機能

としての Walkability とともに、低速な歩行を重視した通行機能および滞留機能としての

Lingerability を高めることが必要となる。本研究では多様な交通参加者が存在する空間に対

し、歩行者の視点での通行・滞留機能の評価を試みる。そのため歩行者が存在する街路に加

えて、神社・公園内の緑道空間を含む歩行空間を対象とする。 

歩行空間の評価に関しては、GIS を用いた施設へのアクセス性による評価 7)、アンケート

調査に基づく印象評価 8)、歩行者の表情による評価 9)など多様な手法が提案されている。加

えて、近年では機械学習やディープラーニングを用いた画像認識手法が多様な分野に応用

され、都市景観の分野でも Google ストリートビューから都市景観の画像を抽出し、

Convolutional Neural Network (CNN)によるパターン認識に基づき、都市空間に関する印象

評価が行われている 10),11)。他にも segmentation および detection 技術を活用し街路画像中

の道路施設を認識し、画像中の占有割合によって評価する方法 12),13)が存在する。 

本研究では、言葉としての Walkability 及び Lingerability と画像を結びつける画像認識 AI

モデルを構築し、これを応用して歩行空間の Walkability および Lingerability 評価を行う。

著者らは、この評価モデルを構築した 14)が、判定精度向上のため、学習データの拡充およ

びファインチューニングを用いたモデル構造の改善を図る。次に、分析対象の歩行空間に再

構築した評価モデルを適用し、Walkability と Lingerability の評価を行い、空間ごとの特徴

把握を行う。さらに Walkability と Lingerability の評価要因を可視化し、空間を構成する要

素の特徴を整理する。そして各歩行空間の構造的、視覚的特徴と画像認識 AI モデルによる

評価とを照らし合わせ、構築したモデルの評価の有用性およびその活用法を検討する。 

 

1.2 研究の対象 

本研究の対象の歩行空間としての整備水準が高い 5 か所の街路・緑道を Fig. 2 に示す。

大阪府大阪市を南北に走る御堂筋と堺筋、山梨県富士吉田市の富士山の裾野にのびる富士

みちの 3 つの街路空間に加え、東京都渋谷区に位置する明治神宮と代々木公園の神社・公

園内の緑道空間である。 

 
Fig. 2 対象とする歩行空間 
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1) 大阪府大阪市 御堂筋と堺筋 

御堂筋は Fig. 3 で示すように、国道 25 号および国道 176 号で構成される大阪市の都心部

を南北に縦断する延長約 4km、幅員 44m の街路であり、現代の大阪におけるメインストリ

ートとなっている。また経済・文化・行政の中心地であり、多様な都市機能が集積している。

沿道の建物は、1920 年に施行された市街地建築物法から続く高さ制限により、スカイライ

ンの保全が図られ、整然とした景観が作られている。現在は「御堂筋将来ビジョン」に沿っ

た車中心からひと中心のストリートへの転換を目指し、道路空間でのにぎわいや憩いの場

を創出する道路空間再編が進められている。 

堺筋は大阪市の都心部を南北に縦断する街路の一つであり、御堂筋の東を並走して走る

全長約 6.1km の街路である（Fig. 3）。かつては紀州街道の一部として栄え、近代に入ると

百貨店が立ち並ぶようになるが、昭和初期の御堂筋拡幅により、商業施設や企業が移転し、

メインストリートとしての役割は御堂筋に移った。長堀通より北側はビジネス街のため高

層建築物が多く、セットバックにより歩行空間が比較的広く確保されている。一方で、長堀

通より南側は商業エリアを通過するにも関わらず、歩道幅員が約 3m となっており、放置自

転車や路上駐車等の課題を抱えている。 

このような背景から、地理的に近い街路でありつつも、御堂筋では道路空間再編により、

Walkability とともに Lingerability が高いことが想定される。一方、堺筋では歩行空間整備

により、Walkability は一定確保されているものの、放置自転車や路上駐車の課題から

Lingerability が低いといった空間性能の相違性が想定される。 

 
Fig. 3 御堂筋と堺筋の位置 

 

2) 山梨県富士吉田市 富士みち 

富士吉田市の市街地は富士山の裾野に南北に長く伸びており、富士みちの交差点にある

金鳥居を中心に北側が下吉田地区、南側が上吉田地区となっている（Fig. 4）。北側の下吉田

地区を通る本町通りには、レトロな雰囲気の軒が連なっており、富士山の麓に位置するため

その景観から多くの観光客で賑わっている。一方で、南側の上吉田地区の入り口である金鳥

居から北口本宮冨士浅間神社まで続く富士みちでは、吉田の火祭りが行われている。また、

富士山信仰の一大聖地であり、現在でも御師の建物が十数件残っているなど歴史的な場所

である。しかし、富士みちは直線的で単調な街路かつ休憩施設なども設置されていないため、
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回遊性および滞留機能が低い状況にある。このことから、富士みちは歩行空間の整備により、

Walkability は一定確保されているものの、街路の構造や環境から、Lingerability が低いこ

とが想定される。 

 
Fig. 4 富士みち（本町通り）の位置 

 

3) 東京都渋谷区 明治神宮の南参道と代々木公園 

明治神宮の本殿を取り巻く内苑は、約 70 ヘクタールの鎮守の森がその全敷地の大半を占

めている。鎮守の森は大正時代に造営された人工林であり、土地の気候風土にあった照葉樹

を主な構成木となるように植えられている。現在では自然林化し、東京都区内における貴重

な神社の緑道空間となっており、都市景観に美しさを与えている。また鎮守の森に囲まれて

いる参道は、荘厳な雰囲気と落ち着きを感じさせるとともに、訪れる人が参拝や散策をする

憩いの場となっている。 

 代々木公園の敷地は 54 ヘクタールであり、東京都 23 区の中では 5 番目に大きい都市公

園である。敷地内には緑豊かな空間の広がる A 地区とスポーツ施設やイベントホールなど

を備えた B 地区に分かれており、広葉樹や針葉樹など多様な樹木から成る雑木林と開放的

な芝生広場がある。明治神宮とともに都内の貴重な緑道空間として、人々の憩いの場となっ

ている。また公園内の緑道は歩行環境画整備されており、公園内を散歩や運動している利用

者も多い。隣接する明治神宮と比較すると開放的で明るく、活気に溢れている公園である。 

このような背景から、両者とも地理的には近い一方、明治神宮の緑道は人々が留まり、散

策を行うことができる機能を備えていることから Lingerability が高く、代々木公園の緑道

は円滑かつ快適に歩行できる機能を備えているため Walkability が高いことが想定される。 

 
Fig. 5 AI and human co-operative evaluation(AIHCE) 
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２．研究方法 

2.1 AI による街路空間の評価手法 

本研究では、筆者ら 14)が開発した深層学習をベースとした歩行空間の評価手法：AI and 

human co-operative evaluation (以下、AICHE)に基づき、歩行空間の評価を行う（Fig.5）。

AIHCE は、歩行空間の画像とその印象がセットになったデータから空間の印象を直接的に

評価する画像判定法、および歩行時の表情のデータから感情を推定し、歩行空間を間接的に

評価する表情判定法にて構成される。画像判定法は歩行空間の画像から Walkability と

Lingerability を評価する手法であるのに対し、表情判定法は歩行者の表情から Happiness な

どの感情を推定し，歩行空間の快適性評価に活用する手法である。 

特に本研究では、画像判定法に着目し、以下の 3 点について、実施または検証することで

画像認識 AI モデルの評価の有用性およびその活用法を検討する。 

1) ファインチューニングにより、歩行空間評価に対する AI モデルの学習の安定性・ロバ

スト性の向上 

2) 空間性能評価に影響を及ぼす空間要素の特定 

3) 空間性能に着目した歩行空間同士の関係性整理と課題特定 

 

2.2 ファインチューニングによるモデルの精度向上 

AIHCE は CNN を用いた画像認識によって、歩行空間の印象や歩行者の表情の分類を行

う。筆者らの先行研究で開発したモデル 14)は畳み込み層 4 層、全結合層 1 層によって構成

されており、学習用の画像教師データはウェブスクレイピング技術を用いて自動収集して

いる。そして、タイプの異なる街路を対象として、各空間へ適用することへの妥当性につい

て論じ、AI モデルによる街路の空間性能評価とアンケートによる街路の印象評価の対応を

確認した。一方、モデルの学習が不安定であり、検証データに対する正解率が Walkability

では 0.69、Lingerability では 0.81 と高くない点に課題を抱えていた。 

そこで、本研究では既存の学習モデルである VGG1615)を用いてファインチューニング 16)

を行い、モデルを再構築することで、画像判定法に関する予測精度の向上を試みた。ファイ

ンチューニングは、既存の学習モデルの最終出力層である全結合層を付け替え、出力層に近

く深いところにある畳み込み層の重みを再学習する手法である。CNN の学習時の特徴とし

て、入力側の層（浅い層）ほど、色やエッジ、ブロフなどの汎用的な特徴が抽出され、出力

側の層ほど学習データに特化した特徴が抽出される傾向にある。そのため、浅い層の汎用的

な畳み込み層はそのまま固定させ、深い層の重みのみを分類させたい目的の教師データに

合わせて再学習させることで、新規で学習するよりも精度高くモデルを学習させることが

可能になる。VGG16 は畳み込み層 13 層と全結合層 3 層からなる深さ 16 層のモデルであ

り、広範囲にわたる画像に対する豊富な特徴表現を学習している*2。 

そこで、VGG16 の全結合層を付け替え、対象となる歩行空間が居心地良いかどうか、また

は歩きやすいかどうか、それぞれの指標に対して 2 クラスに分類されるように分類器を再

構築した（Fig. 6）。特徴抽出器では、入力側から 10 層の重みを固定し、出力側の畳み込み
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層 3 層のみを再学習させた。 

 

 
Fig. 6 Fine-Tuning Model（VGG16 ベース） 

 

Table1 学習用データ収集の概要 

収集日時 2021 年 9 月 29 日 

収集方法 

Google 画像検索より検索ワー

ドに対応する多様な要素を含む

偏りのない画像データを収集し

た 

検索ワード 

Walkability に対応するワード： 

walkable-street / unwalkable-

street 

 

Lingerability に対応するワー

ド： 

cozy-street / dirty-street 

収集枚数 各ワード 260 枚ずつ収集 

  

本研究では、街路・都市環境の異なる歩行空間を一律の基準で評価するための AI モデル

構築にむけ、全世界のグローバルな意見を取り入れたデータセットを作成するため、英単語

を用いて画像データを収集した。そこで Lingerability に対応する検索ワードとして cozy-

street と dirty-street を、Walkability に対応する検索ワードとして walkable-street と

unwalkable-street を設定し、ウェブから画像を収集した。その概要を Table1 に示す。なお、

快適さを表す代表的な英語として、comfortable, cozy, congenial が挙げられる。オックスフ

ォード英英辞典より、これらの単語の中で、cozy は精神的な快適さを含む特定の場所や空

間、雰囲気にリラックスを感じる時に使用される言葉であることから、本研究では

Lingerability に対応するワードとして cozy (coziness)を採用した。 

*2 VGG16は、2014年の画像認識のコンペティション ILSVRCにて提案され、1000クラスに属する約 1400万 

の大規模画像データセット ImageNetに対し、その上位 5つのカテゴリを 92.7%の精度で予測可能である。  
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一方、cozy の対義語には、uncomfortable, inhospitable, cold などが挙げられるが、ストッ

クフォトサービスでの画像検索結果から、検索ワードとして適さないことを確認した*3。こ

のため、検索ヒット数が多い言葉として dirty-street を候補とした。なお、dirty-street に対

応する画像には、ゴミの散乱した道路空間だけでなく、路面の維持管理状況や沿道環境・景

観の悪い画像、路上駐車の多い画像などが多く含まれていることを確認している。 

次に歩行空間の画像として認識できない画像、重複する画像を取り除き、各キーワード

260 枚ずつ、合計 520 枚として学習用データセットとした。そして、学習用データ 520 枚

のうち 440 枚を、モデルの学習に用いる訓練データとして、80 枚を学習には用いず、モデ

ルの汎用性を図るための検証用データとした。なお、本研究が対象とする歩行空間は、外国

人を含めた多様な利用者が存在する空間である。そのため、今回の分析では、日本人の価値

観のみに基づく評価ではなく、外国人の価値観を含んだ評価を行う必要性を考慮し、このよ

うなデータセットを用いている。 

次に、作成したデータセットを用い、ファインチューニングしたモデルより、30 エポッ

ク学習した。その学習結果を Fig. 7 と Fig. 8 に示す。縦軸は両図ともに、左図は正解率、右

図は損失値を表し、横軸は学習経過（エポック数）を表す。各図の左図は訓練データ(Training 

acc)と検証用データ(Validation acc)に対する正解率の推移を示し、右図は訓練データ

(Training loss)と検証用データ(Validation loss)に対する損失値の推移を示している。 

 
Fig. 7 Lingerability の学習および検証結果 

 
Fig. 8 Walkability の学習および検証結果 

*3 たとえば、米国のストックフォト企業が提供するロイヤルティフリーのストックフォトである

Shutterstockで検索した場合、uncomfortable-streetに関わる画像は、天候・気象条件に関わるものや足の

疲労・痛みに特化した画像が大多数となっている。また Inhospitable-street は画像数が非常に限定され

ていることがわかる。  
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Lingerability に関する学習結果は、検証用データに対する正解率が 0.93、損失値が 0.16

となった。また、Walkability に関する学習結果は、検証用データに対する正解率が 0.90、

損失値が 0.29 となった。以上より、モデルを再学習することで、未知の歩行空間画像に対

して Lingerability を 93%、Walkability を 90%の精度で予測することを可能にした。これに

より、ファインチューニングを施す前の予測精度と比較し、Walkability は 21%、Lingerability

は 12%改善された。 

 

2.3 分析の手順 

本研究の分析の手順を Fig. 9 に示す。また Table 2 には各歩行空間の撮影日時と天候条件

を示している。本研究で用いる AI モデルは、入力画像について、強い日差しや西日などの

影響を受けやすい。そのため、それらの影響を受けないよう条件を揃えた上で撮影を行う。 

 
Fig. 9 分析の手順 

 

Table 2 各歩行空間の撮影条件 

対象 撮影日時 天候 気温 

御堂筋 2021 年 5 月 25 日 08 時 晴れ 20℃ 

堺筋 2020 年 11 月 27 日 13 時 晴れ 17℃ 

富士みち 2021 年 9 月 21 日 13 時 晴れ 24℃ 

明治神宮 2021 年 9 月 22 日 11 時 晴れ 26℃ 

代々木公園 2021 年 9 月 22 日 11 時 晴れ 26℃ 

 

はじめに、歩行者の目線に高さを合わせ、対象歩行空間の進路方向に動画を撮影する。そ

の後、撮影した動画を 1 秒ごとに切り取り、時間的に連続した画像として抽出する。そし

て、抽出した画像をファインチューニングモデルに入力し、それぞれの歩行空間ごとの

Walkability および Lingerability に関する評価を行う。次に Grad-CAM17)を用いて、モデル

の予測根拠を可視化し、歩行空間評価の分析を行う。Grad-CAM は画像のどのピクセルが

予測に最も影響を与えたかをヒートマップとして出力することで、各ラベルに対する視覚
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的説明を行う手法であり、ヒートマップが暖色であるほどモデルの評価に影響していると

説明できる。 

 

３．ファインチューニングモデルによる空間性能評価 

ファインチューニングモデルによる各歩行空間の空間性能の評価結果を Fig.10 から

Fig.14 に示す。各図の上図は、対象画像をファインチューニングモデルに入力し、出力値の

5 秒移動平均をとった時空間評価結果である。なお、グラフの縦軸は歩行空間の Walkability

と Lingerability を、横軸は経過時間（秒数）を表す。また下図は、対象の歩行空間ごとに

Walkability と Lingerability の変化が大きい特徴的な断面の画像を抽出したものである。 

御堂筋は Walkability の平均値が 0.97 と高く、グラフは安定して推移している（Fig. 10）。

また Lingerability の平均値は 0.58 であり、グラフは波打つように一定の区間で評価が上下

するような結果となった。特に 30 秒付近で両評価値とも低く、路上駐車の存在がみられる。

155 秒付近ではともに高い評価値値を示した。セットバックされ、沿道施設の壁面がガラス

張りであり、歩道と沿道の一体性が高く、街路樹により緑がある空間となっている。 

 

 
Fig. 10 御堂筋の空間性能の評価結果 

堺筋は Walkability の平均値が 0.72 と比較的高いが、60 秒と 140 秒付近で大きく低下し

ている（Fig. 11）。特に 55 秒から 60 秒では Walkability の評価値が最も低く、沿道商店の

シャッターが閉まっており、車道側には放置自転車も存在している。また、Lingerability は

後半部分に高くなっているが、全体の平均値が 0.27 と低い結果となった。185 秒付近では、

Lingerability が Walkability の評価を上回っている。ここでは直線的な街路から少しひらけ

た広場になっており、沿道には座って休憩する人もみられる。また、堺筋のみ撮影日が冬で

あり、街路樹が裸木の状態になっているため、緑の濃淡を感じられず、相対的な評価値が低

下したと考えられる。 
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Fig. 11 堺筋の空間性能の評価結果 

 

  富士みちは Walkability の平均値が 0.67、Lingerability の平均値が 0.27 と両者とも相対的

に低くなった。いずれの指標とも 0 秒付近の評価は低く、50 秒から 80 秒あたりにかけて評

価値が高くなっている（Fig. 12）。特に、85 秒付近では、ともに評価値が高くなっており、

道路空間と沿道の施設、緑が一体化した空間になっている。一方で、110 秒付近ではいずれ

の指標とも評価値は低くなっており、緑が少なく、塀により沿道と歩道が分離され、街灯設

備により歩行空間が狭められた空間となっている。 

 

 
Fig. 12 富士みちの空間性能の評価結果 

 

明治神宮参道では Walkability の平均値は 0.40 とやや低く、Lingerability の平均値 0.61

は高くなった（Fig. 13）。ほとんどの区間が 0.3 から 0.8 に収まるように推移する結果とな

った。特に、165 秒付近では、ともに評価値が高くなっており、240 秒付近では Lingerability

の評価が高く、Walkability の評価を上回る。どちらの時点でも緑の濃淡のある照葉樹林に

囲まれて、樹冠の間から陽がこぼれており、落ちついた佇みやすい空間となっている。 
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Fig. 13 明治神宮参道の空間性能の評価結果 

 

代々木公園は、Walkability の平均値が 0.53 であり、160 秒から 200 秒では、0.8 から 0.9

と高い値で推移ししている（Fig. 14）。また Lingerability の平均値は 0.51 であり明治神宮

よりもやや低い結果となった。また 110 秒付近では、どちらの指標も評価値が高くなって

おり、直線的な道かつ沿 

 

 
Fig. 14 代々木公園の空間性能の評価結果 

道に芝生が広がっていることから見通しがよく開放的な空間となっている。150 秒付近では

どちらの指標とも評価値は低くなっており、木が緑道の上まで生い茂っており、見通しが悪

く閉鎖的な空間となっている。 

 

４．Grad-CAM による空間性能評価の要因分析 

前章の結果を受け、Grad-CAM を用いて AI による Walkability と Lingerability の評価要

因を整理・分析する。ここでは、便宜的に 1)walkable-street、2) unwalkable-street、3)cozy-

street、4)dirty-street の 4 つのラベルに対して、それぞれ、1)Walkability の Positive 要素

の可視化、2) Walkability の Negative 要素の可視化、3) Lingerability の Positive 要素の可視

化、4) Negative Lingerability の Negative 要素の可視化を行う。各ラベルの予測に影響を与

えたピクセルをヒートマップとして Fig.15 から Fig.18 に示す。画像左下の数字は各歩行空

間の経過時間（秒）である。また〇付き番号は、色が各歩行空間に対応しており、御堂筋：

赤、堺筋：紫、富士みち：青、明治神宮：緑、代々木公園：橙となっており、番号は Fig.10

から Fig.14 の折れ線グラフ上の時点を表している。  
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4.1 Walkability の評価要因分析 

Walkability にポジティブな影響を与えている空間要素を Fig.15 に示す。①③⑥では歩道

正面の狭い範囲が赤く反応していることから、直線的で奥行きの感じられる道路のしつら

えが好ましいと考えられる。②④⑧は共に、空間前方の広い範囲が赤く反応しており、開け

た場所で見通しが良いといった特徴を捉えている。そして③④⑧⑨の空への反応から

Walkability に対するスカイラインの重要性が示唆される。①や⑤のように市街地の街路樹

は樹冠が赤く反応し、④の裸木は反応していないことから、街路樹の特に濃淡のある緑が

Walkability にポジティブな影響を与えている。また⑦のように参道の石畳部分に反応して

いる。これは近年敷設された緑道であり、Grad-CAM の結果からも Walkability の向上に影

響を与えていると推察される。 

 
Fig. 15 Walkability へのポジティブ要素の可視化 

 

 次に、Walkability にネガティブな影響を与えている空間要素を Fig.16 に示す。⑫⑬⑮で

は駐輪自転車やゴミ箱、街灯が赤く反応している。これらの人工物は障害物として認識さ

れ、Walkability にネガティブな影響を与えていると思われる。また⑪から路上駐車も

Walkability を低下させている原因であることがわかる。緑道空間に着目すると、⑯の樹林

は緑の濃淡がなく単なる黒いオブジェクトとして認識されている。また⑰は正面の空間に

反応しており、見通しの悪さが影響していると推測できる。⑱は空間の中央上部に反応し

ていることから、閉鎖的であることがネガティブな影響を与えることを示唆している。 

 
Fig. 16 Walkability へのネガティブ要素の可視化 
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4.2 Lingerability の評価要因分析 

Lingerability にポジティブ影響を与えている空間要素を Fig.17 に示す。㉔では左端の沿

道施設に反応しており、道路空間と沿道空間、緑の一体性が Lingerability を高めることを

示唆している。また㉑と㉒ではそれぞれ沿道の商業施設に赤く反応している。特に㉑ではガ

ラス張り部分に反応しており、開放的かつ街路から店内が見えることの重要性を示唆して

いる。また㉒のひさしへ反応していることから、利用者が佇むような空間を作り出すストリ

ートファニチャーを設置することの重要性が確認できた。㉓は左下の休憩している人に反

応しており、街路空間に休憩場所を設置することで、人々の滞留を促進させることがわかる。

⑲と㉗は沿道に植えられた樹木の樹冠が赤く反応しており、⑳では空間中央の広範囲が赤

く反応している。これらの反応は Walkability と Lingerability の両方にポジティブな影響を

与える空間要素を示唆している。続いて、緑道空間に着目して空間的要因を考察する。㉕と

㉖は参道であるが、㉖は参道を覆う樹林に、㉕は石橋に反応している。これはどちらも神社

固有の神聖な印象を表しており、特に㉕は人工物（歴史的構造物）と自然物の一体性の高さ

が Lingerability を高めていると考えられる。また㉗は芝生に反応しており、これは人が滞

留するための広場的役割の重要性を示唆している。 

 
Fig. 17 Lingerability へのポジティブ要素の可視化 

 

次に、Lingerability にネガティブな影響を与えている空間要素を Fig.18 に示す。まず㉙

は横断歩道に反応しており、人が滞留する場所ではないことから妥当な結果といえる。㉛で

は高架が視界を遮っており、見通しの悪いことがネガティブな影響を及ぼしていると推測

できる。㉘は左側面に反応しており、工事囲いによって視界が遮られていることや、道路空

間と沿道の一体性が低いことが Lingerability を下げている要因と推測できる。㉚や㉜では

放置自転車や路上駐車などの車両が、㉝では街灯が障害物として認識され、居心地の良さを

阻害していると判断できる。また㉞と㉟は緑の濃淡が認識されないために、樹林を単なる黒

いオブジェクトと捉え、ネガティブに反応していると思われる。また、そして、㊱は公園に

設置された人工物と自然物との一体性が低く、Lingerability にネガティブな影響を与えてい

るといえる。 
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Fig. 18 Lingerability へのネガティブ要素の可視化 

 

このように Lingerability に影響を及ぼす街路空間の要因は多様であることから、複雑で

多次元的な指標といえる。また Lingerability は Walkability に影響を及ぼす空間要素の多く

を包含するため、より上位に位置づけられる概念であるといえよう。以上より、通行のため

の空間が整備された上で、はじめて人々が低速な歩行や居心地良く滞留できる歩行空間の

デザインが可能になることが示唆された。 

 

５．空間性能評価に基づく歩行空間のポジショニング 

次に、全歩行空間に対して、約 50 メートル（成人男性の徒歩 30 秒分の距離）を 1 区間

として各区間の評価値の平均を算出し、横軸に Walkability、縦軸に Lingerability をとる二

次元座標に値を表した（Fig.19）。はじめに、地理および道路機能が近い 2 つの歩行空間す

なわち、大阪市の御堂筋と堺筋および東京都の明治神宮と代々木公園の対に対して、評価値

から空間性能を比較した。 

御堂筋と堺筋は両者とも大阪の古くからの南北方向の交通路であり、メインストリート

の役割を担っている。このような共通点を持つ一方、Walkability と Lingerability の評価値

に着目すると御堂筋の方が高い。これは御堂筋が人のための歩行空間という点で、それぞれ

の街路の位置付けが異なるためである。このように地理的に近く、性格が類似しているよう

な歩行空間でも、空間性能については異なったポジショニング（相対的特徴づけ）になるこ

とが示された。 

続いて、明治神宮と代々木公園の空間性能を比較した。Walkability に関しては公園内の

歩行空間を備えている代々木公園の方がやや通行性能は高いと想定されるが、評価値は概

ね同じとなった。 
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Fig. 19 対象歩行空間の空間性能の位置づけと関係性 

 

一方で、Lingerability に関しては佇みやすさという観点で、明治神宮の方が滞留性能は高い

といった相対的な違いは見られるものの、Fig.19 を俯瞰すると空間性能の類似性は高い。こ

のように両空間ともに緑豊かであり、車両などの自然物と一体性を損ねやすい人工物が存

在しない点で共通しているため、ポジショニングに大きな差は見られない。ただし、樹林の

緑の差や自然物と人工物の一体性の観点から、相対的な差が見られると推測できる。これら

の地理的に近いペアの空間性能の共通性に着目すると、大阪の御堂筋と堺筋のペアと東京

の明治神宮と代々木公園のペアとでは位置づけがかなり異なっており、対照的な関係性と

なっている。 

次に、この二次元座標に地方都市の市街地を走る富士みちを当てはめると、Walkability は

高く、Lingerability は低いという点で、堺筋と類似した空間性能としてポジショニングされ

た。どちらの街路も歩行空間整備が一定なされているために通行機能は高いが、回遊性能や

滞留性能は不足していることが共通点としてあげられる。一方で Lingerability を阻害して

いる要因として、堺筋では一定の歩道幅員や植樹もなされているものの、放置自転車や路上

駐車のような車両が存在していることが挙げられ、富士みちは車両要因こそないものの、全

体的に道路空間と沿道空間との一体性が低い区間が多く、緑が不足していることが挙げら

れる。どちらの街路も同じ領域に位置づけられており、空間性能は近似しているが、空間の

性格部分が異なっているといった関係性になっている。 

 

６．おわりに 

6.1 本研究の成果 

本研究では、5 つの歩行空間を対象に、著者らが開発および改良した画像認識 AI モデル

を適用し、Walkability と Lingerability の 2 つの指標を用い、各空間の空間性能を把握した。
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併せて、各空間の構造的、視覚的特徴を整理し、空間の評価要因の分析を試みた。要因分析

を実施するにあたり、Grad-CAM を用いて評価の根拠となる空間要素を可視化することで、

Walkability や Lingerability に影響を及ぼす空間要素を抽出した。 

その結果、奥行きの感じられる道路のしつらえや見通しの良さ、スカイラインの保全、緑

の濃淡が感じられる樹木の存在が Walkability にポジティブな影響を、閉鎖的な空間、歩道

上の障害物や路上駐車がネガティブな影響を及ぼすことが判明した。そして、道路空間と沿

道空間の一体性や見通しの良さ、佇むためのストリートファニチャーや休憩場所、緑の濃淡

が感じられる樹木の存在、自然物と人工物の一体性、公園内の芝生など多様の空間要素が

Lingerability にポジティブな影響を及ぼし、横断歩道付近や有効幅員が狭く滞留に適さない

場所や、放置自転車・路上駐車などの車両要因は Lingerability にネガティブな影響を及ぼ

すことが示唆された。 

さらに、各空間の特徴を把握するために Walkability と Lingerability を軸とした二次元座

標の中に、それぞれの歩行空間をポジショニングすることで、対象空間同士の関係性につい

て論じた。御堂筋と堺筋のペアは、通行空間としての機能や性格が似ているものの、空間性

能には大きな相違が見られた。また明治神宮と代々木公園のペアでは、Walkability に関し

ては代々木公園の方が、Lingerability に関しては明治神宮の方が相対的に高いものの、5 つ

の歩行空間の中では空間性能の類似性は高い。 

また、富士みちは空間性能の評価座標（Walkability-Lingerability の二次元座標）におい

て、堺筋と同じ領域に位置づけられた。しかし、両者は空間性能の評価結果は近似している

ものの、Grad-CAM を用いた可視化により、評価結果に影響を及ぼす空間要素が大きく異

なることが確認された。今回用いたモデルでは、両者の定量的な類似性と定性的な異質性を

捉えることができ、一定の有用性を示したといえる。なお、わが国において、通行機能の観

点で整備水準がある程度満たされていても、堺筋や富士みちのように空間性能の点で、課題

が見られる街路が一定数あると推測される。今後、本手法を用い、このような街路を特定す

るとともに、具体的なデザインの提案およびその評価を進めることが望まれる。 

 

6-2 今後の展望 

本研究では検討できていない点がいくつか存在する。まず、Walkability や Lingerability

は広い概念であるため、地域の抱える課題や利用主体によって評価が異なることが想定さ

れる。本研究では、これらの要素を考慮せず、グローバルな意見にもとづく AI モデルを構

築した。今後は、アンケート等を用いて、利用者の意見を取り入れたデータセットを作成し、

よりローカルな課題に対応した AI モデルの開発を行う必要がある。なお、本研究を進める

過程において、国土交通省が示すウォーカブルな街路画像をデータセットに加えた分析を

試行している。このような良い事例としての画像データは収集可能であるが、国内の街路に

対し、un-walkable、un-lingerable な状態を定義し、画像データを収集するために時間を要

するといった点で課題が残る。 

また、本研究では静止画像を用いて、視覚情報の印象をもとに歩行空間を評価しており、
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移動体の速度や他の五感情報は考慮していない。Walkability や Lingerability を評価するに

あたり、これらの要素は重要になることから、学習の情報として直接入力することや表情判

定法と組み合わせて評価を行うことが考えられる。 

そして、本研究では、専門家の意見を踏まえ、事前に想定した空間性能と AI モデルの評

価結果の一定の類似性は確認できたが、定量的な心理評価との比較は行えていない。そのた

め、他の統計的手法と対応づけることで、定量評価を行っていくことが今後の課題となる。 
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3-12 ウォーキング空間へアクセスしやすい人口の地域差  

松橋啓介 

1. ウォーキング空間  

誰にでも手軽に行える運動としてウォーキングが注目されている。しかし、運動習慣としてのウォ

ーキングに適した遊歩道等の歩行者空間（以降、ウォーキング空間）に着目した研究事例は、比較的

少数に限られている。既往研究からは、人口密度や道路密度が交通手段としての徒歩を促す一方、健

康増進のためのウォーキング空間は、2m 以上の幅員を有する歩道あるいは公園や緑地等の遊歩道で

あることが望ましく、100~300mといった近隣に居住することがウォーキングの習慣化に資するとさ

れる。また、都市中心部や商店の多い地域より郊外部や新興住宅地の居住者の方が近隣環境を運動に

適していると主観的に受け止めていることなどが示されている。 

しかし、これらのウォーキング空間にどのようなものがあり、都市内のどこに存在しており、居住

人口とどのような位置関係にあるのかは明らかにされていない。たとえば、幅員の広い歩道や地方自

治体が指定するウォーキングコースは、それぞれ都心と郊外のどちらに多いのか、相互に重なってい

るのか補完的な関係にあるのか、居住者にとって利用しやすい範囲にあるのかといった点である。そ

こで、ウォーキングコースや大規模な公園、幅の広い歩道等といったウォーキング空間に着目し、そ

れらにアクセスしやすい範囲に住む居住人口の割合を行政区域別に比較し、ウォーキングに適した行

政区域を明らかにする。 

 

2. 歩道ネットワークとウォーキングコース  

区域全体に渡って広幅員の歩道の情報が収録されている東京 23 区と川崎市 7 区と横浜市 18 区を

分析対象とする。ウォーキング空間には、広幅員の歩道、遊歩道等の歩行者専用道路、公園や緑地、

行政が指定したウォーキングコース等が含まれる。これらを、歩道ネットワーク（Pedestrian）とウ

ォーキングコース（Course）に分類して、分析を行った。 

歩道ネットワーク（Pedestrian）は、ウォーキングに適する歩行者向けの道路網と大規模公園の外

縁線とした。具体的には、MAPPLE社ルーティングデータから幅員2.5m以上の歩行者専用道路、横

断歩道、階段、遊歩道、公園内部道路、河川敷沿道を抽出した。大規模公園は、国土交通省の都市公

園分類に基づく定義のうち、入園の料金や時間に制限がない総合公園、運動公園、広域公園とした。 

ウォーキングコース（Course）は、自治体側の行政指定ウォーキングコースと大規模公園の外縁線

とする。まず、ウォーキングコースとして、各地方自治体のホームページから歩行者やランナー向け

のコースを収集し、地図データとして入力した。 

それぞれから、200m バッファを生成したイメージは Fig.1 の通りとなる。歩道ネットワーク（黄

色）とウォーキングコース（青色）が重なる緑色の範囲は、ウォーキング空間に特にアクセスしやす

いと考えられる。 
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Fig.１ ウォーキング空間から200mの範囲の図例 （足立区の舎人公園周辺を例として） 

 

3. ウォーキング空間から200m範囲の地域差 

東京23区と川崎市7区と横浜市18区対象に、各区別の200m範囲のP&C Area、Pedestrian-Only 

Area、Course-Only Area、Blank Areaの位置関係を色分けした地図をFig.2の通り作成した。 

P&C Area人口カバー率が高いのは、東京23区の千代田区（92%）と中央区（91%）であり、台東

区、墨田区、やや開いて文京区が続く。これらの区は、東京 23 区の中でも都心北東側に位置してい

る。歩道ネットワークとウォーキングコースの双方にアクセスしやすい範囲に居住する人口が 75%

以上と数多く、区の大半がウォーキングに取り組みやすい環境にあると考えられる。これらの区は関

東大震災や戦災からの復興に伴う土地区画整理事業により、広い範囲で都市基盤の整備が行われた区

である。川崎市と横浜市では、東京 23 区よりも相対的に低い値であるが、川崎市の幸区、川崎区、

横浜市の中区、西区の都心部では 50%を超えている。また、横浜市の都筑区は 75%に迫り、これに

青葉区、緑区を加えた横浜市北部に50%を超える区がある。ニュータウンとの位置関係をみると、港

北ニュータウンを擁する都筑区と、ニュータウンが集中する青葉区にP&C Areaが特に多く存在する

傾向がみられる。それらの区域では、市街化の際に土地区画整理事業などの都市基盤整備が行われ、

幅の広い歩道ネットワークに隣接した、すぐれたウォーキング空間にアクセスしやすい住宅地が面的

に整備・保全されていることを反映していると考えられる。  

反対に、P&C Area人口カバー率が25%未満と低いのは、東京23区の練馬区（11%）、大田区、世

田谷区、川崎市の多摩区、横浜市の栄区、金沢区、港北区である。Blank Area人口カバー率が30%以

上と高い区とほぼ一致している。歩道ネットワークとウォーキングコースのいずれにもアクセスでき

ず、相互補完されていない地域が多くあると考えられる。これらの区には、郊外のスプロール的な住

宅地開発が行われた結果、居住地周辺に幅の広い歩道ネットワークが整備されなかったことが示唆さ

れる。 

Course-Only Areaの人口カバー率は、川崎市の麻生区が 40%と最も高い。麻生区は、黄色と緑色

をあわせた歩道ネットワークのカバー率が 39%と最も低いにもかかわらず、青色と緑色をあわせた

ウォーキングコースのカバー率が68%と高いことから、Blank Areaの人口カバー率は21%と抑えら

凡
例

Pedestrian line

Course line 

Park edge line 

P&C Area

Pedestrian-Only Area

Course-Only Area

Blank Area
250ｍ

※色付けなしエリア
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れている。麻生区には、大規模団地やニュータウンなどが多く開発されているものの、丘陵地が多い

地理的状況にあることから、幅広い歩道ネットワークを構築しにくく、狭い道路が多く残されている。

同様の傾向は、横浜市の旭区、瀬谷区、泉区、神奈川区等でも見られる。横浜市では、丘陵地が多く

都市計画道路の整備が相対的に遅れている課題に対応するため、道路局と各区の保健部局が連携して、

ウォーキングコースの指定を積極的に行う「健康みちづくり」などの健康増進事業を多く展開してき

ており、歩道ネットワークの不足を補完しようとしてきた成果が結果に反映していると考えられる。

すなわち、歩道ネットワークが少なくBlank Areaが多い区では、保健部局は健康増進の取り組みを推

進する際に、Blank Areaに現存の道路を活かしたウォーキングルートを指定することで、ウォーキン

グ空間を補完することができる可能性がある。 

Pedestrian-Only Areaの人口カバー率は、東京23区の江東区、港区で40%を超え、練馬区、江戸

川区、大田区、板橋区、世田谷区、川崎市の鶴見区、多摩区、川崎区、横浜市の栄区、金沢区で30%

を超える。これらの区では、保健部局が先導して既存の歩道ネットワークを活用したウォーキングコ

ースを指定し、ウォーキングを促すことを検討する余地が大きいと考えられる。特に、歩道ネットワ

ークの人口カバー率が極めて高い江東区（94%）や港区（93%）では、今後、ウォーキングコースの

追加指定を行うことで、P&C Area を現状の 50%前後から 80%超へと引き上げ、安全性や快適性が

確保できるウォーキング空間を充実することも可能と考えられる。 

東京 23 区の中野区と横浜市の磯子区は、歩道ネットワークとウォーキングコースの人口カバー率

がそれぞれ65%を超え、相応の量が整備・指定されているものの、相互の位置が重複・隣接していな

いため、P&C Areaのカバー人口は50%を下回り、Pedestrian-Only AreaとCourse-Only Areaの人

口カバー率がともに20%以上を占めている。これらの区では、ウォーキング空間の相互補完性を高め

る工夫ができる可能性が高い。保健部局は、Pedestrian-Only Areaの分布を把握したうえで、歩道ネ

ットワークにウォーキングコースを指定することで、P&C Areaを広範囲に拡大することが考えられ

る。また、都市計画部局は、健康まちづくりや再開発事業などに関連する計画を策定する際に、Course-

Only Areaの分布を把握したうえで、歩道ネットワークの整備や、ウォーキングコースへの案内の掲

示、ウォーキングコースの歩行者の安全性の確保のための指示や誘導を行うことが考えられる。 
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Fig. 2 各ウォーキング空間の200ｍ範囲の分布図 

 

4. おわりに 

運動習慣としてのウォーキングの促進のためには、居住地の近くに広幅員の歩道のネットワークや

ウォーキングコースといったウォーキング空間があることが重要と考え、これらにアクセスしやすい

範囲の面積やそこに居住する人口の割合を算定し、東京 23 区と川崎市と横浜市の各区のウォーキン

グのしやすさを評価した。歩道ネットワークやウォーキングコースにアクセスしやすい範囲の人口や

面積の割合が区によって異なっており、東京 23 区の都心北東側の区が最もウォーキングに適してい

ること、横浜市と川崎市はやや低い水準となるが、都心区の他に、港北ニュータウン等の計画市街地

からなる郊外区でもウォーキングに適していることを明らかにした。 
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3-13 まちなかの居心地の良さを測る指標（改訂版ver.1.0）について 

国土交通省都市局まちづくり推進課 

1. はじめに 

 これまで、都市空間の状態を把握する際、滞在者・通行者の量、インフラ施設の整備状況や構造物・

工作物の設置状況等のハード環境により、定量的に把握する手法を用いることが一般的であった。 

日本の都市が成熟期に入り、新たにインフラ施設をつくるだけではなく、場を活用するまちづくり

が重要視されている。都市は、市民生活の最低限の機能を満たすものから、市民一人ひとりが輝ける

舞台として、市民のQoL の向上を下支えするものとなっていく必要がある。そのためには、これま

での定量情報の把握に加え、都市がどのように利用され、どのような活動が行われているかといった

定性情報を把握することが重要である。 

そこで、国土交通省は、都市空間の質を可視化するための指標として、2023 年 5 月に「まちなか

の居心地の良さを測る指標（改訂版 ver.1.0）」（以下「本指標」という。）を公表した。本稿では、こ

の指標の内容を解説するとともに、今後の方向性について論じたい。 

 

2. 本指標の概要 

2.1 活用シーンと目的 

本指標は異なる都市間の比較のためではなく、特定のエリアで継続的に行う取組を向上させるため

のツールとして作成している。地方公共団体や民間まちづくり団体等のまちづくりの実践者が、自ら

まちづくりに取り組む場所で範囲を任意に設定し、自己評価等の際に活用することを想定している。 

本指標をKPIとして高頻度で PDCA を回し、単なる空間（スペース）から居心地の良いまちなか

（プレイス）へ場を育てることや、まちづくりの取組から得られた効果をこれまでよりもわかりやす

く多角的に可視化し、取組の意義や必要性について共感の輪を広げることを目的としている。 

2.2 基本的な考え方 

 本指標では、「居心地がよく歩きたくなるまちなか」の状況を把握するために、Fig.1に示すように、

建物や土地、設え等のハード環境（空間の状態）に加え、滞在者・通行者がどのように感じ（主観）、

どのように場を利用しているか（活動）を確認する。これにより、居心地の良い空間が形成されてい

るかどうかを、より人間らしい視点から把握することができる。なお、主観については、本来は滞在

者等へアンケートを実施することにより実態を把握することが想定されるが、本指標では計測を簡便

にするため、調査者の主観で代替することとしている。 

 
Fig.1 人間視点のまちなかの状態把握項目 
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2.3 居心地の良さを構成する4要素 

1）4要素と定義 

 居心地の良い空間に求められる要素は、その場に滞在する人の感情やその場で行われる活動の性質

により、様々なものがある。本指標では、Fig.2に示すように、居心地の良さを安心感・寛容性・安ら

ぎ感・期待感の4つの要素にグルーピングした。各要素の定義は、次のとおりである。 

【安心感】不快感がなく安全に滞在・活動ができる状態や要因・結果 

【寛容性】違和感や疎外感がなく滞在・活動ができる状態や要因・結果 

【安らぎ感】その場所に安らぎを感じ、その場所に留まろうとする状態や要因・結果 

【期待感】そこで行われる非日常的な活動への期待・喜びを創出する状態や要因・結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 居心地の良さの4要素 

 

2）4要素の抽出 

4要素の抽出にあたっては、地方公共団体や民間まちづくり団体等のまちづくりの実践者を対象と

したアンケート調査、文献調査を行っている。 

アンケートの質問内容は、居心地が良い・歩きたくなると感じられるシーンにおける感情（各3つ）

と活動（5つ）とし、自由記述により回答を依頼した。約100名の回答を集計した結果、居心地が良

い・歩きたくなると感じられるシーンにおける感情については、Fig.3に示すように、期待感・安らぎ

感・安心感に関する回答が多く見られた。集計方法は、1回答1点とし、2つ以上の要素を含む回答

は得点が1になるよう点数を配分した。（例：安心して過ごせる安らぎ感は、安心感0.5点・安らぎ感

0.5点に配分） 

また、リチャード・フロリダは著書 1）の中で、持続可能な経済発展において、技術・才能と並び寛

容性が重要であると述べている。さらに、LIFULL HOME‘S総研の「地方創生のファクターX～寛容

と幸福の地方論～2）」で、寛容性は地元に住む人の離脱意向を抑え、地域の経済活性化に寄与する多

様性を育む要素と述べられるなど、書籍・論文等で、都市における寛容性の重要性が着目されている。 
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Fig.3 アンケート調査結果 

これらの調査により、本指標における居心地の良さを安心感・寛容性・安らぎ感・期待感の4つに

設定した。 

 

2.4 本指標の構成 

本指標は、Fig.4 に示すように前項で説明した居心地の良さの 4 要素とあわせて、空間の状態やそ

れらに関連する項目で構成している。空間の状態は沿道の建物や土地の状態、エリア内・付近にある

機能や設えを、関連する項目は計測時の天候等の基礎情報や滞在者・通行者の情報を確認する。定点

的に把握したこれらの情報は、居心地の良さを直接的に評価する項目ではないが、評価結果の要因を

分析し、取組の質を高めるための検討をする上でヒントとなると考える。

 

 
Fig.4 本指標の構成 

 

 

 



201 

3. 調査と分析 

3.1 居心地の良さの計測 

 居心地の良さを計測する手法として、4 要素ごとに Table.1-4 に示すように、それぞれ標準項目 8

つ、入替項目4つの計 12の指標を設定した。標準項目は、広場・ストリート共通で使用可能な指標

であり、入替項目は、どちらかに限定される指標である。対象地の特性に合わせ、12項目のうち8項

目の指標を選択し、項目ごとに活動と主観を計測する。活動と主観は、次のとおり4段階で計測する。

（指標の内容により、逆転項目あり） 

1：いない（全くそう思わない） 

2：一人いる（あまりそう思わない） 

3：数人いる（少しそう思う） 

4：たくさんいる（とてもそう思う） 

活動指標は、2章で述べたアンケート調査の活動に関する回答を参考に設定した。主観指標は、そ

の活動が義務的に又は仕方がなく行われたものか、活動したい気持ちがあり行われたものかを確認す

るため、対になる活動指標の意欲を確認する内容となっている。 

 

Table.1 安心感の計測 

No. 分

類 

種

類 

項目 

1 

標 

準 

項 

目 

活

動 

赤ちゃんを連れている人がいる 

主

観 

安心して赤ちゃんを連れてこられる場所だと感じる 

2 活

動 

子どもを遊ばせている 

主

観 

安心して子どもを遊ばせられる場所だと感じる 

3 活

動 

地域の人や警備員など「人の目による防犯」が行われている 

主

観 

地域の人など「人の目による防犯」が行われている安全な場所だと感じる 

4 活

動 

足腰の弱い人や車いす・ベビーカーの利用者が難なく移動・滞在している 

主

観 

足腰の弱い人や車いす・ベビーカーの利用者が気軽に利用できる場所だと感じる 

5 活

動 

自分以外の人が出したゴミを片づける人がいる 

主

観 

空間が綺麗に利用されていて気持ちよく過ごせると感じる 

6 活

動 

食事をしている人がいる 

主

観 

気持ち良く食事ができる場所だと感じる 

7 活

動 

鳥や虫を追い払っている人がいない 

主

観 

動物や虫の行動により不快に感じない（例：鳩、犬、猫、アリ、蚊等） 

8 活

動 

適度な距離を保ちながら過ごしている・歩いている 

主

観 

他の人との距離が不快ではないと感じる 

9 

入 

替 

項 

目 

活

動 

知人同士が挨拶や世間話をしている 

主

観 

滞在者・通行者同士がお互いに顔や名前を知っているように感じる 

10 活

動 

横に並んで歩いている人がいる 

主

観 

車両の往来を気にせず並んで歩けると感じる 

11 活

動 

立ち止まって会話をしている人がいる 

主

観 

周りを気にせず立ち止まって会話できる場所だと感じる 

12 活

動 

夜一人で歩いている人がいる 

主

観 

夜一人で歩いても不安にならない場所だと感じる 
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Table.2 寛容性の計測 

No. 分

類 

種

類 

項目 

1 

標 

準 

項 

目 

活

動 

入ること、近づくことをためらっている人がいない（沿道建物も含む） 
主

観 

気軽に出入りできる場所だと感じる（沿道建物も含む） 

2 活

動 

子どもが声を出して遊んでいる 

主

観 

子どもが声を出して遊べる場所だと感じる 

3 活

動 

うたた寝をしている人がいる 

主

観 

周りを気にせずうたた寝できる場所だと感じる 

4 活

動 

何かの練習をしている人がいる 

主

観 

何かの練習をしたい場所だと感じる 

5 活

動 

ペットを連れている人がいる 

主

観 

ペットを連れて行ってもよい場所だと感じる 

6 活

動 

思い思いの時間を過ごしている 

主

観 

思い思いの時間を過ごすことができる場所だと感じる 

7 活

動 

想定外の活動が見られる（ウェディング撮影をしている等） 

主

観 

誰でもここで好きな活動ができる場所だと感じる 

8 活

動 

多様な服装の人がいる 

主

観 

好きな格好で行っても良い場所だと感じる 

9 

入 

替 

項 

目 

活

動 

電話、Web会議をしている人がいる 
主

観 

電話、Web会議をして発声が許容されると感じる 

10 活

動 

投稿用と思われる動画を撮影している人がいる 

主

観 

投稿用の動画撮影をしても良い場所だと感じる 

11 活

動 

周囲より遅いペースで歩いている人がいる 

主

観 

自分のペースで歩ける場所だと感じる 

12 活

動 

ジョギングなどの軽い運動をしている人がいる 

主

観 

ジョギングなどの軽い運動ができそうな場所だと感じる 

 

Table.3 安らぎ感の計測 

No. 分

類 

種

類 

項目 

1 

標 

準 

項 

目 

活

動 

ぼーっとしている人がいる 
主

観 

ぼーっとできる場所だと感じる 

2 活

動 

座って休憩したり、くつろいだりしている人がいる 

主

観 

座って休憩したり、くつろいだりしたい場所だと感じる 

3 活

動 

横になって過ごしている人がいる 

主

観 

横になってくつろぎたい場所だと感じる 

4 活

動 

座って読書をしたり、スマートフォン・タブレットを操作したりする人がいる 

主

観 

ゆったり読書をしたい場所だと感じる 

5 活

動 

花壇や緑などのそばでたたずむ人、眺める人がいる 

主

観 

緑などに囲まれて自然を感じられる場所だと感じる 

6 活

動 

日光を楽しむ、日陰で過ごす人がいる 

主

観 

陽だまり、または日陰で過ごしたい場所だと感じる 

7 活

動 

景色を眺める人がいる 

主

観 

眺めたい景色があると感じる 

8 活

動 

散歩をしている人がいる 

主

観 

ぶらぶらと歩きたい場所だと感じる 
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9 

入 

替 

項 

目 

活

動 

複数人で長時間滞在している人がいる（長時間：30分程度） 
主

観 

誰かと長居したい場所だと感じる 

10 活

動 

お茶をしている人がいる 

主

観 

ゆったりお茶をしたい場所だと感じる 

11 活

動 

イヤホンなどで、一人で何かを聞いている人がいる 

主

観 

一人で音に耳を傾けたい場所だと感じる 

12 活

動 

ヨガや体操・ストレッチをしている人がいる 

主

観 

体を軽く動かしてリラックスできる場所だと感じる（ヨガや体操・ストレッチ等） 

  

Table.4 期待感の計測 

No. 分

類 

種

類 

項目 

1 

標 

準 

項 

目 

活

動 

笑いながら話をしている人がいる 
主

観 

友人や恋人と来て過ごしたい場所だと感じる 

2 活

動 

複数人で飲食をしている（ピクニックを含む） 

主

観 

複数人で飲食をしたい場所だと感じる（ピクニックを含む） 

3 活

動 

初めて会った人と交流している人がいる 

主

観 

人との新しい出会いがありそうな場所だと感じる 

4 活

動 

何かに人が群がっている 

主

観 

面白そう・オシャレ・雰囲気の良い人がいる場所だと感じる 

5 活

動 

沿道や近くでウィンドウショッピングや買い物をしている人がいる 

主

観 

沿道や近くでウィンドウショッピングを楽しみたい場所だと感じる 

6 活

動 

パフォーマンスをしている 

主

観 

パフォーマンスができる場所だと感じる 

7 活

動 

子どもや大人が興奮して遊んでいる 

主

観 

魅力的なコンテンツがあり、子どもや大人が楽しく遊べる場所だと感じる 

8 活

動 

写真を撮っている人がいる 

主

観 

写真に映える・誰かにシェアしたい場所だと感じる 

9 

入 

替 

項 

目 

活

動 

音楽にのっている人がいる 
主

観 

雰囲気に合った音楽が流れていると感じる 

10 活

動 

絵を描いている人がいる 

主

観 

絵の題材にふさわしいシーンがある場所だと感じる 

11 活

動 

視察やツアー、旅行などで訪れている人々がいる 

主

観 

地域固有の景観やコンテンツがある場所だと感じる 

12 活

動 

食べ歩きをしている人がいる 

主

観 

食べ歩きをしたい場所だと感じる 

 

3-2 4要素の結果の分析 

 本指標を用いて計測した結果を分析ツールに入力すると、Fig.5 に示すように、チャートやグラフ

で可視化され、対象地における居心地の良さを構成する各要素の現状や参考情報を確認することがで

きる。 
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Fig.5 アウトプットイメージ 

 

居心地の良さを評価・分析するにあたって、必ずしも一つの地点で4要素全てを満たすことを目指

す必要はない。 

居心地の良さには様々な構成要素があり、各要素間では相反する概念や項目が含まれている場合が

ある。例えば、安らぎ感のスコアが高い空間では期待感のスコアが低くなるケースや、安心感のスコ

アが高い空間では寛容性のスコアが低くなるケースも見られる。つくりたい空間はどちらを優先させ

るのか、または両者のバランスを取る必要があるのかを関係者間で検討し、エリアの特性に応じた居

心地の良さの構成要素を伸ばしていくことが有効である。 

このように異なる特性を持つ多様な場が創出されることで、多様な属性の人にとって居心地のよい

エリアが形成されると考える。 

また、活動指標と主観指標の結果に差がある場合は注意が必要である。活動より主観の評価が高い

場合は、居心地が良いと感じられる空間がであるものの、何らかの理由で活動が行われていないこと

を表している。一方、主観より活動の評価が高い場合は、居心地が良いと感じられない空間であるも

のの、何らかの理由で活動が行われていることを表している。どちらの場合もその要因を考えること

で、エリアの課題把握や解決策の検討につながる可能性がある。 

 

4. 今後の方向性 

 本指標は、まちづくりの実践の場で高頻度に PDCA を回すためのツールとして活用し、取組の質

を高めていくことを目的としている。このため、より簡便に、より妥当性と信頼性を高めていく必要

がある。 

居心地の良さの指標は、8項目を選択し計測するものとなっているが、相関性の高い指標を検証す

ることで、項目数の見直しや妥当化を図りたい。また、主観の計測は、調査者の主観で代替すること

としているが、調査者と滞在者・通行者の主観の乖離の有無について調査し、信頼性を高めたいと考

えている。 
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5. おわりに 

 都市空間の質を可視化する指標として、主観指標を取り入れたことは、国土交通省として新しい取

り組みであった。 

 一方で主観指標は、回答者の属性や計測する時間、環境等による影響を受けるものであることから、

その取り扱いには注意が必要である。4章で述べたとおり、本指標は、今後サンプルを増やしながら、

より適切な指標に改訂していく予定である。まちづくりの実践者においては、積極的な活用をお願い

したい。 
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4 議論とまとめ 

一ノ瀬友博 

1. ウォーカビリティ指標と評価 

 3章の1で説明したように、ウォーカブル・シティの評価は、その都市が抱える社会課題に基づき

指標が設定されるべきである。しかし、ここではいくつかの視点からウォーカビリティ指標とその評

価方法を整理する。1章で紹介したように、ウォーカビリティを評価する視点は様々であるが、少な

くともそのスケールにより指標を整理することができる。Fig. 1にはそのいくつかの例を示したが、

都市全域を評価しようとするものから路面の段差に着目するものまで見られる。例えば、加登・神吉

1)は北大阪地域に着目していくつかの自治体に跨がるようなスケールにおいてウォーカビリティを評

価した。このような大きなスケールでは主に地理情報システムで扱える指標が用いられる。1章でも

紹介した 15 分都市は、15 分で到達できる範囲（場合によって自転車や公共交通による移動を含む）

であるため都市の一部を対象とすることになる。金井ら 2)はウォーカビリティ指標を用いているが、

その対象地は一つの公園であり、スケールとしては街区程度と言える。Southworth 3)は、ウォーカブ

ル・シティの計画のあり方を示したが、そこでは土地利用のパターンという空間スケールから歩行経

路の接続性という小さなスケールまで扱っている。 

 

 次にウォーカビリティの指標をその属性に応じて整理することができる。1章で紹介したように近

年の論説で網羅的にウォーカビリティ指標を整理しているものとして、Baobeid et al. 4)の論説が挙げ

られる。彼らは、ウォーカビリティを持続可能性、健康、居住性という大きく3つのテーマに区分し

整理している。持続可能性については、社会、経済、環境の3つに区分している。彼らの図を日本語

に訳したものがFig. 2である。1章でレビューした論文のほとんどは、彼らが示しているフレームワ

ークに概ね収まっている。日本で大きな社会課題となっている人口減少、高齢化は明示的には示され

ていないが、社会的な持続可能性とされている社会構造の改善や地域社会への貢献に含まれていると

言える。1章の最初に触れた生物多様性については、環境的な持続可能性にも挙げられていない。交

Fig. 1 ウォーカビリティ指標と空間スケール 
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通インフラが及ぼす生物多様性への影響は長年研究されてきているが 5)、ウォーカブルという視点で

はまだほとんど取り上げられていないことがその理由であろう。 

 

 ウォーカビリティを扱う変数のタイプによって整理しているものもある。Maghelal and Capp6)は、

Table 1に示したように、変数として大きく客観的、主観的、特徴的という 3つのタイプに区分し、

それまでの数多くの研究でどのような変数によりウォーカビリティが評価されたか整理した。客観的

なものは、都市の構造を対象としてGISを用いて分析されているものが多く、また歩きやすさや安全

性のようなものをチェック項目や順序尺度で評価されていた。このような変数は、再現性があり定量

化ができる。一方で、個人を対象として実施される主観的な調査も数多くなされており、個人が感じ

る歩きやすさや安全性が評価されている。こちらは定量化できるものの必ずしも再現性があるとは限

らない。それ以外の特徴的とされるものは、上記の客観的と主観的に入らないもので、多くの研究で

取り上げられているとしている。具体的にはウォーカブルに関わる政策や歩行者に優しい商業地区の

設定、見通しの良い車線、案内表示などであった。この論文では、GISを用いて客観的に評価できる

ことが望ましいとしており、一方で主観的変数、客観的変数、特徴的変数を複合的に評価するものに

関しては、あまりGISが活用されていないことが明らかになったとしている。その上で、GISを活用

した測定方法を標準化することを提案している 6)。本論文は、2011年に発表されているもので、その

後GISを用いた評価手法は数多く提案されてきたといえるだろう。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Baobeid et al.によるウォーカビリティを評価するフレームワーク 
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変数のタイプ 定義 測定方法 分析の単位 例 

客観的 

他の研究でも再現できる標準

的な測定方法で定量化できる

変数 

GISか 

項目評価 

位置、 

セグメント、範囲 

交差点、街路、

土地利用 

主観的 

標準的な測定方法で定量化で

きる変数で、他の研究でも再

現できるかできないかは問わ

ない 

調査 個人 
知覚、 

土地の建築 

特徴的 

標準的な測定方法を用いて定

量化できる変数で、他の研究

では再現できない可能性があ

るもの。特定の分析でのみ使

用されることが多い 

観察 上記以外 
危険運転、視

線 

 

2. 本研究で扱ったウォーカビリティ指標の位置づけ 

 これまで述べてきたようにウォーカビリティ指標には様々なものが提案されており、その区分や整

理も様々である。ここでは、Baobeid et al. 4)の整理に倣い、健康、都市、持続可能性（経済、社会、

環境の持続可能性を含む）の3つを軸とし、軸が交わった原点から離れるほどスケールが大きくなる

とした。この枠組に既存のウォーカビリティ指標、そして本研究で扱った事例研究を位置付けたもの

が Fig. 3 である。Saelens ら 7)によるNEWS は、主に健康をターゲットに作成された指標である。

Walk Scoreは都市施設までの距離に基づいて歩いて生活する利便性を表す指標である 8)。Walkability 

Indexとされるものは数多く提案されているが、先駆けて提案されたものとしてFrank ら 9)の指標を

例に挙げると、土地利用の混在度や住区密度、交差点密度などを扱っており、Walk Scoreよりもスケ

ールが大きくなる。これらの指標に比べると15分都市(15 Minutes City)は指標というより、コンセ

プトを示すものであるが、都市のあり方に加えて持続可能性を重視したものである 10)。 

 3-2 の鳥海による「都市構造と街路空間から見たウォーカビリティ」は、広域的な都市スケールか

ら街区スケールを対象に都市の構造からウォーカビリティを扱ったものである。なお、Maghelal and 

Capp 6)の手法の整理に照らし合わせるとGISを用いた客観的な手法と言える。3-3の伊藤と森本によ

る「HLC·Space Syntax·自動車交通量を用いたウォーカビリティ評価」は、同様に都市の構造を主に対

象とし、さらに自動車交通量を用いている。スケールとしては3-2よりも小さく、主に街区スケール

を対象としている。やはり客観的な手法を主に用いている。3-4 の柴山と田島による「ウォーカビリ

ティの外部効果：土地取引価格への影響」は、GISを用いて都市の構造から客観的に土地取引価格を

評価したもので、スケールは都市スケールから街区スケール、さらには道路構造の詳細スケールまで

を扱っている。ターゲットとしているものが土地の経済的な価値であり、持続可能性のうちの経済に

関連していると言える。3-5 の長田による「赤外線センサーを使った通行量計測」は、街路における

Table 1 ウォーキングに関係した建築環境の変数のタイプ（Maghelal and Capp, 2011より作成） 
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歩行者の通行量を計測したもので、目的としては都市のあり方をターゲットにしている。再現性があ

る客観的な手法であるが、個々の人を対象とした調査で、Maghelal and Capp 6)の区分では、主観的に

区分される。3-6 の一ノ瀬・佐々木による「コロナ禍におけるウォーカビリティ評価」は、区や市と

いった基礎自治体スケールでコロナ禍における歩行習慣などが変化したかをオンラインアンケート

により明らかにしたものである。オンラインによるアンケートは近年盛んに用いられるようになって

きたが、個人を対象とした主観的な調査で、緑地の分布などの都市の構造と歩行習慣という健康の側

面の両者を対象としている。3-7の柴山による「客観的、主観的なウォーカビリティ評価の比較」は、

都市の中を被験者に歩いてもらい、主観的な意見を聞く研究である。スケールとしては街区スケール

あるいは道路構造の詳細スケールで、歩きやすさをアンケートで尋ねている。手法は都市の構造につ

いては客観的なものであるが、実際に歩いた被験者の個人の主観的な判断に重きを置いている。3-8

の村上による「丸ノ内ストリートパークにおける環境と利用」は、特定の街路を対象とし、「ストリー

トパーク」として、実験的に街路を公園化したものである。スケールが小さいものであるが、利用者

の健康、そして暑熱環境の軽減など、持続可能性の環境分野に着目している。さらにはこのような取

組が賑わいを創出することから経済的や社会的な側面も視野に入っている。3-9 の岩崎による「ゼロ

次予防の発想を取り入れた高速道路PAのデザイン」は、高速道路のパーキングエリアという小さな

スケールを対象とし、利用者の感情状態に緑化がもたらす影響を明らかにしている。本研究の中では

特に健康に特化したものである。3-10 の小嶋による「歩行者の表情·仕草を利用した空間評価の可能

性」は、街区スケールにおいて歩行者の表情を計測し、道路の構造との関係を明らかにした研究であ

る。このような研究は、既往研究と比較しても新規性のある手法で、Maghelal and Capp 6)の区分では、

特徴的とされるものに入るだろう。歩行者の表情をセンサーで計測する必要があるため、プライバシ

ーへの配慮が必要となるが、今後の道路空間のあり方を考える上で、新たな視点を提供する手法にな

り得るといえる。3-11の曽・鹿島・葉・土井による「画像認識AIモデルを用い、通行および滞留機

能を考慮した歩行空間の性能評価の試み」も、これまでにあまり例のない新たな取り組みである。歩

行空間で取得された動画を用いて、街路のウォーカビリティと快適性を AI モデルにより判断すると

いうものである。これはGoogle画像検索より検索ワードに対応した全世界の画像と比較を行うこと

によって実現されている。これは曽らが開発したAICHE 11)という手法を用いたもので、極めて特徴

的な手法である。3-12の松橋による「ウォーキング空間へアクセスしやすい人口の地域差」は、健康

増進につながるウォーキングに適した歩道ネットワークを都市スケールで GIS を用いて評価したも

のである。都市と健康に跨がる領域で客観的な手法を用いている。 
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最後に本研究の成果ではないが、国土交通省が進めている「まちなかの居心地の良さを測る指標（改

訂版ver.1.0）について」についても言及したい。これは2022年度時点で改訂版ver.1.0となっている

ものであるが、国交省が取り組んでいる「居心地がよく歩きたくなるまちなか」を把握するための手

法で、都市や道路の構造に関わる客観的なデータ、そして街中の滞在者や通行者がどのように感じて

いるかという主観的なデータ、そして人々の活動の様子を観察によって指標化するという特徴的な手

法も組み合わせたものである。手法としてはMaghelal and Capp 6)の区分全てを組み合わせたものと

言える。スケールとしては主に街区レベルを対象としている。 

 

3.  まとめ 

 本研究では、ウォーカブル・シティを評価する手法として、これまで提案されてきているウォーカ

ビリティ指標を整理し、その背景と変遷を整理した。大きくは健康と居住性（都市計画）の側面から

ウォーカブル・シティが目指されるようになってきたが、近年は経済、社会、環境の持続可能性が注

目されるようになってきた。さらに、2019年末からのCOVID-19のパンデミックは、ウォーカブル・

シティ実現を大きく後押しするきっかけともなった。ただし、実際にはそれぞれの都市や地域で様々

な社会課題を抱え、それらを解決する手段の一つとしてウォーカブルが取り組まれている。最終的な

アウトカムはウェルビーイングであると言えるが、それぞれの社会課題に応じたアウトカムが求めら

れており、それに対応したウォーカビリティ指標が採用されている。このことが、実に多種多様なウ

ォーカビリティ指標が提案され、利用されてきている背景であることが明らかになった。 

Fig. 3 本研究で行った事例研究と既存のウォーカビリティ指標の位置づけ 
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 本研究では、研究メンバーによる数多くの事例研究を行い、それらをBaobeid et al. 4)の枠組の下に

整理した。多くの研究が都市のあり方に関わるもので、健康を目的としたものも見られた。経済の持

続可能性に着目した研究も行ったが、社会や環境の持続可能性に関わる研究は着手できなかった。海

外ではウォーカブルに関わる研究で社会や環境の持続可能性が着目されるようになってきているが、

日本国内においてはまだ例が少ないと言える。本研究の研究会ではウォーカブルということの意味に

ついて、度々議論を続けてきた。歩けるあるいはアクセスできるということが最低限に求められるこ

とで、歩きたい、さらには歩くことが楽しい、居心地がよいという段階に分けるべきだという意見が

多く、3-11 の曽らの研究でも 3 段階の整理がなされている。ゲール 12)は、野外活動を必要活動、任

意活動、社会活動の3つに分類している。必要活動は、好むと好まざるとに関わらず行われる活動で

通勤などが該当する。必要活動のためにはアクセスできる、歩くことができる必要がある。任意活動

はしなくても良いのにも関わらず好んで行われるもので、外に出たい、歩きたいという空間があれば

人々の野外の活動が促される。社会活動はさらに野外で他人と出会うことによって成立するものであ

る。国土交通省が取り組んでいる指標の中には、観察によって世間話をしている様子や複数人で滞在

している様子を計測しようとするもので、社会活動までを視野に入れていると言える。その背景には、

日本では都市中心部においても超高齢化、人口減少が進行しつつあり、都市や街中の活性化が課題と

なっていることが存在する。また、都市中心部においては歩ける、アクセスできるという必要条件は

これまである程度整備できてきているとも言えるだろう。 

本研究では、開始当初、普遍的なウォーカブル・シティ評価手法の開発を目的としていたが、ウォ

ーカブルであることが求められる背景や、それぞれの都市や地域の都市構造、課題も様々で一律に網

羅的な評価指標を提示することは適切でないことが明らかになってきた。よって、日本の課題に即し

て現在指標作成が取り組まれている国土交通省のまちなかの居心地の良さを測る指標の開発に、本研

究の成果をインプットしていくこととした。2023 年度からは研究成果の社会実装に取り組み、国土

交通省と協力して指標開発を行う予定である。 

 なお、本研究では開始当初から自転車を扱うかどうか議論があったが、3年間の研究期間には自転

車を扱うことはできなかった。ウォーカブルのみならず公共交通との接続性についても検討すべきと

の意見があり議論を行ってきたが、公共交通との接続性については、一部の事例研究で考慮したが研

究全体の中で明確に位置付けることができなかった。以上は今後の課題としたい。 
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